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本ガイドラインの狙いと廃棄物データシート（WDS）の活用について 

 
◎ 本ガイドラインの狙い／WDSの目的 

排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項

等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが廃棄物処理法で定められていま

す。 
情報提供が十分に行われない場合には、適切な処理方法の選択や、処理業者における適正

処理や安全性の確保、法令遵守が困難となる可能性があり、さらには水道水質の汚濁など生

活環境保全上の支障を招く恐れもあります。 
WDS は、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールとして作成し

たもので、形式的な書類手続きではなく、必要な情報が処理業者と共有されることが重要の

ため、記載にあたっては、排出事業者と処理業者双方でよくコミュニケーションを取り、両

者で記載内容を確認の上作成して下さい。 
 

◎ WDSの活用機会 

情報提供／共有した WDS は、性状・成分が変わらなければ、廃棄物の委託の都度提供す

る必要はありません。記載上の軽微な修正があれば修正履歴に修正箇所が分かるように記載

してください。 
製造工程等の変更に伴い廃棄物の性状等に変更がある場合は、処理業者と協議し、WDS

を新たに発行して下さい。 
WDS を活用する必要性が特に高いのは、外観から含有物質や有害特性が判りにくい汚

泥・廃油・廃酸・廃アルカリ、あるいは付着・混入等により有害物質等を含むなど環境保全

上の支障が生ずる可能性がある廃棄物です。一方性状が明確で、環境保全上の支障のおそ

れのない市販製品が廃棄物となった場合等についての情報提供に関しては、廃棄物の性状等

に応じて下記の他の方法を組み合わせて必要な情報を提供できる場合もあります。 
 

◎ その他の提供情報 

WDS を補完する提供情報として、MSDS、サンプル、写真、分析表等があり、これらの

特徴を以下に記します。 
MSDS MSDS は、混合物ではなく単品の薬品等が古くなり廃棄する場合等に有効です。

また混合物の場合に、MSDS に CAS No.の記載があれば、物質の特定に有効な

ので WDS に転記してください。混合物の場合に、それらの物質毎の MSDS の
全てを複写して処理業者に提供する運用も見られますが、紙枚数が多くなり過ぎ

て必要な情報の共有が困難になる可能性があるため、WDSを活用してください。 

サンプル サンプルは、実際の廃棄物受入前に反応テスト等で処理方法を選択・検証できる

ため受入の最終判断材料として重要な情報提供方法です。ただし、処理の計画を

立てる上では、廃棄物が何であり何を含むか等の成分情報が基本的な判断材料で

あり、サンプルは WDS の次の段階で必要なものの位置づけです。また、サンプ

ルが委託する廃棄物の性状や成分を代表していることが重要であり、例えば沈殿

分離している廃棄物の一部分を抽出したサンプルでは処理方法等を適切に評価

できない場合があるので注意が必要です。 

写真 写真は、廃棄物の荷姿を視覚的に伝えたり、容器のラベルに記載された情報を伝

えられることもあり、WDS を補完する情報提供方法として有効です。 

分析表 分析表は、廃棄物の組成・成分、有害物質の含有、廃棄物の物理的性状・化学的

性状等を判断するために有効な情報提供方法の一つです。ただし、サンプルと同

様、現に委託する廃棄物について分析された結果であることが重要で、時間が経

過し組成が変動している場合は不適切であること、そして分析結果を踏まえて、

処理業者において取り扱う際に必要と考えられる注意事項等について情報共有

することがなにより重要であることから、あくまでも WDS を補完する位置付け

であることに注意が必要です。 

 



双方向コミュニケーションの意義 

 
廃棄物の適正な処理を確保するためには、産業廃棄物の処理の委託に際して、排出事業

者において廃棄物情報をできるだけ正確に把握し処理業者に開示する必要があります。排

出事業者は、含有する可能性のある物質、必要であれば廃棄物が発生した工程で使用して

いる物質等を把握して処理業者に伝え、処理業者は、適正に処理するために不足と思われ

る情報があれば排出事業者に問い合わせるなど、排出事業者と処理業者間で相互にコミュ

ニケーションをとりながら情報の精度を高め、情報共有する必要があります（下図は一例）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・廃棄物の排出と分別方法は、廃棄物の種類や性状、処理業者が行う処理方法等を考慮し

て決めるのが合理的です。このため普段から必要に応じて情報提供や意見交換等のコミ

ュニケーションを取ってください。 → 2.3 産業廃棄物の排出方法（p13） 
・処理業者における廃棄物受入の判断や処理方法選定、費用見積には、排出事業者からの

廃棄物の成分や性状等に関する詳細な情報が必要です。このため、排出事業者と処理業

者は、発生工程・使用薬品・有害物質等を確認しながら WDS を共同で作成し、廃棄物

の発生現場からサンプルを直接採取する等が望まれます。→ 2.6 情報提供／情報共有の

時期（p25） 
・委託契約を交わす際には、最終確認後の WDS を改めて添付してください。→ 同上 

廃棄物排出 

排出事業者 処理業者 

分 別 

見積書作成 見積書提出 

・委託契約書締結（WDS 添付） 

（委託内容・価格等合意後） 

予備検討 

定期訪問による 
（日常の）排出方法・分別相談 

（性状・成分等が変更になった場合） 

・性状・成分等が変わった旨の
伝達（WDS 再発行） 

電話・メール等による相談 

排出事業者への 
フィードバック 

危険廃棄物の容器表示依頼、 
個別対応相談、ｸﾚｰﾑ報告等 

廃棄物引き渡し 受入・処理 収集運搬（物により立会） 

定期訪問等 

WDS 等情報提供 
（特別注意事項等） （受入時分析調査） 

・事前ヒアリング（発生工程・使用薬品・有害物質等確認） 
・WDS の共同作成 
・サンプル採取 
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第 1 章 総則 
 
1.1 目的 
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。）

に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必

要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされている。本ガイドラインは、廃棄物の

処理過程における事故を未然に防止し、環境上適正な処理を確保することを目的として、

排出事業者が提供すべき廃棄物の性状等の情報について具体的に解説し、排出事業者が

処理業者へ産業廃棄物の処理を委託する際の廃棄物情報の提供の望ましいあり方を示す

ものである。 
 なお、本ガイドラインは平成 25 年 3 月に改訂した第 2 版であり、その普及状況及び運

用状況を一定期間経過後に点検し、必要に応じて内容を見直すこととする。 
【解説】 
 廃棄物を適正に処理するためには、各々の廃棄物の特性に応じた処理が必要である。こ

のため、法の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物

情報を処理業者に提供することとされている。しかし、廃棄物処理過程において、有害特

性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する自然発

火や化学反応等による事故や有害物質の混入等の課題があり、廃棄物情報の適切な伝達が

求められている。 

これを受け、平成 17 年 7 月に環境省がとりまとめた「製品中の有害物質に起因する環

境負荷の低減方策に関する調査検討報告書」において、廃棄物の有害特性等、処理業者に

おける廃棄物の適正処理の促進に必要な情報を明確にし、廃棄物情報の伝達に関するガイ

ドラインを作成することが適当とされ、ガイドライン第1版が平成18年3月に発刊された。 

第 1版のガイドラインの策定に当たっては、次の内容が検討された。 

(1) 廃棄物の適正処理に必要な廃棄物情報の具体化・明確化 

廃棄物処理過程において、適正な処理を確保するために必要な有害特性情報等につ

いて、排出事業者及び廃棄物処理業者からのヒアリング等調査結果を踏まえ、その妥

当性を勘案しつつ、排出事業者が処理業者に提供すべき具体的かつ明確な廃棄物情報

を検討する。 

(2) 廃棄物情報の信頼性を高める方法 

 廃棄物と提供された廃棄物情報が一致していない等廃棄物情報の信頼性が低いとい

う課題に対し、排出事業者の社内体制のあり方等廃棄物情報の信頼性を高める方法に

ついて検討する。 

(3) 廃棄物の性状等の変動を踏まえた情報提供の方法 

 排出工程の変化などにより廃棄物の性状等に変動がある場合、委託契約の期間中に

その変更情報の提供が十分になされないという課題に対し、適切な情報提供のタイミ
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ングについて検討する。 

 

その後、平成 24年 5月に、利根川水系の浄水場においてホルムアルデヒドによる取水障

害が発生した。この事案は、産業廃棄物に含まれていた原因物質（ヘキサメチレンテトラ

ミン）が産業廃棄物処理業者での処理により十分に処理されず公共用水域に排出され、浄

水場での塩素消毒によりホルムアルデヒドを生成したことにより発生したものと強く推定

されており、排出事業者から処理業者への産業廃棄物処理委託契約における情報伝達が十

分でなかったことが原因として挙げられている。このような事案の再発を防止するため、

環境省において平成 24年 6月に「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る

検討会」が設置され、同年 8月に、今後の基本的対応について中間取りまとめが行われ、

すぐに実行すべき事項と必要な調査を行って今後検討すべき事項が、それぞれ整理された。 

中間取りまとめにおいて今後検討すべき事項として挙げられた WDS ガイドラインの見

直し等の検討（産業廃棄物処理委託に係る情報提供のあり方（WDSガイドライン等）検討）

に当たっては、本ガイドラインがより実態に即したものとなるよう、実態調査等を実施し

た。調査結果からは、産業廃棄物の適正処理を推進する上で、産業廃棄物処理委託の際に

排出事業者と処理業者との間での情報共有を図ることの重要性が改めて明らかとなり、本

ガイドラインが情報共有のためのツールとなるよう大幅な改訂を行った。 

また、第１版を発刊してから約 6 年を経過し、この間に行われた法改正やバーゼル条約

における有害特性の反映などを行った。 

さらに、WDS（データシート）様式について、より記入しやすく改善するとともに、特に

浄水場においてホルムアルデヒドを生成させるおそれのある化学物質を明確に記述できる

よう改善した。 

産業廃棄物の特性を理解した上で、適正に処理が行われるよう、本ガイドラインを活用

して、産業廃棄物の排出事業者と処理業者の双方が情報を活発に共有することが望まれる。
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1.2 用語の定義 
本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
1) 法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）をいう。 
2) 令 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）をいう。 
3) 規則 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35 号）をいう。 
4) 法令等 

法、令、規則、命令等をいう。 
5) 産業廃棄物、一般廃棄物 

「産業廃棄物」は、事業者が排出する廃棄物のうち、事業活動に伴って排出される法

第 2 条第 4 項及び令第 2 条に示される燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ

スチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、

金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動

物の死体、ばいじん及びこれらを処分するために処理したものを指し、これら以外の廃

棄物を「一般廃棄物」としている。 
6) 特別管理産業廃棄物 

特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に

被害を生ずるおそれのある産業廃棄物で、令第 2 条の 4 に示される廃油、廃酸、廃アル

カリ、感染性産業廃棄物、特定有害廃棄物（基準値以上に有害物質を含有する廃ＰＣＢ

等、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ）を指す。 
7) 産業廃棄物の処理 

産業廃棄物の処理は、収集運搬と処分に大別される。また、処分には、中和処理や焼

却処理等の中間処理と埋立等の最終処分がある。 
8) 排出事業者 

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を排出する事業者をいう。 
9) WDS 

Waste Data Sheet（廃棄物データシート） の略。有害物質情報の提供に際しては、

MSDS（Material Safety Data Sheet）が広く用いられているが、本ガイドラインにお

いては、廃棄物処理業者に提供すべき廃棄物特有の情報として WDS を定義づけている。 
【解説】 
9) WDS 
 排出事業者は、その産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。）の処理を処理業者に委

託する場合には、法に定める委託基準に従って委託しなければならない（法第 12 条第 4
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項、第 12 条の 2 第 4 項）。委託基準においては、委託者の有する委託した産業廃棄物の

適正な処理のために必要な事項に関する情報（規則第 8 条の 4 の 2 第 6 号）を委託契約

の中で処理業者に提供することとされており、本ガイドラインは規則第 8 条の 4 の 2 第

6 号に掲げる事項について、排出事業者が参考にできるよう、WDS として具体的に示し

ている。 
 
規則第 8 条の 4 の 2（委託契約に含まれるべき事項） 
六  委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報  

イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格Ｃ〇九五〇号に規定する含有

マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項（詳細略） 
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨 
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 

 
「2.3 情報提供の方法」で示す WDS の様式は、必要な廃棄物情報に関して具体化した

項目を例示したものであり、様式の使用を法的に義務付けるものではない。 
ただし、「適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は法的に義務づけられて

おり、処理業者が当該産業廃棄物の処理を行う上で明らかに必要な情報を排出事業者が

当該処理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反として刑事処分の対象となり得る

ので注意が必要である（3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金：法第26条第1号）。
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1.3 ガイドラインの適用範囲 
1) 対象者 

排出事業者及び産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）の処理業者 
2) 対象廃棄物 

法に規定する産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む） 
【解説】 
1) 対象者について 

本ガイドラインは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に提供すべき必要情

報について整理しており、産業廃棄物の処理を委託しようとする排出事業者全てが対象

となる。特に、毒性ガス発生、禁水性等処理過程で注意を要する性状を有する廃棄物を

排出する排出事業者は留意が必要である。なお、中間処理業者は、排出事業者とは性格

が異なるが、最終処分に際し廃棄物の処分を委託する際には、同様に廃棄物情報の提供

が求められる。 
一方、処理業者は、排出事業者から提供された情報に基づき、受入の可否を判断する

とともに、情報と廃棄物が一致していることを受入前に確認し、一致していない場合は、

排出事業者にその理由を確認する等適切な情報を得る必要がある。 
従って、廃棄物の情報は、排出事業者から処理業者への一方通行ではなく、情報のや

り取りを通してより正確な情報となり、当該廃棄物の適正処理が可能となることを認識

し、排出事業者及び廃棄物処理業者がともに本ガイドラインの活用により、コミュニケ

ーションを活発に行うことが重要となる。 
 

2) 対象廃棄物について 
本ガイドラインは、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物全般を対象とする。 
このうち、外観から含有物質や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ

の 4 品目は主な適用対象と想定される。 
これらは、産業廃棄物処理業者へのアンケートの結果（(公社)全国産業廃棄物連合会（平

成 17 年 3 月））、情報が必要な廃棄物の種類として、汚泥が最も多かったほか、廃油、廃

酸、廃アルカリが上位にあげられていること、またこれらの廃棄物は、「情報が一致しな

いことが多い廃棄物」、「事故・災害の原因となった廃棄物」のアンケートでも上位を占

めたことを踏まえたものである。 
そのほか、燃えがらやばいじんのほか、付着・混入等により有害物質等を含有するな

ど環境保全上の支障が生ずる可能性があると考えられる場合も、本ガイドラインを適用

して WDS により情報提供することが重要である。一方、性状が明確で、環境保全上の

支障のおそれのない廃棄物の場合についての情報提供に関しては、廃棄物の性状等に応

じて WDS 以外の他の方法（ｐ24 参照）を組み合わせて必要な情報を提供できる場合も

ある。 
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p4 で既述の通り、「適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は法的に義

務づけられており、処理業者が当該産業廃棄物の処理を行う上で明らかに必要な情報を

排出事業者が当該処理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反となり得るため十分

に注意が必要である。処理業者においては情報と廃棄物の不一致や情報不足によるヒヤ

リハットや事故が今なお発生しており、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ以外の種類の廃

棄物についても処理業者が安全かつ適正に処理ができるかどうかの受入可否の判断や処

理方法の選定を適切に行えるよう、本ガイドラインを適用するなど排出事業者からの提

供情報の量と質を一層充実させる必要がある。
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第 2 章 産業廃棄物の情報提供／情報共有 
 
2.1 情報提供／情報共有の必要性 
1) 排出事業者からの情報提供等の必要性 

排出事業者は、廃棄物処理法上の排出事業者責任及び社会的経営責任（CSR）を認

識し、処理業者が行う収集運搬・保管、中間処理、最終処分の工程で事故が起こらない

よう、また、自らが排出した廃棄物の適正処理が確保されるよう、十分な廃棄物情報を

提供する必要がある。 
2) 処理業者からの情報提供等の必要性 

処理業者における産業廃棄物処理に伴う事故が不正確な廃棄物情報や情報不足に起

因する場合が多いことから、処理業者は、排出事業者から廃棄物情報が適正に提供され

るよう、情報発信等を行っていく必要がある。 
【解説】 
1) 排出事業者から情報提供等の必要性 
① 排出事業者責任 

近年、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理問題への対応として、廃棄物処理法におい

て、排出事業者の処理責任が強化されてきたところである。法第 3 条では、「事業者は、

その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなら

ない」とされており、排出事業者の処理責任を明確にしている。（参考資料 1「廃棄物

処理法上の排出事業者責任の概要」参照） 
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、法に定める委託基準を遵守しな

ければならない。委託基準では、委託しようとする産業廃棄物の適正処理に必要な事項

に関する情報を委託契約の中で提供することを定めており、当該産業廃棄物に関して十

分な情報提供を行うことにより事故の発生防止及び適正処理の確保に努める必要があ

る。 
特に、平成 24 年 5 月に発生した、利根川水系における取水障害では、産業廃棄物に

含まれていた原因物質（ヘキサメチレンテトラミン）が産業廃棄物処理業者での処理に

より十分に処理されず公共用水域に排出され、浄水場での塩素消毒によりホルムアルデ

ヒドを生成したことにより発生したものと強く推定されており、排出事業者から処理業

者への産業廃棄物処理委託契約における情報伝達が十分でなかったことが、原因として

挙げられている。このような事案の再発を防止するためには、産業廃棄物の適正処理に

ついて、産業廃棄物処理委託において排出事業者と処理業者との間での情報共有を図る

ことが重要との教訓を残すものとなった。 

また、平成 24年 12 月 28 日から平成 25 年 1月 18 日にかけて、汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリを排出する PRTR 届出事業場となっている排出事業者、及び汚泥、廃油、廃

酸、廃アルカリの業の許可を保有する処理業者に対してアンケート調査を行い、各事業
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者が経験したヒヤリハットや事故について表 2-1、表 2-2のような回答があった。 

調査結果からは、排出事業者から処理業者に引き渡された廃棄物が、事前に提供され

た情報やサンプルと異なっていた結果、処理現場でヒヤリハット／事故を招いている実

態があることが伺える。 

 
表 2-1 排出事業者アンケート結果におけるヒヤリハット／事故事例 

【汚泥／金属製品製造業】セメント原料としてリサイクル化している汚泥において、異

物（床面を清掃した際のごみと思われる）が混入していると、中間処理業者から問合せ

があった。発生部署への指導、及び発生部署と処分方法を明示したタグ付けにより再発

防止を図った。 
【汚泥／農薬製造業】汚泥の中にスレート欠片が混入していることに気づかず排出し、

処理業者から注意を受けた。 
【廃酸／化学工業】グラスウールが混入していたため、処理会社の処理ラインが閉塞及

びローリーからの払出しがうまくできなった。処理業者に謝罪し、フィルターを装着し

た。 
 

表 2-2 処理業者アンケート結果におけるヒヤリハット／事故事例 

【汚泥】 
・事前の情報及びサンプル評価では引火性が確認されなかった為、一般的な汚泥処理を

想定していたが、入荷物は「常温引火」であり別処理をした。（処理工程変更） 
・ドラム缶の汚泥が上部と下部はサンプル通りだったが、真ん中は別のものだったこと

がある。固形物は発見しにくいので、処理する前に別容器に空けるようにしている。 
・汚泥が入っているドラム缶の蓋を開けたら活性汚泥で、腐敗臭気が周辺に漏れ出た。 
【廃油】 
・サンプルとは異なり、油分の少ないものがあった（油水分離処理に向かない） 
・３種類の廃油を混合する前処理作業中に、発ガス（アンモニアと思われる）反応が発

生し、従業員６名が吸引し中毒を起こした。混合によるガス発生の危険性について記

載された MSDS が営業担当者から処理担当者へ渡されていなかった。 
・分析機器がなかった 20 年以上前に A 重油の中にアルミが入っていたことがあった。

CD の削り出し工程で切削油の代わりに A 重油が使われてアルミが混入し、反応によ

り水素が発生しドラム缶が飛んだ。 
【廃酸】 
・いつも受け入れている廃棄物と思い、通常通りの処理薬剤を投入したところ急激な反

応をおこしガスが発生した。 
・サンプルとは異なり、沈殿の多いものであった（噴霧焼却に向かない） 
・分析廃液の中に鉄シアノ錯体が混入していることを排出事業者が気づかず、そのまま

処理を委託した。処理前の分析で発見した。 
【廃アルカリ】 
・サンプル、WDS にない樹脂成分が含有していたため配管での詰まりが発生。 
・アルミ屑が意図せずに廃アルカリに混入すると水素を発生し危険。蛍光 X 線での検

査、希釈した苛性ソーダとの混合での反応性から酸化アルミか金属アルミかを判定し

ている。反応したら単体処理する。切削油に微粉のアルミが混ざることはしばしばあ

る。 
・大学等の実験廃液では WDS 等はあるが成分以外のものが混入していて処理作業時に

ガス発生のおそれがあった。（ヒ素、水銀など） 
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排出事業者において些細と思われる異物の混入が、処理の現場ではガスの発生や配管

の閉塞、さらには予定していた処理が行えないなど、様々な不具合やヒヤリハットを誘

発しかねないことに十分留意する必要がある。3.1排出事業者の廃棄物情報に関する社

内体制で後述するように、特に排出事業者において廃棄物を排出する部門と当該廃棄物

の処理を処理業者へ委託する部門が異なる場合は、部門間での情報共有、さらに処理業

者への情報伝達が重要となる。 

また、平成 22 年廃棄物処理法改正により、定期的に委託先の処理業者を訪問し、産

業廃棄物が適正に処理されている状況を確認することが努力義務となっている。 
② 社会的責任 

昨今、企業の社会的責任（CSR : Corporate Social Responsibility）を踏まえた企業

経営を実践することが社会的に要請されていることから、企業には、廃棄物・リサイク

ル問題についても企業経営の観点から捉え直し、3R の推進や廃棄物の適正処理を通じ

た循環型社会への貢献が求められている。自ら排出した廃棄物について、適切な情報提

供を処理業者に行うことにより廃棄物の適正な処理を確保することが CSR に資する。 
 

2) 処理業者から情報提供等の必要性 
労働災害動向調査によれば、廃棄物処理業は他産業と比べて事故が多発している。（参

考資料 2 表 1 参照） 

(公社)全国産業廃棄物連合会が産業廃棄物処理業者 1,999 社を対象に実施したアンケー

ト調査結果（回収率 48％）をとりまとめた「処理受委託時における廃棄物情報の把握の

ための調査報告書」（平成 17 年 3 月）によれば、事故の種類は、挟まれ・巻き込まれ・

転倒などの労働災害が多いものの、火災、発熱、爆発、ガス発生、漏洩・流出なども多

く発生している。 

事故原因としては、廃棄物の分別・排出の不徹底が一番の原因に挙げられているが、

「廃棄物の性状などの情報不足」及び「情報と廃棄物の不一致」も大きな要因を占めて

いる。 

情報不足が原因と思われる事故例を参考資料 2 の表 2,表 3 に示す。 

また、情報と実際の廃棄物の性状が相違している場合に事故・災害が多く発生してお

り、情報と廃棄物との相違については「よくある」、「たまにある」と回答した産廃業

者は 56％と半数以上あり、また、特別管理産業廃棄物の方が、産業廃棄物より実際の廃

棄物と情報との相違が多い傾向にある。 

以上の調査結果をまとめると、 

① 事故・災害の原因として「廃棄物の性状などの情報不足」「情報と廃棄物の不一致」

が大きな要因を占めている。 

② 情報と廃棄物との相違が「よくある」「たまにある」と回答した業者は過半数を超
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えており、相違のある場合に事故・災害が多く発生している。 

③ 事故事例の原因物質では、汚泥、廃油、廃液等が多い。 

 

となり、産業廃棄物の処理過程における事故の未然防止及び適正処理の確保のためには、

正確かつ十分な廃棄物情報が必要であることが分かる。
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2.2 情報提供／情報共有の手順フロー 
排出事業者は、産業廃棄物の処理の委託に際して、当該産業廃棄物の成分等の情報を

できるだけ正確に把握し処理業者に提供する。また、製造工程の変更等により廃棄物の

性状等に変更が及ぶおそれがある場合、当該変更情報が処理業者にとって必要な情報の

場合も考えられることから、排出事業者は、これに係る情報提供を行う必要がある。 
一方、処理業者は、適正処理のために必要な情報を排出事業者に明らかにするととも

に、提供された情報と廃棄物の性状等が一致しない場合や提供された廃棄物情報に疑義

がある場合などには、排出事業者に情報をフィードバックし、双方が廃棄物情報を確認

など、緊密に情報をやりとりし共有することが重要である。 
【解説】 
排出事業者は自ら排出した産業廃棄物について、発生から最終処分が終了するまでの一

連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなけ

ればならないことが定められている（法第 12 条）。 
排出事業者は産業廃棄物に関する情報を最も知り得る立場にあり、産業廃棄物の処理の

委託に際しては、排出事業者において廃棄物情報をできるだけ正確に把握し処理業者に対

して開示することが適正処理のための出発点となる。委託の際には、含有する可能性のあ

る物質、必要であれば廃棄物が発生した工程で使用している物質等を把握して処理業者に

伝えること、そして処理業者は、適正に処理するために不足と思われる情報があれば排出

事業者に問い合わせるなど、両者間で緊密に情報をやりとりしながら情報の精度を高めて

いくことが、化学物質等を含む廃棄物の適正処理には重要である。 
処理業者が適切な処理方法を選択する上で廃棄物情報は重要であるが、必要な情報項目

については処理業者によって異なる（例えば、焼却処理と中和処理では必要な情報が異な

る）。このため、新たに廃棄物処理を委託する場合には、特に緊密に打合せを行い、適正な

処理方法を選択するために必要な情報を交換する必要がある。一方、契約を継続している

場合であっても、廃棄物の性状等廃棄物情報に変更がある場合には、排出事業者から処理

業者へ速やかに WDS を再発行することが適当であり、提供された情報を基に、処理業者

は適正処理が可能かどうかや、処理方法の変更が必要かどうかを判断し、処理方法を変更

する場合には、契約変更を行う必要がある。 
このため、廃棄物の処理を委託するに当たって、排出事業者と処理業者間の信頼関係の

構築とともに、双方向コミュニケーションが図れる体制を確立することが重要である。 
排出事業者と処理業者との双方向コミュニケーションの例を図 2-1 に示す。 
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図 2-1 双方向コミュニケーションの例 
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・サンプル採取 
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2.3 産業廃棄物の排出方法 
1) 分別排出 

処理を委託する産業廃棄物の性状等の正確な把握という観点からは、廃棄物の種類や

性状等に応じた分別排出が望ましいが、混合して排出する場合はその混合成分の情報を

処理業者へ適切に提供することが重要である。 
2) 容器への表示 

排出事業者は、実際に排出する産業廃棄物とあらかじめ提供した情報の整合性を確認

し、容器への表示を行うことが望ましい。 
【解説】 
1) 分別排出について 

排出事業者による廃棄物の混合は、当該廃棄物の成分情報等が不正確になるとともに、

有毒ガスの発生や重合反応の促進、発火等の事故にもつながるリスクがある。  
(公社)全国産業廃棄物連合会が実施した処理業者へのアンケート調査によれば、廃棄物

の処理過程における事故の原因として、廃棄物の分別排出の不徹底が一番の原因に挙げ

られている。 
廃棄物の適正な処理を確保するため、排出事業者は、処理を委託する廃棄物の種類や

性状に応じて分別して排出することが望ましいが、混合して排出する場合はその混合成

分の情報を処理業者へ適切に提供することが重要である。 
なお、排出事業者は、有害特性を有する廃棄物を排出する際には、当該廃棄物の特性

別に適切な排出方法を選択し、事故の発生防止に努める必要がある。（参考資料 5「廃棄

物の有害特性に応じた排出方法」参照） 
一方、処理業者は、排出事業者に対して、廃棄物の処理を適正かつ安全に行うための

排出方法及び分別方法等について、普段から必要に応じて情報提供や意見交換等のコミ

ュニケーションを取ることが望ましい。 
 

2) 容器への表示について 
処理業者は、様々な排出事業者から産業廃棄物を受け入れているため、廃棄物の取り

違いや誤認を防ぐ必要がある。 
このため、排出事業者は、実際に排出する産業廃棄物とあらかじめ提供した WDS と

の整合性を確認した上で、当該廃棄物と該当する WDS を、管理番号により判別できる

ように、容器貼付用ラベル等を用いて容器へ貼り、物質名や注意事項等とともに表示す

ることが望ましい。 
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産業廃棄物 

排出事業者  

廃棄物名称  

管理番号  

受け渡し予定日 平成    年    月    日 

数量         個口：       

取扱注意事項 
 
 
 

処理業者  

連絡先  

（様式作成 公益社団法人全国産業廃棄物連合会） 
 

図 2-2 容器貼付用ラベル（例） 
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2.4 情報提供／情報共有が必要な項目 
1) 廃棄物情報が必要な項目 

排出事業者は、下記項目に関する情報を処理業者へ伝達し情報共有することとする。 

① 作成年月日 

② 排出事業者名称 

③ 廃棄物の名称 

④ 廃棄物の組成・成分情報 

⑤ 廃棄物の種類 

⑥ 特定有害物質 

⑦ PRTR 対象物質 

⑧ 水道水源における消毒副生成物前駆物質 

⑨ その他含有物質 

⑩ 有害特性 

⑪ 廃棄物の物理的・化学的性状 

⑫ 品質安定性 

⑬ 関連法規 

⑭ 荷姿 

⑮ 排出頻度・数量 

⑯ 特別注意事項 

⑰ その他の情報（サンプル等提供、発生工程等） 

 

【解説】 

1) 廃棄物情報が必要な項目 

産業廃棄物を適正処理し、事故を防止するためには、廃棄物情報を基に適切な処理方

法を選択する必要がある。特に提供が求められる必要な廃棄物情報として上記 17 項目を

整理したが、その概要及び必要性等について表 2-3 に示す。 

これらの項目は、化学物質を含有する物に関する情報提供を規定している条約や法律

などを参考に、化学物質排出把握管理促進法（化管法）で規定されている MSDS 項目、

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（バーゼル条

約）、化学品の分類および表示に関する世界調和システム（GHS）の項目を考慮して、

法の規定をより具体化する項目として選定した。 
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表 2-3 情報項目の必要性 

 

No. 項目 概要 情報提供／共有の必要性 廃棄物処理法令の該当箇所 
1 作成年月日 情報作成日(データシート作成日) 情報共有した日を明確にするため  
2 

 
廃棄物の名称 廃棄物を特定する具体的な名称・呼び

名 
廃棄物を特定し、廃棄物の取り違い
や誤認を防ぐため 

 

3 排出事業者名称 事業者の名称、住所、電話番号、担当
者名など 

問い合わせ及び緊急時の連絡先を
明確にするため 

 

4 廃棄物の組成・成分
情報 

廃棄物の化学物質名と混合比率 適正な処理方法を決定し、事故を防
止する上で重要な情報のため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ）当該産業廃棄物の性状
及び荷姿に関する事項 

5 廃棄物の種類 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の区
分や法律上の種類 

受入確認などのため （令第 6 条の 2 第 3 号イ） 
委託する産業廃棄物の種類及び数量 

6 特定有害廃棄物 含有している特定有害廃棄物の有無、
含有の可能性 

適正な処理方法を決定し、事故を防
止する上で重要な情報のため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ）当該産業廃棄物の性状
及び荷姿に関する事項 

7 PRTR対象物質 届出事業所への該当の有無、委託する
廃棄物の該当の有無、物質名 

適正な処理方法を決定し、事故を防
止する上で重要な情報のため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ）当該産業廃棄物の性状
及び荷姿に関する事項 

8 水道水源における消
毒副生成物前駆物質 

ホルムアルデヒドを生成しやすい 8
物質への該当の有無 

適正な処理方法を決定し、事故を防
止する上で重要な情報のため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ） 
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

9 その他含有物質 その他処理をする上で注意を有する
物質の有無、含有の可能性 

適正な処理方法を決定し、事故を防
止する上で重要な情報のため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ） 
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

10 有害特性 加熱や他の物質との接触等による爆
発・有害物質発生の有無、経時変化に
よる品質の安定性など 

適正な処理方法を決定し、事故を防
止する上で重要な情報のため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ） 
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 
（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号ロ） 
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物
の性状の変化に関する事項 
（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号ハ） 
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 

11 廃棄物の物理的・化
学的性状 

形状、臭い、色、比重、pH、沸点・
融点、粘度、水分、発熱量 

適正な処理方法を決定し、事故を防
止する上で重要な情報のため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ） 
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

12 品質安定性 経時変化の有無、ある場合の内容 適正な処理方法を決定し、事故を防
止する上で重要な情報のため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ） 
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

13 関連法規 廃棄物の成分が関連する法規 安全対策、異常処置など、事故防止、
安全管理などに重要な情報なため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号ヘ） 
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 

14 産業廃棄物の荷姿 容器形状など 廃棄物を特定し、廃棄物の取り違い
や誤認を防ぐため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号イ） 
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

15 産業廃棄物の数量 1 回あたりの廃棄物数量 処理計画の策定や、処理能力を超過
する廃棄物の受け入れを防ぐため 

（令第 6 条の 2 第 3 号イ） 
委託する産業廃棄物の種類及び数量 

16 特別注意事項 特別に喚起すべき注意事項で避ける
べき処理方法、廃棄物の性状変化など
に起因する環境汚染の可能性も含む 

避けるべき処理方法などの情報は、
安全な処理方法の決定や事故防止
のため重要な情報なため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号ヘ） 
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 

17 その他の情報 サンプル提供の有無 
産業廃棄物の発生工程など 

No.1～16 に記入すべき情報を補っ
たり、事故防止に有効な他の情報を
活用するため 

（規則 8 条の 4 の 2 第 6 号ヘ） 
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 
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特に、平成 24 年 5 月に利根川水系で発生した水道取水障害と同様な事案の再発を防止

するためには、廃棄物の化学物質名や組成、取水障害等の前駆物質であること、避けるべ

き処理方法等について注意喚起が重要である。廃棄物の化学物質名や組成については、④

廃棄物の組成・成分情報に記載し、取水障害等の前駆物質であること、避けるべき処理方

法等については、⑯特別注意事項において明記することが重要となる。 
さらに⑥特定有害廃棄物（26 物質）や⑦PRTR 制度の第 1 種指定化学物質（462 物質・

p49～65）、⑧水道水源における消毒副生成物前駆物質（ホルムアルデヒドを生成しやすい

8 物質）等においては、環境中に放出された後に生活環境保全上の支障の恐れの生ずるこ

とのないよう十分な注意が必要であり、燃焼分解特性のある物質については無害化性能に

優れた焼却処理を採用する等の判断が必要となる。 
 
廃棄物の有する有害特性は、廃棄物の処理方法を選択する際に特に重要な情報の一つで

ある。有害特性の該非を判断する手順の例を、図 2-3 に示す。 

バーゼル条約の分類に基づき、有害特性の内容や対象物質例を整理した有害特性リスト

を表 2-4 に示す。また、関係法令に定める対象物質の有害特性を分類したリストを表 2-8
に示す。これら関係法令の規制対象物質を取扱っている排出者は、廃棄物中に当該対象物

質が含有される可能性を勘案し、有害特性に係る情報を提供する必要がある。 

有害特性の判断は、化学物質管理関連の他法令に基づく規制等により把握できる既存の

情報等を活用して行う。また、有害物質の含有を評価する際には、特別管理廃棄物の該非

を判定（参考資料 4「特別管理産業廃棄物の種類及び判定基準等」参照）した上で、化学

物質管理の関連法令で規定される判定基準（表 2-5）等も参考として有害特性の該非判断

を行う。例えば、廃棄物中に発がん性物質を 0.1 重量%以上含有する場合は情報提供を行

う等が考えられる（図 2-3 参照）。これらの情報のほか、自社内で把握できる MSDS デー

タ等既知の情報も有害特性等の判断の参考となる。 
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図 2-3 有害特性の判断手順例

廃棄物 

含有物質より判断 
表 2-4 や表 2-8 に示す対象物質を 
表 2-5 や参考資料 3 に示す濃度以上含有する。 

該当 

わからない・該当しない 

排出経路や廃棄物の種類より判断 
例：廃油など 
（表 2-7 の規制の対象となる物を参照） 

該当 

わからない・該当しない 

性状より判断 
例：引火点が 70℃未満のもの 
（表 2-4 の有害特性の内容参考） 

該当 

○
○
特
性
を
有
す
る
廃
棄
物 

（
○
○
特
性
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
廃
棄
物
） 

該当しない 

有害特性を有しない 有害物質を含有する可能性がある

が、判らない旨を処理業者へ伝える。 
又は、分析をして判断する。 
（表 2-6 参照） 
又は、サンプルを提供する。 

わからない 
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表 2-4 有害特性リスト 
ﾊﾞｰｾﾞﾙ

条約の

分類 

有害 

特性 
有害特性の内容 対象物質例 

Ｈ1 爆発性 化学反応によりそれ自体が周

囲に対して損害を引き起こすよ

うな温度、圧力及び速度でガスを

発生することが可能なもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第１号 

- 消防法 危険物第 5類 等 

例）硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物、

ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒ

ドロキシルアミン塩類、金属アジ化物、顔料、

トナー類、ピクリン酸等 

Ｈ3 引火性 引火点が 70℃未満のもの。 
（バーゼル条約では、密閉容器試

験において摂氏６０．５度以下ま

たは開放容器試験において摂氏６

５．６度以下の温度で引火性の蒸

気を発生するものをいう。） 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第4 号 

- 消防法 危険物第 4類 等 

例）特殊引火物、第 1 石油類（アセトン）、塗料、

ワニス、ラッカー等 

Ｈ4.1 可燃性 通常の取り扱いや運搬等の条

件下で燃焼しやすいもの、または

摩擦により容易に燃焼しまたは

発火するか発火を助けるもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第２号 

- 消防法 危険物第 2類 等 

例）硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、アルミニウ

ム粉、亜鉛粉、マグネシウム等 

Ｈ4.2 自然発火

しやすい

物質 

通常の取り扱いや運搬等の条

件下で自然に発熱したり、空気と

接触することによって発熱した

りしやすく、そのため発火しやす

いもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第2 号 

- 消防法 危険物第 3類 等 

例）アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、

黄りん、硝酸鉛、硫化鉄等 

Ｈ4.3 水と作用

して引火

性ガスを

発生する

物質 

水との接触により自然発火し

やすくなるか、または危険な量の

引火性ガスを発生しやすいもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第2 号 

- 消防法 危険物第 3類 等 

例）カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウ

ム、アルキルリチウム、リチウム、カルシウム、

バリウム、有機金属化合物、金属の水素化物、

金属のりん化物、カルシウム及びアルミニウム

の炭化物、塩素化けい素化合物等 
Ｈ5.1 酸化性 それ自体は必ずしも燃焼性は

ないが、酸素を発生することによ

り他の物質を燃焼させたり、熱・

衝撃・摩擦等によって分解し他の

物質の燃焼を助けたりするもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第3 号 

- 消防法 危険物第 1類、第 6 類  等 

例）塩素酸塩類、無機過酸化物、臭素酸塩類、硝

酸塩類、過マンガン酸塩類、クロム・鉛・よう

素の酸化物、次亜塩素酸塩類、過塩素酸、過酸

化水素、硝酸等 

Ｈ5.2 有機過酸

化物 
2 価の-OO-構造を持つ有機物

質は熱的に不安定であり、発熱を

伴う加速的な自己分解を行うも

の。 

- 消防法 危険物第 5類の有機過酸化物  等 

 

Ｈ6.1 
 

毒性（急

性） 
吸入又は皮膚接触した場合に、

死若しくは重大な障害を引き起

こし又は人の健康を害しやすい

もの 

- 毒物及び劇物取締法の毒劇物  等 

例）金属カルボニル、六価クロム化合物・銅化合

物・亜鉛化合物・ヒ素化合物・セレン化合物・

カドミウム化合物・アンチモン化合物・水銀化

合物・タリウム化合物・鉛の化合物、有機りん

化合物、有機・無機シアン化合物等 
Ｈ6.2 

 
感染性 人が感染し、若しくは感染する

おそれのある病原体が含まれ、若

しくは付着しているもの 

血液、病理廃棄物、注射針等 
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ﾊﾞｰｾﾞﾙ

条約の

分類 

有害 

特性 
有害特性の内容 対象物質例 

Ｈ8 
 

腐食性 
 

化学作用により、生体組織に接

触した場合に重大な傷害を生じ

る可能性のあるもの。漏洩した場

合に他の物品を著しく損傷もし

くは破壊する可能性のあるもの。 

フッ酸・硝酸・硫酸・塩酸等の無機酸、酢酸・シ

ュウ酸等の有機酸、水酸化ナトリウム等のアルカ

リ、アクリル酸類、アリルアルコール、クレゾー

ル等 

Ｈ10 
 

毒性ガス

の発生 
 

空気、水、太陽光等の作用によ

り危険な量の毒性ガスを発生し

やすいもの。 

有機・無機シアン化合物、硫化塩類、硫化物類、

塩化カルボニル類等 

Ｈ11 毒性（遅

発性又は

慢性） 

吸入、摂取又は皮膚浸透した場

合に、発がん性を含む遅発性又は

慢性の影響を及ぼすもの 

- 化審法特定化学物質 

- 化管法指定対象物質 等 

Ｈ12 生態毒性 放出された場合に、生物濃縮に

より又は生物系に対する毒性作

用により、環境に対し即時又は遅

発性の悪影響を及ぼし又は及ぼ

すおそれのある物質又は廃棄物 

 

Ｈ13 － 処分の後、何らかの方法によ

り、この表に掲げる特性を有する

他の物(例えば、浸出液)を生成す

ることが可能な物 

 

－ 重合反応

性 
重合しやすい物質を含むもの。 スチレンモノマー、イソシアネート、ポリオール

等 
注）対象物質例の欄に記載している物質名は例示であり、バーゼル法及び同欄の各法令の対象物質を記

載したものではない。 
表 2-5 関連法令における有害物質の判定基準 

法律 対象物質 基準値 備考 
特定有害廃棄物等の輸

出入等の規制に関する

法律（バーゼル法） 

（平成５年環・厚・通告示第１号）

別表第３に掲げる物質 
重量 0.1％ 
重量 1％ 

発がん性物質 
発がん性物質

以外の物質 

労働安全衛生法 （施行令第 18 条の 2） 
別表第 9 で定められる 631 物質 

（施行規則第 34条の 2の 2） 
重量 1％ 

 

化学物質排出把握管理

促進法（化管法） 
（施行令第 1 条） 
第一種指定化学物質 462 物質 
特定第 1 種指定化学物質 15 物質 

（施行令第 2 条） 
第二種指定化学物質 100 物質 

（施行令第 5 条） 
質量 1％ 
質量 0.1％ 

（施行令第 6 条） 
質量 1％ 

 

 

発がん性物質 

（参考）化学品の分類および表示に関する世界調和システム（GHS）においては、急性毒性等は対象物

質濃度１％以上、発ガン性・生殖毒性は濃度 0.1％以上を基準としている。 

表 2-6 有害特性の分析方法に関する参照法令・マニュアルなど 
有害特性 法令・文献など 

爆発性・引火性・可燃性・自然発

火性・禁水性・酸化性・有機過酸

化物・急性毒性・感染性・腐食性 

特定有害廃棄物等の輸出入に関する法律（バーゼル法）別表第四 

爆発性・引火性・可燃性・自然発

火性・禁水性・酸化性 
危険物の規制に関する政令 
危険物の試験及び性状に関する省令 
「危険物確認試験実施マニュアル」（監修：消防庁危険物規制課、 
発行：新日本法規出版株式会社） 
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表 2-7 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イ 

に規定する物 別表第三（規制の対象となる物）の抜粋 
一 病院、診療所、老人保健施設、助産所又は獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定す

る診療施設における医療行為若しくは検査又は衛生検査所における検査から生ずる物 

二 次に掲げる物 

 イ 医薬品の製造又は輸入に伴い生ずる物 

 ロ 販売又は授与の目的で行う医薬品の調剤に伴い生ずる物 

三 廃医薬品 

四 次に掲げる物 

 イ 駆除剤又は植物用薬剤の製造又は輸入に伴い生ずる物 

 ロ 販売又は授与の目的で行う駆除剤又は植物用薬剤の調合に伴い生ずる物 

 ハ 駆除剤又は植物用薬剤の販売又は使用に伴い生ずる物 

五 次に掲げる物 

 イ 木材保存用薬剤の製造又は輸入に伴い生ずる物 

 ロ 販売又は授与の目的で行う木材保存用薬剤の調合に伴い生ずる物 

 ハ 木材保存用薬剤の販売又は使用に伴い生ずる物 

六 次に掲げる物 

 イ 有機溶剤の製造又は輸入に伴い生ずる物 

 ロ 販売又は授与の目的で行う有機溶剤の調合に伴い生ずる物 

 ハ 有機溶剤の販売又は使用に伴い生ずる物 

七 当初に意図した使用に適しない鉱油 

八 油と水又は炭化水素と水の混合物又は乳濁物 

九 精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残滓 

十 次に掲げる物 

 イ インキ等の製造又は輸入に伴い生ずる物 

 ロ 販売又は授与の目的で行うインキ等の調合に伴い生ずる物 

 ハ インキ等の販売又は使用に伴い生ずる物 

十一 次に掲げる物 

 イ 樹脂等の製造又は輸入に伴い生ずる物 

 ロ 販売又は授与の目的で行う樹脂等の調合に伴い生ずる物 

 ハ 樹脂等の販売又は使用に伴い生ずる物 

十二 次に掲げる施設における研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学

物質であって、人の健康及び生活環境に及ぼす影響が未知のもの 

 イ 国又は地方公共団体の試験研究機関 

 ロ 大学、短期大学及び高等専門学校並びにその附属試験研究機関 

 ハ 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う試験研究所 

十三 爆発性を有する物(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の適用のあるものを除く。) 

十四 次に掲げる物 

 イ 感光乳剤、現像薬、定着薬、補力剤、減力剤、調色剤、洗浄剤その他の写真用化学薬品及び写真用の

物品(以下「写真用化学薬品等」という。)の製造又は輸入に伴い生ずる物 

 ロ 販売又は授与の目的で行う写真用化学薬品等の調合に伴い生ずる物 

 ハ 写真用化学薬品等の販売又は使用に伴い生ずる物 

十五 金属又はプラスチックの表面処理に伴い生ずる物 

十六 事業活動に伴い生ずる物について条約附属書Ⅳに掲げる処分作業が行われることにより生ずる物 
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表 2-8 関連法令における対象物質の有害特性 

関  係  法  規  等 有 害 特 性 

危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運搬規則を定める告示  
 別表第 1  火薬類  H1 

第 3  腐食性物質  H8 
第 4  毒物類  H6.1 
第 5  引火性液体類  H3 
第 6  可燃性物質類  H4.1,4.2,4.3 
第 7  酸化性物質類  H5.1,5.2 
第 8  有害性物質  H9 

労働安全衛生法 危険物  
 施行令別表１第 1 号 爆発性の物 H1,5.2 

2 号 発火性の物 H4.1,4.2,4.3 
3 号 酸化性の物 H5.1 
4 号 引火性の物 H3 

有機溶剤中毒予防規則  H6.1,11 
特定化学物質等障害予防規則   
 第１類 H11 

第２類 H11 
第３類 H6.1 

鉛中毒予防規則  H6.1,11 
四アルキル鉛中毒予防規則  H6.1,11 
毒物及び劇物取締法 （毒物、劇物、特定毒物） H6.1 
消防法 危険物  

 
 

第１類  酸化性固体 H5.1 
第２類  可燃性固体 H4.1 
第３類  自然発火性及び禁水性物質  H4.2,4.3,10 
第４類  引火性液体 H3 
第５類  自己反応性物質 H1,5.2 
第６類  酸化性液体 H5.1 

火薬類取締法（爆薬） H1 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律   

 
 

第１種特定化学物質  H11 
第２種特定化学物質  H11 
指定化学物質 H11 

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律  
有害液体物質及び環境大臣が査定した未査定液体物質（Ａ～Ｄ類型物質） 

 
H12 

（平成 17 年３月環境省「有害廃棄物越境移動対策調査」報告書より） 
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2.5 情報提供／情報共有の方法 
排出事業者は、「2.4 情報提供が必要な項目」に挙げた廃棄物情報に関する 17 項目に

ついて、産業廃棄物の処理委託に当たって、処理業者へ文書（廃棄物データシート等）

で情報提供／情報共有する。本ガイドラインでは、廃棄物情報の提供／共有に活用され

るよう、廃棄物データシート（WDS）の様式の一例を示す。また、必要に応じて廃棄物

サンプルを提供すること。 
排出事業者は、WDS を基に、処理業者と十分打合せを行うこと。 

【解説】 
排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、処理業者へ書面（文書）

により行うこととされている。 
廃棄物の処理過程において必要な情報項目を整理した廃棄物データシート（WDS）の

例を添付資料 1 に示し、記載方法を添付資料 2 に、記入例を添付資料 3 に示す。記載に当

たっては、情報の正確さが求められるため、不明な情報には「不明」と記載し、有害物質

の含有情報においては、含有量が不明であっても工程等から判断して含有が明らかな「○」

情報や微量でも含有する可能性がある「△」情報も処理過程において有益な情報である。 
なお、本ガイドラインで示しているデータシートは一例であり、従来使用しているデー

タシートが、必要な情報項目を満たしている場合には、継続的にそのシートを使用して差

し支えない。 
また、WDS は、廃棄物処理に必要な情報の提供を目的とすることから、提供する情報

の項目・内容は、処理業者と十分協議の上決定し記載をする。 
WDS 作成の上で最も参考になるデータとして MSDS がある。本ガイドライン適用の主

な対象である汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの多くは、不純物の混入等により混合となっ

て廃棄物になる。混合物になる前の物質は、使用原料や副資材、添加剤等であり、これら

の MSDS に CAS No.の記載があれば、当該物質については詳細情報が明確になるため

WDS に転記することが望ましい。 
排出事業者は、処理業者と WDS を基に十分な打合せを行うこととし、両者の情報のや

りとりの中で WDS を完成させることが重要である。また、打合せの終了時には両者共に

WDS にサインをし、合意した証を書類で残しておくことが大切である。 
また、処理業者においては、積極的に排出事業者と打合せを行うとともに、受入時に

WDS と実際の廃棄物を照らし合わせて、異常がないかを確認し、WDS と実際に受託した

廃棄物の性状が異なる場合には、直ちに排出事業者へその状況と原因の確認を行うことが

重要である。 
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WDS を補完する情報提供方法として、MSDS、サンプル、分析表、写真等があり、そ

の特徴は表 2-9 の通りである。 
 

表 2-9  WDS を補完する提供情報 
提供情報 概 要 
MSDS MSDS は、単品の薬品等が古くなり廃棄する場合等に有効である。混合物の

場合に、それらの物質毎の MSDS の全てを複写して処理業者に提供する運

用も見られるが、紙枚数が多くなり過ぎて必要な情報の共有が困難になる可

能性があるため望ましくない。 
サンプル サンプルは、実際の廃棄物受入前に反応テスト等で処理方法を選択・検証で

きるため受入の最終判断材料として重要な情報提供方法である。ただし、処

理の計画を立てる上では、廃棄物が何であり何を含むか等の成分情報が基本

的な判断材料であり、サンプルは WDS の次の段階で必要なものの位置づけ

である。また、サンプルが委託する廃棄物の性状や成分を代表していること

が重要であり、例えば沈殿分離している廃棄物の一部分を抽出したサンプル

では処理方法等を適切に評価できない場合があるので注意が必要である。 
分析表 分析表は、廃棄物の組成・成分、有害物質の含有、廃棄物の物理的性状・化

学的性状等を判断するために有効な情報提供方法の一つである。ただし、サ

ンプルと同様、現に委託する廃棄物について分析された結果であることが重

要で、時間が経過し組成が変動している場合は不適当であること、そして分

析結果を踏まえて、処理業者において取り扱う際に必要と考えられる注意事

項等について情報共有することがなにより重要であることから、あくまでも

WDS を補完する位置付けであることに注意が必要である。 
写真 写真は、廃棄物の荷姿を視覚的に伝えたり、容器のラベルに記載された情報

を伝えられることもあり、WDS を補完する情報提供方法として有効である。 
発生工程

情報 
発生工程は、廃棄物に関する情報が不足している場合に物質の推測の手がか

りになる。しかし、処理業者が安全な処理または適正処理のために最終的に

必要な情報は「廃棄物に何が含まれているか」であり、発生工程ではない。

物質が特定できていれば発生工程は検証のための補完的な位置づけとなる。

ただし、排出事業者が意図せずに不純物が混入する場合も少なからずあるた

め、発生工程は企業秘密となりがちではあるものの、「何を作る事業場か」、

「何と何を原材料に用いているか」、「なぜ（何が不純物として混ざった可能

性があるために）廃棄物になったか」について十分にコミュニケーションを

取ることは重要である。その結果を WDS に記載すると有効な情報共有とな

る。 
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2.6 情報提供／情報共有の時期 
1) 契約時 

情報提供／情報共有の時期については、処理の委託を検討している処理業者において

廃棄物の処理が可能か判断する必要があるため、あらかじめ（例えば、処理の見積時）、

排出事業者から処理業者へ WDS を提供し、その内容にできるだけ不足や不明な点がな

いよう双方が十分に協議し確認することが望ましい。新規契約時には、WDS の内容に

ついて確認した証として双方署名した上で契約書に添付することを原則とする。 
2) 廃棄物性状変更時 

処理を委託する廃棄物の性状変更時は、排出事業者から処理業者へ速やかに新しい

WDS を提供する必要がある。 
【解説】 
1) 契約時 

排出事業者が、廃棄物の処理を委託する場合、下記フローの手順が必要となる。 
 

1. 排出する産業廃棄物の情報の把握 
・産業廃棄物の種類、数量、性状等  

2. 処理業者の選定 
・処理業者の廃棄物処理許可の範囲、能力の確認 
・見積依頼 

3. 委託契約の締結 
・書面による契約 

4. 委託処理の開始 
・産業廃棄物管理票を交付 

5. 帳簿保管 
・契約書、管理票等帳簿書類の保管 

6. 廃棄物の性状の変更時 
 

図 2-4 廃棄物処理委託フロー 
 
WDS は、基本的には契約時（図 2-4 の②）に提供／契約書に添付するものであるが、

新規の廃棄物処理に際して受入の可否判断や処理に必要な費用の見積（図 2-4 の①）のた

めに排出事業者から処理業者へ WDS を提供、あるいは処理業者と共同作成により情報を

共有し、双方が確認、署名した上で契約書に添付することが望ましい。 
見積時に廃棄物の性状の詳細が判らない場合は、WDS に判る範囲を記入し、廃棄物サ

ンプル等を提供して見積りを依頼し、その後契約時にWDS の最終版（変更版）を作成し、

処理業者と確認の上契約に至るケースも考えられる。 

④ 

② 

① WDS の提供／共同作成による情報共有 
特別管理産業廃棄物の場合に、種類、数量、

性状及び荷姿等を文書通知 

廃棄物の情報提供の時期・対象・内容 

新しい WDS の提供／情報共有 

WDS の契約書添付 

管理票（マニフェスト）の交付 
③ 
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なお、特別管理産業廃棄物の場合は、廃棄物情報を委託契約の前（図 2-4 の①）に文書

で通知する義務がある（令第６条の６）。 
 

 
2) 廃棄物性状変更時 

廃棄物処理の委託契約の有効期間中に、排出事業者における製造（排出）工程の変更や

契約外の添加物の混入等に伴い、廃棄物情報が契約締結時の内容から変更が生じた場合、

変更情報が廃棄物処理業者に適切に提供されなければ、事故等につながるおそれがある。

このため、委託契約の締結時には、廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法につい

て、排出事業者と処理業者間であらかじめ決めておかなければならない（規則第８条の４

の２）。 
 

規則第８条の４の２（委託契約に含まれるべき事項） 

七 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達

方法に関する事項 
 
また、排出事業者は、前項で述べたように見積り時に WDS を提供した場合には、委託

処理の開始時にその廃棄物の性状とWDS の情報に相違がないかを再度確認しておく必要

がある。 
廃棄物情報に変更がある場合とは、具体的には、WDS において提供した情報に変更が

ある場合であるが、例えば、目視で確認できる変更（色や異臭、形状等）のほか、契約外

の物質等が混入している場合、予定している処理方法に支障が生じる場合（安定型産業廃

棄物に管理型廃棄物が混じることにより安定型最終処分場への処分ができなくなる等）、

混入している化学物質に変更がある場合、有害特性に変更がある場合（液状の廃棄物に重

合反応を促進する成分が混入等）、化学物質の含有割合が当初示した幅を超える場合等が

考えられる。 

【参考】WDS とマニフェストの違い 
 WDS は、廃棄物の処理過程において必要な情報を処理業者へ提供するための

データシートであり、廃棄物の性状等が一定の場合は初回に一度提供すれば十

分であり、廃棄物情報に変更があった場合に再通知が必要なものである。 
 一方、マニフェストは、廃棄物の名称、数量、交付者、処理業者氏名、取扱

日等を記載したマニフェスト(積荷目録)を廃棄物と共に流通させ、廃棄物が行方

不明にならないよう、排出事業者が自ら排出した廃棄物の処理状況をチェック

するためのものであり、廃棄物を排出するたびに交付が必要なものである。 
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処理業者が処理方法の変更を検討しなければならないような廃棄物性状の変動の幅は、

処理業者によって異なるため、委託契約時にあらかじめどの程度の変更がある場合に情報

提供が必要かを打合せしておくことが望ましい。 
性状等に変更がある場合は、排出事業者から処理業者へ速やかに WDS を再通知するこ

とが適当であり、提供された情報を基に、処理業者は適正処理が可能かどうかや、処理方

法の変更が必要かどうかを判断し、処理方法を変更する場合には、契約変更を行う必要が

ある。 
万一、実際の廃棄物が提供された情報と異なっている場合、処理業者は排出事業者に対

して必要な情報を求める必要がある。また、排出事業者は、処理業者からの連絡を踏まえ、

廃棄物の性状等を調査・把握し、性状等の変更状況やその原因を速やかに提供しなければ

ならない。処理業者は、修正内容を確認し、処理する際に支障がないことを判断した上で、

廃棄物の処理を行うこととする。 
なお、廃棄物の種類に変更があった場合（非特別管理廃棄物が特別管理廃棄物になる場

合も含む。）には、処理方法の変更の必要性にかかわらず、契約の変更が必要である。 
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第 3 章 廃棄物情報の信頼性を高める方法 
 
3.1 排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制 

排出事業者が正確に廃棄物情報を提供するためには、排出事業者の社内の役割を明確に

した情報伝達体制の整備が重要である。廃棄物を排出する部門と当該廃棄物の処理を処理

業者へ委託する部門が異なる場合は、部門間で適切に情報を共有・伝達する体制を整備す

ることが求められる。 
【解説】 

 (公社)全国産業廃棄物連合会が実施した調査結果（「処理受委託時における廃棄物情報

の把握のための調査報告書」（平成 17 年 3 月））によれば、情報と廃棄物が一致しない理

由としては、「排出事業者の部署間の連絡が不徹底」（52％）、「関係者（排出事業者と処理

業者）との情報交換の不足」（46％）が上位にあげられている。（図 3-1 参照） 
正確な廃棄物情報を処理業者へ伝達するためには、排出事業者は、廃棄物を発生させる

製造部門（工程部門）と、廃棄物の管理や処理委託等を行う環境・廃棄物管理部門（総務

部門の場合もある。）との連携を密にし、廃棄物の性状が変化した場合には直ちに環境・

廃棄物管理部門へ連絡が入るような社内体制を構築することが重要である。 
また、伝達する廃棄物情報と実際の廃棄物の性状等が一致しているかどうか定期的に確

認するなどの取組が求められる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 情報と廃棄物が一致しない理由 

 

 

排出事業者の社内における部門間の情報伝達について、以下に取組の事例を紹介する。 

(N=539)
複数回答

(％)

排出者の部署間の連絡が不徹底で
ある

関係者（排出者と処理業者）との
情報交換が不足している

搬入時の廃棄物の確認が不十分で
ある

排出者が意図的に情報と違う廃棄
物を混入している

処理業者の部署間の連絡が不徹底
である

その他

無回答

52.1

46.2

21.7

21.3

10.2

7.4

5.0

0 20 40 60 80 100
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 Ａ社の取組  

・業種 ：化学工業 

・従業員規模：約 70 人 

・廃棄物の種類：廃油、廃酸、汚泥等 

・廃棄物の排出量：約 2,000 トン/年 

 

廃棄物情報の伝達の仕組み 

① 工程部門が、排出処理依頼表（図 3-2）を作成・捺印後、環境管理部門へ提出

する。特記事項がある場合は、表下段の特記事項欄に記載。 

② 環境管理部門が内容を確認の上、処理業者へ廃棄物のサンプルとともに見積り

を依頼する。 

③ 処理業者決定後、依頼表を完成・捺印し、原紙を環境管理部門が保管、コピー

を工程部門へ、切りとり線より上部を処理業者へ提供し、三者の情報の共有化

を図る。 

④ 毎月 1 回廃棄物委員会を開催し、工程部門と環境管理部門との情報交換を行う。 

⑤ 廃棄物の性状に変化があった場合は、工程部門から管理部門へ連絡が入り、サ

ンプルを採取して分析を行う。 

 

 Ｂ社の取組  

・業種 ：化学工業 

・従業員規模：約 5,000 人 

・廃棄物の種類：燃え殻、廃プラスチック、廃油等 

・廃棄物の排出量：約 260 トン/年 

 

廃棄物情報の伝達の仕組み 

① 工程部門が、廃棄物処理・処分依頼／記録書（図 3-3）を作成・捺印後、環境

管理部門へ依頼する。特記事項がある場合は、表下段の特記事項欄に記載。 

② 環境管理部門が内容確認後、処理業者へサンプルと共に見積り依頼する。 

③ 運搬業者、処分業者の実施状況を確認した場合、実施日とサインをし、処分の

完了を記録する。 
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図 3-2  A 社排出処理依頼表 
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図 3-3  B 社排出処理依頼表 
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このほか、廃棄物情報の信頼性を高めるために、次のような取組が実施されている。（82
団体へのアンケート結果） 

 産業廃棄物の排出処理依頼表を作成することになっており、工程部門、廃棄物担

当部門の順でサインをして、処分業者へ依頼している。（18 団体） 
 ISO14001 などで定めた産業廃棄物管理要領書で管理している。（13 団体） 
 社内 LAN などで廃棄物情報の共有化（一元管理）をしている。（12 団体） 
 廃棄物に関する定期会議に工程担当者と廃棄物担当者が集まり、廃棄物の発生量

や種類について情報・意見のやり取りしている。（10 団体） 
 新規廃棄物は、特に検討会議を開催している。（8 団体） 
 それぞれの責任を明確にしている。（6 団体） 
 廃棄物の種類ごとに分別している。（5 団体） 
 処理方法の相談窓口を社内に設置している。（4 団体） 
 社内教育を実施している。（3 団体） 
 工場内で制限されている材料や新規材料を使う場合、許可証を申請して協議を行

っている。（3 団体） 
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また、「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」（2004 年 9
月 経済産業省）においても、廃棄物処理のための社内体制の構築が求められている。 

 

「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」 3つのポイント 

① 社内体制の構築 

企業の経営層による全社的な指示のもと、廃棄物の適正処理と 3Ｒ推進のための社内ルールを整

備し、経営・管理・実務の各層の社内コミュニケーションを促進する。 

具体的は社内各層の役割は以下のとおり。 

■ 経営者 

・ 廃棄物・リサイクルガバナンスの構築に向けた企業経営上の理念の提示 

・ 廃棄物・リサイクルガバナンスの構築に向けた全社的な取組を指示 等 

■ 廃棄物管理部門 

・ 廃棄物・リサイクルガバナンス推進のための組織体制構築 

・ 廃棄物等の処理・リサイクル業者の適切な選定・契約・委託に係る情報共有のための仕組

み作り、従業員の教育・啓発 等 

■ 現場の廃棄物管理担当者 

・ 廃棄物等の発生実態等に応じた分別管理の徹底 

・ マニフェストの交付、照合・確認を徹底 等 

② 関係事業者との連携 

廃棄物の処理・リサイクル業者、関連会社・協力会社、調達先や販売先等のサプライチェーン上

の企業と連携した体制を構築する。 

■ 処理・リサイクル業者との連携として、重要なポイントは以下のとおり。 

・ より一層高いレベルで適正処理・3Ｒの推進を図るため、廃棄物等の処理・リサイクル業

者を廃棄物・リサイクルガバナンス構築のためのパートナーと認識し、連携を図る。 

・ より良い分別方法や処理・リサイクルの方法等について意見交換を行う。 

・ 廃棄物等の性状、危険性等に関する情報を委託先の処理・リサイクル業者に伝え、処理・

リサイクル業者が安全に業務を遂行できる環境を確保する。 

③ 情報発信・共有（社外コミュニケーション） 

顧客・消費者、取引先、投資家、地域社会に対して、自社の廃棄物・リサイクル問題に対する取

組状況や実績を伝えるとともに、外部からの評価を自社のガバナンスの高度化に役立てる。 
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3.2 処理業者の廃棄物情報に関する社内体制 
処理業者は、排出事業者から提供された WDS を処理担当部門へ確実に伝達できるよ

う社内の役割を明確にした情報伝達体制の整備が重要である。 
【解説】 
処理業者においても、排出事業者から入手した情報（WDS）が、その廃棄物を実際に処

理する担当部門へ確実に伝達される体制を整備することが求められる。 
例えば、営業と工場のコミュニケーションを円滑に行うために、全ての営業部門と工場

のスタッフが情報を登録したり閲覧できるような社内イントラネットワーク（以下、「イン

トラ」とする。）を構築し、工場にてオンタイムで、受入の可否判断の検討が始められれば

効率的である。 
営業スタッフは、排出事業者から新規の廃棄物の依頼を受けたら、排出事業者より得た

事前情報をまず最初に登録をする。営業スタッフが排出事業者とコミュニケーションを深

めて新たな情報を入手したら、その都度イントラに登録し、工場の技術スタッフがそれら

の情報を基に受入の可否や処理方法の判断の精度を高められる。工場にてサンプルの分析

を行ったら、その結果もイントラに登録する。 
工場にて処理可能と判断が下りて契約締結した後は、営業スタッフがこれらの情報を基

に配車・引取・処分を手配する。これらの情報とマニフェスト情報と連動することにより、

各処理プロセスに対して廃棄物の情報を正確に伝達したり、処理の進捗状況を共有するこ

とができ、収集運搬から中間処理・最終処分までの管理を機動的に行うことができる。 
このような取組みにより、様々な業種の色々な工程から排出される多様な廃棄物を処理

した経験やノウハウが整理されて蓄積される。これにより、例えば新規の排出事業者の廃

棄物の受入を検討する際も、過去に処理を行った同業他社の排出事業者からの廃棄物の組

成や性状、さらには選択した処理方法のデータを基に、適切な処理方法や注意点を迅速に

把握し効率よく計画することができるようになるといった効果もある。 
 
また、排出事業者からの情報をより効果的に活用するために、有害特性を有する産業廃

棄物の内容について熟知し、安全な取扱い方法や危険性について十分な知識が得られるよ

う現場レベルでの廃棄物情報に係る教育、普及が重要である。 
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廃棄物 MSDS ガイドライン検討調査委員会 委員名簿 
 
 

（平成 18 年 3 月現在） 

役 
氏名 

（50 音順） 
役職 

委員長 酒井 伸一 京都大学 環境保全センター 教授 

委員 

池原 洋一 
横浜市 資源循環局 適正処理部 産業廃棄物対策課  

排出指導係長 

岩本 公宏 三井化学（株） 環境安全役員付き部長 

大迫 政浩 国立環境研究所 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター 室長 

岡 泰資 横浜国立大学 工学研究院機能創生部門 助教授 

貴田 晶子 
国立環境研究所 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター 

主任研究員 

福田 晃司 （社）全国産業廃棄物連合会調査部 主査 

福田 弘之 呉羽環境（株） 専務取締役 

山本 和夫 東京大学 環境安全研究センター 教授 

オブザーバー 

豊島 賢治 経済産業省 製造産業局 化学課 補佐 

多久和 誠 経済産業省 産業技術環境局 環境指導室 補佐 
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平成 24年度 産業廃棄物処理委託に係る情報提供等のあり方検討業務 

WDS ガイドライン等検討会 

 

委員名簿 

 

（平成 25 年 3 月現在）   

座 長 酒井 伸一 京都大学 環境科学センター センター長・教授 

 
大塚 直 早稲田大学大学院 法務研究科 教授 

 
葛西 聡 埼玉県 環境部産業廃棄物指導課 課長 

 
下井 康史 筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 教授 

 
杉田 昭義 杉田建材（株） 常務取締役 

 
滝上 英孝 

国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター 

ライフサイクル物質管理研究室 室長 

 
中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科 元教授 

 
沼田 哲始 JFE スチール（株） 環境管理部 主任部員 

 
福田 弘之 （株）クレハ環境 代表取締役社長 

（五十音順・敬称略）   

 
 
 



＜ 表　面 ＞ 管理番号

廃棄物データシート（ＷＤＳ）
※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
作成日　　　　　　　年　　　月　　　日平成　　　年　　　月　　　日 記入者
1 排出事業者 名称 所属

所在地 〒 担当者 ＴＥＬ
ＦＡＸ

2 廃棄物の名称

3 廃棄物の 　MSDSがある場合、CAS No.

組成・成分情報 主成分
他

　（比率が高いと
 　思われる順に
   記載）

□　分析表添付 ・成分名と混合比率を書いて下さい。　ばらつきがある場合は範囲で構いません。
(組成） ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。

4 廃棄物の種類 □汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ
□産業廃棄物 □その他（ ）

※ 廃棄物が以下のいずれかに該当する場合
□石綿含有産業廃棄物 □水銀使用製品産業廃棄物 □水銀含有ばいじん等

□特別管理 □引火性廃油 □強アルカリ（有害） □指定下水汚泥 □廃酸（有害）
　産業廃棄物 □引火性廃油（有害）□感染性廃棄物 □鉱さい（有害） □廃アルカリ（有害）

□強酸 □PCB等 □燃えがら（有害） □ばいじん（有害）
□強酸（有害） □廃水銀等 □廃油（有害） □13号廃棄物(有害)
□強アルカリ □廃石綿等 □汚泥（有害）

5 特定有害廃棄物 ｱﾙｷﾙ水銀 ( ) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ( )
水銀又はその化合物 ( ) ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) チウラム ( )

　（　）には カドミウム又はその化合物 ( ) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ( ) シマジン ( )
 混入有りは○、 鉛又はその化合物 ( ) 四塩化炭素 ( ) ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ( )
 無しは×、混入の 有機燐化合物 ( ) 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ( ) ベンゼン ( )
 可能性があれば△ 六価ｸﾛﾑ化合物 ( ) 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) セレン ( )

砒素又はその化合物 ( ) ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) ダイオキシン類 ( )
□　分析表添付 ｼｱﾝ化合物 ( ) 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( ) 1,4-ジオキサン ( )

（廃棄物処理法） ＰＣＢ ( ) 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( )
6 PRTR対象物質 届出事業所　（該当 ・ 非該当）、　委託する廃棄物の該当・非該当　（該当 ・ 非該当）

※ 委託する廃棄物に第１種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。

水道水源における 生成物質：ホルムアルデヒド（塩素処理により生成）

消毒副生成物 □ヘキサメチレンテトラミン（HMT）　 □1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）

前駆物質 □N,N-ジメチルアニリン（DMAN） □トリメチルアミン（TMA） □テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

□N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA） □ジメチルアミノエタノール（DMAE）

生成物質：クロロホルム（塩素処理により生成）

□アセトンジカルボン酸　　　　　　　　 □1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール)

□1,3,5-トリヒドロキシベンゼン □アセチルアセトン □2'-アミノアセトフェノン

□3'-アミノアセトフェノン

生成物質：臭素酸（オゾン処理により生成）、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム(塩素処理により生成)

□臭化物(臭化カリウム等）

8 その他含有物質 硫黄 ( ) 塩素 ( ) 臭素 ( )
　（　）には ヨウ素 ( ) フッ素 ( ) 炭酸 ( )
 混入有りは○、 硝酸 ( ) 亜鉛 ( ) ニッケル ( )
 無しは×、混入の 銅 ( ) アルミ ( ) アンモニア( )
 可能性があれば△ ホウ素 ( ) その他 ( )

7

□　分析表添付（組成）



9 有害特性 □爆発性 □引火性（ ℃） □可燃性 □自然発火性（ ℃） □禁水性
 ( 有 ・ 無 ・ 不明 ) □酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性 □感染性 □腐食性

□毒性ガス発生□慢性毒性 □生態毒性 □重合反応性
□その他（ )

10 廃棄物の物理的 形状（ ) 臭い（ ) 色（ ) 比重（ ) pH（ )
性状・化学的性状 沸点（ ) 融点（ ) 発熱量（ ) 粘度（ ) 水分（ )

11 品質安定性 経時変化（ 有 ・ 無 ） 有る場合は具体的に記入

12 関連法規 危険物（消防法） ・特化則（特定化学物質障害予防規則） ・有機溶剤 ・毒劇物 ・悪臭

13 荷姿 □容器 ( ) □車両 ( ) □その他（ )

14 排出頻度 頻度（ スポット ・ 継続予定 ）
数量 (　 ) kg ･ ｔ ･ ㍑ ･ m3 ･ 本 ･ 缶 ･ 袋 ･ 個  ／ 年 ･ 月 ･ 週 ･ 日

15 特別注意事項  ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載

（ 有 ・ 無 ） ・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法
・他の廃棄物との混合禁止
・粉じん爆発の可能性
・容器腐食性の可能性／注意点
・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性
・環境中に放出された後の支障発生の可能性（消毒用塩素等との反応により
　他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等）　　等

【参考】　その他の情報

・ サンプル等提供 （　均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　不均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　ｻﾝﾌﾟﾙの一部分有　・　ｻﾝﾌﾟﾙ無　・　写真有　）

・ 産業廃棄物の発生工程等
「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所
がわかる発生工程の説明を書いてください。　工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。
工程図への記入でも可。
（処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の
判断材料となります。）

＜排出事業者及び処理業者内容確認欄＞
No. 内容確認日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 備考

＜変更履歴＞
No. 変更日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容

様式作成　環境省
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廃棄物データシートの記載方法 
 
本データシート作成にあたって： 

(1) 廃棄物処理法では、排出事業者は委託する産業廃棄物の性状等に関する情報を処理業

者へ提供することが求められています。情報提供が十分に行われない場合、より適切

な処理方法の選択や、処理業者における適正処理や安全性確保、法令遵守が困難とな

る可能性があることから、可能な限り詳細な情報を記載して下さい。 
(2) 本データシートは、産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項を明示するものであ

り、処理業者が廃棄物処理の受託を検討する際の基礎資料となることから、排出事業

者の責任において正確に記載して下さい。 
(3) 本データシートの記載にあたっては、排出事業者と処理業者で十分協議し、両者で記

載内容を確認の上作成して下さい。 
(4) 製造工程等の変更に伴い廃棄物の性状等に想定範囲内の変更がある場合は、変更履歴

に変更箇所が分かるように記載して下さい。 
 

作成日 

排出事業者が、処理業者と十分協議し、本データシートを作成した年月日を記入して下

さい。 
 

① 排出事業者（窓口） 

本データシートの記載内容に関する緊急時の連絡先及び排出事業者側の担当者名を記載

して下さい。 
 

② 廃棄物の名称 

法律上の名称に限らず、より具体的な名称・呼び名を記載して下さい。また、管理番号

については、本データシートが示す廃棄物を管理できるよう適当な番号を記載して下さい。 
なお、実際の産業廃棄物と WDS の整合性を確認するために、WDS と表示（容器貼付用

ラベル）には必ず同一の廃棄物名称及び管理番号を記載して下さい。 
 

③ 廃棄物の組成・成分情報 

廃棄物の組成・成分について、廃棄物の発生工程等を考慮しながら混合比率の高いと思

われる順に記載してください。MSDS があり、CAS No.の記載があれば、物質の特定に有

効なので記載してください。成分名は商品名ではなく化学物質名を書いてください。また

重要と思われる微量物質も記載してください。 
組成、成分に幅がある場合は、幅を持った数値表示で構いません。 
廃棄物の組成・成分がわかる分析結果がある場合は、分析表添付にマーキングして下さ

い。分析結果を添付すれば、当該欄の記載は必要ありません。 
 

④ 廃棄物の種類 

該当する項目の□内にﾚ印でマーキングして下さい（以下同様）。 
 

⑤ 特定有害物質 

廃棄物を処理時あるいは処理後に問題となる代表的な物質（埋立基準が設定されている

有害物質等）を挙げています。これ以外にも注意を要する物質を含む場合は必ず記載して

下さい。 
含有している物質には○印、含有している可能性がある場合には△印、含有していない

物質には×印を記載して下さい。 

添付資料 2 



- 43 - 

特定有害物質の成分や濃度がわかる分析結果がある場合は、分析表添付にマーキングし

て下さい。分析結果を添付すれば、当該欄の記載は必要ありません。 
 

⑥ PRTR 対象物質 

排出事業場が PRTR 対象物質の移動量のある届出事業場である場合には、該当を選択し

てください。さらに委託する廃棄物に PRTR 制度の第 1 種指定化学物質を含む場合には、

その物質名を記載して下さい。 
参考までに、PRTR 第 1 種指定化学物質リスト（平成 25 年 3 月末現在）と水質汚濁防止

法有害物質・指定物質との関係をｐ49～65 に示します。 
なお、PRTR 対象物質は適宜見直され、最新情報は下記 URL のページの中の第一種指定

化学物質リスト（ＰＤＦ版）に掲載していますので参照ください。 
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html 

 
⑦ 水道水源における消毒副生成物前駆物質 

委託する廃棄物に、水道水源における消毒副生成物前駆物質でホルムアルデヒドを生成

しやすい８物質、ヘキサメチレンテトラミン（HMT）、1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）、

N,N-ジメチルアニリン（DMAN）、トリメチルアミン（TMA）、テトラメチルエチレンジア

ミン（TMED）、N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA）、ジメチルアミノエタノール（DMAE）、

1,1-ジメチルグアニジン（DMGu）を含むと考えられる場合には、□内にﾚ印でマーキング

して下さい。 
 

⑧ その他含有物質 

廃棄物を処理時あるいは処理後に問題となる代表的な物質（最終的な無害化や安定化、

資源化に向けて処理方法の選定に注意が必要な物質等）を挙げています。これ以外にも注

意を要する物質を含む場合は必ず記載して下さい。 
含有している物質には○印、含有している可能性がある場合には△印、含有していない

物質には×印を記載して下さい。 
これらのその他含有物質の成分や濃度がわかる分析結果がある場合は、分析表添付にマ

ーキングして下さい。分析結果を添付すれば、当該欄の記載は必要ありません。 
 

⑨ 有害特性 

処理の過程で問題となる特性を挙げています。これらの特性を有しているものは取り扱

いに注意を要すため、処理業者はあらかじめ情報を入手し、処理の可否を含めて適切な対

応を講じる必要があります。 
排出事業者は、有害特性が「有」「無」を選択の上、「有」の場合は、該当する項目を全

てマーキングして下さい。また、「不明」を選択した場合は、処理業者と協議する時に不明

である事を伝え、今後どう対応するかを協議して下さい。 
産業廃棄物の場合、以下の有害特性リストを参考に有害特性を呈する可能性がある項目

にマーキングして下さい。 
 

 
有害特性リスト 

ﾊﾞｰｾﾞﾙ

条約の

分類 

有害 

特性 
有害特性の内容 対象物質例 

Ｈ1 爆発性 化学反応によりそれ自体が周

囲に対して損害を引き起こすよ

うな温度、圧力及び速度でガスを

発生することが可能なもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第１号 

- 消防法 危険物第 5類 等 

例）硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物、

ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒ

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html
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ﾊﾞｰｾﾞﾙ

条約の

分類 

有害 

特性 
有害特性の内容 対象物質例 

ドロキシルアミン塩類、金属アジ化物、顔料、

トナー類、ピクリン酸等 

Ｈ3 引火性 引火点が 70℃未満のもの。 
（バーゼル条約では、密閉容器試

験において摂氏６０．５度以下ま

たは開放容器試験において摂氏６

５．６度以下の温度で引火性の蒸

気を発生するものをいう。） 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第 4号 

- 消防法 危険物第 4類 等 

例）特殊引火物、第 1石油類（アセトン）、塗料、

ワニス、ラッカー等 

Ｈ4.1 可燃性 通常の取り扱いや運搬等の条

件下で燃焼しやすいもの、または

摩擦により容易に燃焼しまたは

発火するか発火を助けるもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第２号 

- 消防法 危険物第 2類 等 

例）硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、アルミニウ

ム粉、亜鉛粉、マグネシウム等 

Ｈ4.2 自然発火

しやすい

物質 

通常の取り扱いや運搬等の条

件下で自然に発熱したり、空気と

接触することによって発熱した

りしやすく、そのため発火しやす

いもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第 2号 

- 消防法 危険物第 3類 等 

例）アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、

黄りん、硝酸鉛、硫化鉄等 

Ｈ4.3 水と作用

して引火

性ガスを

発生する

物質 

水との接触により自然発火し

やすくなるか、または危険な量の

引火性ガスを発生しやすいもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第 2号 

- 消防法 危険物第 3類 等 

例）カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウ

ム、アルキルリチウム、リチウム、カルシウム、

バリウム、有機金属化合物、金属の水素化物、

金属のりん化物、カルシウム及びアルミニウム

の炭化物、塩素化けい素化合物等 
Ｈ5.1 酸化性 それ自体は必ずしも燃焼性は

ないが、酸素を発生することによ

り他の物質を燃焼させたり、熱・

衝撃・摩擦等によって分解し他の

物質の燃焼を助けたりするもの。 

- 労働安全衛生法 危険物令別表１第 3号 

- 消防法 危険物第 1類、第 6類  等 

例）塩素酸塩類、無機過酸化物、臭素酸塩類、硝

酸塩類、過マンガン酸塩類、クロム・鉛・よう

素の酸化物、次亜塩素酸塩類、過塩素酸、過酸

化水素、硝酸等 

Ｈ5.2 有機過酸

化物 
2 価の-OO-構造を持つ有機物

質は熱的に不安定であり、発熱を

伴う加速的な自己分解を行うも

の。 

- 消防法 危険物第 5類の有機過酸化物  等 

 

Ｈ6.1 
 

毒性（急

性） 
吸入又は皮膚接触した場合に、

死若しくは重大な障害を引き起

こし又は人の健康を害しやすい

もの 

- 毒物及び劇物取締法の毒劇物  等 

例）金属カルボニル、六価クロム化合物・銅化合

物・亜鉛化合物・ヒ素化合物・セレン化合物・

カドミウム化合物・アンチモン化合物・水銀化

合物・タリウム化合物・鉛の化合物、有機りん

化合物、有機・無機シアン化合物等 
Ｈ6.2 

 
感染性 人が感染し、若しくは感染する

おそれのある病原体が含まれ、若

しくは付着しているもの 

血液、病理廃棄物、注射針等 

Ｈ8 
 

腐食性 
 

化学作用により、生体組織に接

触した場合に重大な傷害を生じ

る可能性のあるもの。漏洩した場

合に他の物品を著しく損傷もし

くは破壊する可能性のあるもの。 

フッ酸・硝酸・硫酸・塩酸等の無機酸、酢酸・シ

ュウ酸等の有機酸、水酸化ナトリウム等のアルカ

リ、アクリル酸類、アリルアルコール、クレゾー

ル等 

Ｈ10 
 

毒性ガス

の発生 
 

空気、水、太陽光等の作用によ

り危険な量の毒性ガスを発生し

やすいもの。 

有機・無機シアン化合物、硫化塩類、硫化物類、

塩化カルボニル類等 
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ﾊﾞｰｾﾞﾙ

条約の

分類 

有害 

特性 
有害特性の内容 対象物質例 

Ｈ11 毒性（遅

発性又は

慢性） 

吸入、摂取又は皮膚浸透した場

合に、発がん性を含む遅発性又は

慢性の影響を及ぼすもの 

- 化審法特定化学物質 

- 化管法指定対象物質 等 

Ｈ12 生態毒性 放出された場合に、生物濃縮に

より又は生物系に対する毒性作

用により、環境に対し即時又は遅

発性の悪影響を及ぼし又は及ぼ

すおそれのある物質又は廃棄物 

 

Ｈ13 － 処分の後、何らかの方法によ

り、この表に掲げる特性を有する

他の物(例えば、浸出液)を生成す

ることが可能な物 

 

－ 重合反応

性 
重合しやすい物質を含むもの。 スチレンモノマー、イソシアネート、ポリオール

等 
注）対象物質例の欄に記載している物質名は例示であり、バーゼル法及び同欄の各法令の対象物質を記

載したものではない。 
 

⑩ 廃棄物の物理的・化学的性質 

廃棄物の物質としての性状について記載して下さい。廃棄物の種類や含有物質によって、

物理的・化学的性質は異なりますので、該当するものを記載して下さい。 
例えば、形状、臭い、色、比重、pH、沸点・融点、発熱量、粘度、含水率（水分）など

について具体的に記載して下さい。 
 

⑪ 品質安定性 

廃棄物の性状が変化する場合、処理過程において問題となることがあります。腐敗や揮

発、化学反応等による経時変化が想定される場合は、「有」を選択し、その内容と要因を記

載して下さい。 
 

⑫ 関連法規 

廃棄物を取り扱う上で関連する法規について、MSDS の記載があれば参考にしながら、

該当する法規にマーキングして下さい。関連する資格と関連法規の正式名称は下記の通り

です。 
・危険物取扱者（消防法） 
・特定化学物質等作業主任者（労働安全衛生法） 
・有機溶剤作業主任者（労働安全衛生法） 
・毒物劇物取扱責任者（毒物及び劇物取締法） 
・悪臭防止法 
 

⑬ 廃棄物の荷姿 

該当する項目をマーキング又は記載して下さい。 
 

⑭ 廃棄物の排出頻度・数量 

委託する廃棄物の契約形態に応じて排出頻度と数量を記載し、単位をマーキングして下

さい。 
 

⑮ 特別注意事項 
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適正な処理方法を決定する際の基礎資料とするため、廃棄物を処理する上で特に注意す

べき事項がある場合は、その内容を記載して下さい。 
例えば、他の廃棄物との混合等によりガス発生や爆発する可能性があることや、生活環

境保全上の支障の恐れのある物質の前駆物質であること、さらにその場合の避けるべき処

理方法、安全のために採用すべき処理方法等を記載してください。 
特に、ＰＲＴＲ対象物質においては、環境中に放出された後に生活環境保全上の支障の

恐れのないよう適正処理に十分注意が必要であり、燃焼分解特性のある物質については無

害化性能に優れた焼却処理を採用する等の配慮が必要となります。 
 
（参考） 特別管理産業廃棄物の処理基準より抜粋 
・処分又は再生（中間処理）基準（施行令第６条の５第１項第２号） 

 [2]種類別処分・再生方法（H4.7.3 厚生省告示第 194 号）  
廃油 焼却、蒸留設備等で再生 
廃酸・廃アルカリ 中和、焼却、イオン交換設備等で再生 
感染性 焼却、溶融、高圧蒸気滅菌、肝炎ウイルスに有効な消毒、 

他法令に基づく方法 
ＰＣＢ等 焼却、分解、洗浄 
廃石綿等 溶融 

 
・埋立処分基準（施行令第６条の５第１項第３号） 

 [3]種類別埋立基準（あらかじめ焼却、判定基準適合等） 
 
また、性状や取り扱い上の注意事項として、排気や蒸気、粉じんの発生防止、混合・接

触・転倒防止などの措置、粉じん爆発の可能性、保管上の注意事項として、温度・湿度な

どの保管条件、保管方法、容器腐食性などについて記載して下さい。 
鋭利な金属、針、ガラスの破片等は前処理過程等で問題となることもあるため、混入す

る可能性がある場合は、その旨を記載して下さい。 
また、環境汚染や環境中に放出された後の支障発生の可能性がある場合は、その内容と

理由を記載して下さい。 
 

その他の情報（サンプル提供、発生工程など） 

サンプル提供の有無と、サンプル採取の特性（均一サンプル、不均一サンプル、サンプ

ルの一部分）等について該当する項目をマーキングして下さい。 
また、委託する廃棄物の写真（荷姿、容器、容器のラベル等）があれば、有にマーキン

グして下さい。 
廃棄物の発生工程については、産業廃棄物の製造（排出）工程や排出場所、主な原材料・

添加物・副産物、廃棄物発生源等について可能な限り詳細な情報を記載して下さい。これ

らの情報は、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度決定等の判断の

ための材料として有効な情報となります。 
また、排出事業者と処理業者は、本データシートをもとに十分に打合せを行い、打合せ

日及び打合せ担当者名にサインをして下さい。 
廃棄物の物性に変更がある場合は、本データシートに変更箇所を修正し、修正箇所を雲

マーク等で判るようにした上で、変更 No.、変更日時、変更者、変更内容を記載し、早急に

処理業者へ情報を伝達して下さい。 
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廃棄物データシート記載方法まとめ 
 
＜ 表　面 ＞ 管理番号

廃棄物データシート（ＷＤＳ）
※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
作成日　　　　　　　年　　　月　　　日平成　　　年　　　月　　　日 記入者
1 排出事業者 名称 所属

所在地 〒 担当者 ＴＥＬ
ＦＡＸ

2 廃棄物の名称

3 廃棄物の 　MSDSがある場合、CAS No.

組成・成分情報 主成分
他

　（比率が高いと

 　思われる順に

   記載）

□　分析表添付 ・成分名と混合比率を書いて下さい。　ばらつきがある場合は範囲で構いません。
(組成） ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。

4 廃棄物の種類 □汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ
□産業廃棄物 □その他（ ）
□特別管理 □引火性廃油 □強アルカリ（有害） □鉱さい（有害） □廃アルカリ（有害）
　産業廃棄物 □引火性廃油（有害） □感染性廃棄物 □燃えがら（有害） □ばいじん（有害）

□強酸 □PCB等 □廃油（有害） □13号廃棄物(有害)
□強酸（有害） □廃石綿等 □汚泥（有害）
□強アルカリ □指定下水汚泥 □廃酸（有害）

5 特定有害廃棄物 ｱﾙｷﾙ水銀 ( ) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ( )
水銀又はその化合物 ( ) ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) チウラム ( )

　（　）には カドミウム又はその化合物 ( ) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ( ) シマジン ( )
 混入有りは○、 鉛又はその化合物 ( ) 四塩化炭素 ( ) ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ( )
 無しは×、混入の 有機燐化合物 ( ) 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ( ) ベンゼン ( )
 可能性があれば△ 六価ｸﾛﾑ化合物 ( ) 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) セレン ( )

砒素又はその化合物 ( ) ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) ダイオキシン類 ( )
□　分析表添付 ｼｱﾝ化合物 ( ) 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( ) 1,4-ジオキサン ( )

（廃棄物処理法） ＰＣＢ ( ) 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( )
6 PRTR対象物質 届出事業所　（該当 ・ 非該当）、　委託する廃棄物の該当・非該当　（該当 ・ 非該当）

※ 委託する廃棄物に第１種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。

7 水道水源における □ヘキサメチレンテトラミン（HMT）　 □1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）

消毒副生成物 □N,N-ジメチルアニリン（DMAN） □トリメチルアミン（TMA） □テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

前駆物質 □N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA） □ジメチルアミノエタノール（DMAE）

8 その他含有物質 硫黄 ( ) 塩素 ( ) 臭素 ( )
　（　）には ヨウ素 ( ) フッ素 ( ) 炭酸 ( )
 混入有りは○、 硝酸 ( ) 亜鉛 ( ) ニッケル ( )
 無しは×、混入の アルミ ( ) アンモニア ( ) ホウ素 ( )
 可能性があれば△ その他 ( )
□　分析表添付（組成）

9 有害特性 □爆発性 □引火性（ ℃） □可燃性 □自然発火性（ ℃） □禁水性
 ( 有 ・ 無 ・ 不明 ) □酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性 □感染性 □腐食性

□毒性ガス発生 □慢性毒性 □生態毒性 □重合反応性
□その他（ )

10 廃棄物の物理的 形状（ ) 臭い（ ) 色（ ) 比重（ ) pH（ )
性状・化学的性状 沸点（ ) 融点（ ) 発熱量（ ) 粘度（ ) 水分（ )

11 品質安定性 経時変化（ 有 ・ 無 ） 有る場合は具体的に記入

12 関連法規 危険物（消防法） ・特化則（特定化学物質障害予防規則） ・有機溶剤 ・毒劇物 ・悪臭

13 荷姿 □容器 ( ) □車両 ( ) □その他（ )

14 排出頻度 頻度（ スポット ・ 継続予定 ）
数量 (　 ) kg ･ ｔ ･ ㍑ ･ m3 ･ 本 ･ 缶 ･ 袋 ･ 個  ／ 年 ･ 月 ･ 週 ･ 日

□1,1-ジメチルグアニジン（DMGu）

5 項の特定有害物質・８

項のその他成分情報は、

○×（有無）、混入の可

能性を△表示とし、分析

値がなくても、発生工程

等から推計により記入

できる方式とした。 

廃棄物を取り扱う上で

関連する法規について、

MSDS の記載等を参考

にしながら、マーキング

する。 

1 項の担当者は、廃棄物

の管理担当者 

有害特性は、GHS の分

類等を参考にし、（有・

無・不明）の選択方式と

し、ある場合はチェック

する方式とした。 

5 項の特定有害物質・8
項のその他含有物質は、

○×（有無）、混入の可

能性を△表示とし、分析

値がなくても、発生工程

等から推定により記入

できる方式とした。 

3 項の廃棄物の組成・成

分情報では、混合物で発

生する場合には比率が

高い順に化学物質名で

記入する。 
MSDS があり、CASNo.
がわかれば記入する。 
 

実際のシートの記入者

（工程担当者）の名称及

び作成日記載 

管理番号とは、排出事業

者内での廃棄物の管理

番号 

10 項の廃棄物の物理

的・化学的性状について

は、全てを記入するので

はなく、安全性・有害特

性に関連する項目に絞

って記入する。 

7 項の水道水

源における消

毒副生成物前

駆物質である

ホルムアルデ

ヒドを生成し

やすい 8 物質

を明記し、該

当する場合は

チェックする

方式とした。 
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15 特別注意事項  ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載

（ 有 ・ 無 ） ・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法
・他の廃棄物との混合禁止
・粉じん爆発の可能性
・容器腐食性の可能性／注意点
・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性
・環境中に放出された後の支障発生の可能性（消毒用塩素等との反応により
　他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等）　　等

【参考】　その他の情報

・ サンプル等提供 （　均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　不均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　ｻﾝﾌﾟﾙの一部分有　・　ｻﾝﾌﾟﾙ無　・　写真有　）

・ 産業廃棄物の発生工程等
「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所
がわかる発生工程の説明を書いてください。　工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。
工程図への記入でも可。
（処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の
判断材料となります。）

＜排出事業者及び処理業者内容確認欄＞
No. 内容確認日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 備考

＜変更履歴＞
No. 変更日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容

様式作成　環境省  
 

 

産業廃棄物の発生工程については、排出事業者と

処理業者との十分な協議により、処理する上での

必要性が確認された場合は、企業秘密、ノウハウ

等に触れない範囲で提出するものである。 
発生工程を提出できない場合は、表面の廃棄物情

報を正確に伝えるようにすること。 

「変更履歴」欄を設けた。想定範囲内の性状変更の場合は、雲マークな

どで変更箇所が判るようにした上で、再度情報提供を行う。性状変更に

ついては、排出事業者と処理業者が契約時にどの項目がどの程度変更し

た場合に連絡することを取り決めておくのが望ましい。 

「内容確認」の欄は、排出事業者と処理業者が打

ち合わせた日に双方が署名するようにした。排出

事業者が処理業者へ文書にて一方的に情報伝達

するのではなく、両者が納得がいくまで十分な協

議を行い、合意が得られた段階で双方共にサイン

するものである。なお本欄は廃棄物性状の変更が

生じた場合においても、その都度確認のために双

方の署名が出来るよう複数の欄を設けている。 

サンプル提供した場合は、採取したサンプルの特性（均

一か不均一か一部分か等）について該当する項目をマー

キングする。 
 

排出事業者は、原材料や薬品等を使用し、避けるべき

処理方法、安全のため採用すべき処理方法等の注意事

項について最も知り得る立場にある。これらについて

判っていることは、「特別注意事項」の欄に記載して、

処理業者に対して確実に注意喚起を行うこと。 
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PRTR 第一種指定化学物質リスト・水質汚濁防止法対象物質・廃棄物処理法特定有害廃棄物 

 
対象物質は適宜見直されるので、最新情報は下記の経済産業省 HP で確認してください。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html 

（平成 25 年 3 月末現在） 
＊1：CAS 番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び

別名で行って下さい。また、該当する CAS 番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。 
＊2：別名欄に（）で記載している名称は一般的に使用されている名称であり、政令で規定している名称ではありません。 

号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

1 - 亜鉛の水溶性化合物   亜鉛（Zn）に換

算 

 ○  

2 79-06-1 アクリルアミド     ○  

3 140-88-5 アクリル酸エチル       

4 - アクリル酸及びその水溶性塩       

5 2439-35-2 アクリル酸 2-（ジメチルアミノ）

エチル 

      

6 818-61-1 アクリル酸 2-ヒドロキシエチル       

7 141-32-2 アクリル酸ノルマル-ブチル       

8 96-33-3 アクリル酸メチル       

9 107-13-1 アクリロニトリル     ○  

10 107-02-8 アクロレイン       

11 26628-22-8 アジ化ナトリウム       

12 75-07-0 アセトアルデヒド       

13 75-05-8 アセトニトリル       

14 75-86-5 アセトンシアノヒドリン       

15 83-32-9 アセナフテン       

16 78-67-1 2,2'-アゾビスイソブチロニトリル       

17 90-04-0 オルト-アニシジン       

18 62-53-3 アニリン       

19 82-45-1 1-アミノ-9,10-アントラキノン       

20 141-43-5 2-アミノエタノール       

21 1698-60-8 5-アミノ-4-クロロ-2-フェニル

ピリダジン-3（2Ｈ）-オン 

クロリダゾン      

22 120068-37-3 5-アミノ-1-［2,6-ジクロロ-4-（ト

リフルオロメチル）フェニル］-3-

シアノ-4-［（トリフルオロメチ

ル）スルフィニル］ピラゾール 

フィプロニル      

23 123-30-8 パラ-アミノフェノール     ○  

24 591-27-5 メタ-アミノフェノール     ○  

25 21087-64-9 4-アミノ-6-ターシャリ-ブチル

-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン

-5（4Ｈ）-オン 

メトリブジン      

26 107-11-9 3-アミノ-1-プロペン       

27 41394-05-2 4-アミノ-3-メチル-6-フェニル

-1,2,4-トリアジン-5（4Ｈ）-オン 

メタミトロン      

28 107-18-6 アリルアルコール       

29 106-92-3 1-アリルオキシ-2,3-エポキシ

プロパン 

      

30 - 直鎖アルキルベンゼンスルホ

ン酸及びその塩（アルキル基

の炭素数が10 から 14 までのも

の及びその混合物に限る。） 

      

31 - アンチモン及びその化合物   アンチモン（Sb）

に換算 

 ○  

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

32 120-12-7 アントラセン       

33 1332-21-4 石綿  ○     

34 4098-71-9 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリ

メチルシクロヘキシル=イソシア

ネート 

      

35 78-84-2 イソブチルアルデヒド       

36 78-79-5 イソプレン       

37 80-05-7 4,4'-イソプロピリデンジフェノー

ル 

ビスフェノール

Ａ 

   ○  

38 4162-45-2 2,2'-［イソプロピリデンビス

［（2,6-ジブロモ-4,1-フェニレ

ン）オキシ］］ジエタノール 

      

39 22224-92-6 Ｎ-イソプロピルアミノホスホン

酸Ｏ-エチル-Ｏ-（3-メチル-4-

メチルチオフェニル） 

フェナミホス      

40 149877-41-8 イソプロピル=2-（4-メトキシビ

フェニル-3-イル）ヒドラジノホ

ルマート 

ビフェナゼート      

41 66332-96-5 3'-イソプロポキシ-2-トリフルオ

ロメチルベンズアニリド 

フルトラニル      

42 96-45-7 2-イミダゾリジンチオン       

43 13516-27-3 1,1'-［イミノジ（オクタメチレン）］

ジグアニジン 

イミノクタジン      

44 - インジウム及びその化合物   インジウム（In）

に換算 

   

45 75-08-1 エタンチオール       

46 76578-14-8 エチル=2-［4-（6-クロロ-2-キノ

キサリニルオキシ）フェノキシ］

プロピオナート 

キザロホップ

エチル 

     

47 36335-67-8 Ｏ-エチル=Ｏ-（6-ニトロ-メター

トリル）=セカンダリ-ブチルホス

ホルアミドチオアート 

ブタミホス      

48 2104-64-5 Ｏ-エチル=Ｏ-4-ニトロフェニル

=フェニルホスホノチオアート 

ＥＰＮ   ○  ○※1 

49 40487-42-1 Ｎ-（1-エチルプロピル）-2,6-ジ

ニトロ-3,4-キシリジン 

ペンディメタリ

ン 

     

50 2212-67-1 Ｓ-エチル=ヘキサヒドロ-1Ｈ-ア

ゼピン-1-カルボチオアート 

モリネート      

51 149-57-5 2-エチルヘキサン酸       

52 83130-01-2 エチル=（Ｚ）-3-［Ｎ-ベンジル-

Ｎ-［［メチル（1-メチルチオエチ

リデンアミノオキシカルボニル）

アミノ］チオ］アミノ］プロピオナ

ート 

アラニカルブ    ○  

53 100-41-4 エチルベンゼン       

54 98886-44-3 Ｏ-エチル=Ｓ-1-メチルプロピ

ル=（2-オキソ-3-チアゾリジニ

ル）ホスホノチオアート 

ホスチアゼー

ト 

     

55 151-56-4 エチレンイミン       

56 75-21-8 エチレンオキシド  ○     

57 110-80-5 エチレングリコールモノエチル

エーテル 

      

58 109-86-4 エチレングリコールモノメチル

エーテル 

      

59 107-15-3 エチレンジアミン       
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

60 60-00-4 エチレンジアミン四酢酸       

61 12427-38-2 Ｎ,Ｎ'-エチレンビス（ジチオカル

バミン酸）マンガン 

マンネブ      

62 8018-01-7 Ｎ,Ｎ'-エチレンビス（ジチオカル

バミン酸）マンガンとＮ,Ｎ'-エチ

レンビス（ジチオカルバミン酸）

亜鉛の錯化合物 

マンコゼブ又

はマンゼブ 

   ○  

63 85-00-7 1,1'-エチレン-2,2'-ビピリジニウ

ム=ジブロミド 

ジクアトジブロ

ミド又はジク

ワット 

     

64 80844-07-1 2-（4-エトキシフェニル）-2-メチ

ルプロピル=3-フェノキシベンジ

ルエーテル 

エトフェンプロ

ックス 

     

65 106-89-8 エピクロロヒドリン     ○  

66 106-88-7 1,2-エポキシブタン       

67 556-52-5 2,3-エポキシ-1-プロパノール       

68 75-56-9 1,2-エポキシプロパン 酸化プロピレ

ン 

     

69 122-60-1 2,3-エポキシプロピル=フェニル

エーテル 

      

70 155569-91-8 エマメクチン安息香酸塩 エマメクチンＢ

1ａ安息香酸

塩及びエマメ

クチンＢ1ｂ安

息香酸塩の

混合物 

     

71 7705-08-0 塩化第二鉄       

72 85535-84-8 塩化パラフィン（炭素数が 10 か

ら 13 までのもの及びその混合

物に限る。） 

      

73 111-87-5 1-オクタノール       

74 1806-26-4 パラ-オクチルフェノール     ○  

75 - カドミウム及びその化合物  ○ カドミウム（Cd）

に換算 

○  ○ 

76 105-60-2 イプシロン-カプロラクタム       

77 156-62-7 カルシウムシアナミド       

78 105-67-9 2,4-キシレノール       

79 576-26-1 2,6-キシレノール       

80 1330-20-7 キシレン     ○  

81 91-22-5 キノリン       

82 - 銀及びその水溶性化合物   銀（Ag）に換算    

83 98-82-8 クメン       

84 107-22-2 グリオキサ-ル       

85 111-30-8 グルタルアルデヒド       

86 1319-77-3 クレゾール       

87 - クロム及び三価クロム化合物   クロム（Cr）に換

算 

 ○  

88 - 六価クロム化合物  ○ クロム（Cr）に換

算 

○  ○ 

89 95-51-2 

106-47-8 

108-42-9 

クロロアニリン       

90 1912-24-9 2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イ

ソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジ

アトラジン      



 

- 52 - 

号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

ン 

91 21725-46-2 2-（4-クロロ-6-エチルアミノ

-1,3,5-トリアジン-2-イル）アミノ

-2-メチルプロピオノニトリル 

シアナジン      

92 129558-76-5 4-クロロ-3-エチル-1-メチル-

Ｎ-［4-（パラトリルオキシ）ベン

ジル］ピラゾール-5-カルボキ

サミド 

トルフェンピラ

ド 

     

93 51218-45-2 2-クロロ-2'-エチル-Ｎ-（2-メト

キシ-1-メチルエチル）-6'-メチ

ルアセトアニリド 

メトラクロール      

94 75-01-4 クロロエチレン 塩化ビニル ○  ○   

95 79622-59-6 3-クロロ-Ｎ-（3-クロロ-5-トリフ

ルオロメチル-2-ピリジル）-ア

ルファ,アルファ,アルファ-トリフ

ルオロ-2,6-ジニトロ-パラート

ルイジン 

フルアジナム      

96 119446-68-3 1-［［2-［2-クロロ-4-（4-クロロ

フェノキシ）フェニル］-4-メチル

-1,3-ジオキソラン-2-イル］メチ

ル］-1Ｈ-1,2,4-トリアゾール 

ジフェノコナゾ

ール 

     

97 611-19-8 1-クロロ-2-（クロロメチル）ベン

ゼン 

      

98 79-11-8 クロロ酢酸       

99 105-39-5 クロロ酢酸エチル       

100 51218-49-6 2-クロロ-2',6'-ジエチル-Ｎ-

（2-プロポキシエチル）アセトア

ニリド 

プレチラクロ

ール 

     

101 15972-60-8 2-クロロ-2',6'-ジエチル-Ｎ-（メ

トキシメチル）アセトアニリド 

アラクロール      

102 97-00-7 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン       

103 75-68-3 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン ＨＣＦＣ-142ｂ      

104 75-45-6 クロロジフルオロメタン ＨＣＦＣ-22      

105 2837-89-0 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオ

ロエタン 

ＨＣＦＣ-124      

106 - クロロトリフルオロエタン ＨＣＦＣ-133      

107 75-72-9 クロロトリフルオロメタン ＣＦＣ-13      

108 7085-19-0 

93-65-2 

（ＲＳ）-2-（4-クロロ-オルト-トリ

ルオキシ）プロピオン酸 

メコプロップ      

109 95-49-8 オルト-クロロトルエン       

110 106-43-4 パラ-クロロトルエン       

111 121-87-9 2-クロロ-4-ニトロアニリン       

112 88-73-3 2-クロロニトロベンゼン       

113 122-34-9 2-クロロ-4,6-ビス（エチルアミ

ノ）-1,3,5-トリアジン 

シマジン又は

ＣＡＴ 

  ○  ○ 

114 133220-30-1 （ＲＳ）-2-［2-（3-クロロフェニ

ル）-2,3-エポキシプロピル］-2-

エチルインダン-1,3-ジオン 

インダノファン      

115 158237-07-1 4-（2-クロロフェニル）-Ｎ-シク

ロヘキシル-Ｎ-エチル-4,5-ジ

ヒドロ-5-オキソ-1Ｈ-テトラゾー

ル-1-カルボキサミド 

フェントラザミ

ド 

     



 

- 53 - 

号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

116 78587-05-0 （4ＲＳ,5ＲＳ）-5-（4-クロロフェ

ニル）-Ｎ-シクロヘキシル-4-メ

チル-2-オキソ-1,3-チアゾリジ

ン-3-カルボキサミド 

ヘキシチアゾ

クス 

     

117 107534-96-3 （ＲＳ）-1-パラ-クロロフェニル

-4,4-ジメチル-3-（1Ｈ-1,2,4-ト

リアゾール-1-イルメチル）ペン

タン-3-オール 

テブコナゾー

ル 

     

118 88671-89-0 2-（4-クロロフェニル）-2-（1Ｈ

-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチ

ル）ヘキサンニトリル 

ミクロブタニル      

119 114369-43-6 （ＲＳ）-4-（4-クロロフェニル）

-2-フェニル-2-（1Ｈ-1,2,4-トリ

アゾール-1-イルメチル）ブチロ

ニトリル 

フェンブコナゾ

ール 

     

120 95-57-8 オルト-クロロフェノール     ○  

121 106-48-9 パラ-クロロフェノール     ○  

122 598-78-7 2-クロロプロピオン酸       

123 107-05-1 3-クロロプロペン 塩化アリル      

124 99485-76-4 1-（2-クロロベンジル）-3-（1-メ

チル-1-フェニルエチル）ウレア 

クミルロン      

125 108-90-7 クロロベンゼン       

126 76-15-3 クロロペンタフルオロエタン ＣＦＣ-115      

127 67-66-3 クロロホルム     ○  

128 74-87-3 クロロメタン 塩化メチル      

129 59-50-7 4-クロロ-3-メチルフェノール     ○  

130 94-74-6 （4-クロロ-2-メチルフェノキシ）

酢酸 

ＭＣＰ又はＭ

ＣＰＡ 

   ○  

131 563-47-3 3-クロロ-2-メチル-1-プロペン       

132 - コバルト及びその化合物   コバルト（Co）に

換算 

   

133 111-15-9 酢酸 2-エトキシエチル エチレングリ

コールモノエ

チルエーテル

アセテート 

     

134 108-05-4 酢酸ビニル       

135 110-49-6 酢酸 2-メトキシエチル エチレングリ

コールモノメ

チルエーテル

アセテート 

     

136 90-02-8 サリチルアルデヒド       

137 420-04-2 シアナミド       

138 139920-32-4 （ＲＳ）-2-シアノ-Ｎ-［（Ｒ）-1-

（2,4-ジクロロフェニル）エチル］

-3,3-ジメチルブチラミド 

ジクロシメット      

139 66841-25-6 （Ｓ）-アルファ-シアノ-3-フェノ

キシベンジル=（1Ｒ,3Ｓ）-2,2-ジ

メチル-3-（1,2,2,2-テトラブロモ

エチル）シクロプロパンカルボ

キシラート 

トラロメトリン      

140 39515-41-8 （ＲＳ）-アルファ-シアノ-3-フェ

ノキシベンジル=2,2,3,3-テトラメ

チルシクロプロパンカルボキシ

ラート 

フェンプロパト

リン 

     

141 57966-95-7 トランス-1-（2-シアノ-2-メトキ

シイミノアセチル）-3-エチルウ

シモキサニル      



 

- 54 - 

号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

レア 

142 615-05-4 2,4-ジアミノアニソール       

143 101-80-4 4,4'-ジアミノジフェニルエーテ

ル 

      

144 - 無機シアン化合物（錯塩及びシ

アン酸塩を除く。） 

  シアン（CN）に

換算 

○  ○ 

145 100-37-8 2-（ジエチルアミノ）エタノール       

146 29232-93-7 Ｏ-2-ジエチルアミノ-6-メチル

ピリミジン-4-イル=Ｏ,Ｏ-ジメチ

ル=ホスホロチオアート 

ピリミホスメチ

ル 

     

147 28249-77-6 Ｎ,Ｎ-ジエチルチオカルバミン

酸Ｓ-4-クロロベンジル 

チオベンカル

ブ又はベンチ

オカーブ 

  ○  ○ 

148 125306-83-4 Ｎ,Ｎ-ジエチル-3-（2,4,6-トリメ

チルフェニルスルホニル）-1Ｈ

-1,2,4-トリアゾール-1-カルボ

キサミド 

カフェンストロ

ール 

     

149 56-23-5 四塩化炭素    ○  ○ 

150 123-91-1 1,4-ジオキサン    ○  ○ 

151 646-06-0 1,3-ジオキソラン       

152 15263-53-3 1,3-ジカルバモイルチオ-2-（Ｎ,

Ｎ-ジメチルアミノ）-プロパン 

カルタップ      

153 7696-12-0 シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカ

ルボキシイミドメチル=（1ＲＳ）-

シス-トランス-2,2-ジメチル-3-

（2-メチルプロパ-1-エニル）シ

クロプロパンカルボキシラート 

テトラメトリン      

154 108-91-8 シクロヘキシルアミン       

155 17796-82-6 Ｎ-（シクロヘキシルチオ）フタル

イミド 

      

156 27134-27-6 ジクロロアニリン       

157 107-06-2 1,2-ジクロロエタン    ○  ○ 

158 75-35-4 1,1-ジクロロエチレン 塩化ビニリデ

ン 

  ○  ○ 

159 156-59-2 シス-1,2-ジクロロエチレン    ○  ○ 

160 101-14-4 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフ

ェニルメタン 

      

161 75-71-8 ジクロロジフルオロメタン ＣＦＣ-12      

162 23950-58-5 3,5-ジクロロ-Ｎ-（1,1-ジメチル

-2-プロピニル）ベンズアミド 

プロピザミド    ○  

163 - ジクロロテトラフルオロエタン ＣＦＣ-114      

164 306-83-2 2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロ

エタン 

ＨＣＦＣ-123      

165 95-73-8 2,4-ジクロロトルエン       

166 99-54-7 1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン       

167 89-61-2 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン       

168 36734-19-7 3-（3,5-ジクロロフェニル）-Ｎ-

イソプロピル-2,4-ジオキソイミ

ダゾリジン-1-カルボキサミド 

イプロジオン      

169 330-54-1 3-（3,4-ジクロロフェニル）-1,1-

ジメチル尿素 

ジウロン又は

ＤＣＭＵ 

     



 

- 55 - 

号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

170 112281-77-3 （ＲＳ）-2-（2,4-ジクロロフェニ

ル）-3-（1Ｈ-1,2,4-トリアゾール

-1-イル）プロピル=1,1,2,2-テト

ラフルオロエチル=エーテル 

テトラコナゾー

ル 

     

171 60207-90-1 （2ＲＳ,4ＲＳ）-1-［2-（2,4-ジクロ

ロフェニル）-4-プロピル-1,3-ジ

オキソラン-2-イルメチル］-1Ｈ

-1,2,4-トリアゾール及び（2Ｒ

Ｓ,4ＳＲ）-1-［2-（2,4-ジクロロフ

ェニル）-4-プロピル-1,3-ジオ

キソラン-2-イルメチル］-1Ｈ

-1,2,4-トリアゾールの混合物 

プロピコナゾ

ール 

     

172 153197-14-9 3-［1-（3,5-ジクロロフェニル）

-1-メチルエチル］-3,4-ジヒドロ

-6-メチル-5-フェニル-2Ｈ-1,3-

オキサジン-4-オン 

オキサジクロ

メホン 

     

173 50471-44-8 （ＲＳ）-3-（3,5-ジクロロフェニ

ル）-5-メチル-5-ビニル-1,3-オ

キサゾリジン-2,4-ジオン 

ビンクロゾリン      

174 330-55-2 3-（3,4-ジクロロフェニル）-1-メ

トキシ-1-メチル尿素 

リニュロン      

175 94-75-7 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 2,4-Ｄ又は

2,4-ＰＡ 

     

176 1717-00-6 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン ＨＣＦＣ-141ｂ      

177 75-43-4 ジクロロフルオロメタン ＨＣＦＣ-21      

178 78-87-5 1,2-ジクロロプロパン     ○  

179 542-75-6 1,3-ジクロロプロペン Ｄ-Ｄ   ○  ○ 

180 91-94-1 3,3'-ジクロロベンジジン       

181 95-50-1 

106-46-7 

ジクロロベンゼン     ○  

182 71561-11-0 2-［4-（2,4-ジクロロベンゾイ

ル）-1,3-ジメチル-5-ピラゾリル

オキシ］アセトフェノン 

ピラゾキシフェ

ン 

     

183 58011-68-0 4-（2,4-ジクロロベンゾイル）

-1,3-ジメチル-5-ピラゾリル=4-

トルエンスルホナート 

ピラゾレート      

184 1194-65-6 2,6-ジクロロベンゾニトリル ジクロベニル

又はＤＢＮ 

     

185 - ジクロロペンタフルオロプロパ

ン 

ＨＣＦＣ-225      

186 75-09-2 ジクロロメタン 塩化メチレン   ○  ○ 

187 3347-22-6 2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアント

ラキノン 

ジチアノン      

188 101-83-7 Ｎ,Ｎ-ジシクロヘキシルアミン       

189 4979-32-2 Ｎ,Ｎ-ジシクロヘキシル-2-ベン

ゾチアゾールスルフェンアミド 

      

190 77-73-6 ジシクロペンタジエン       

191 50512-35-1 1,3-ジチオラン-2-イリデンマロ

ン酸ジイソプロピル 

イソプロチオ

ラン 

   ○  

192 17109-49-8 ジチオりん酸Ｏ-エチル-Ｓ,Ｓ-

ジフェニル 

エディフェンホ

ス又はＥＤＤＰ 

     

193 298-04-4 ジチオりん酸Ｏ,Ｏ-ジエチル-Ｓ

-（2-エチルチオエチル） 

エチルチオメ

トトン 

     



 

- 56 - 

号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

194 2310-17-0 ジチオりん酸Ｏ,Ｏ-ジエチル-Ｓ

-［（6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オ

キソベンゾオキサゾリニル）メチ

ル］ 

ホサロン      

195 34643-46-4 ジチオりん酸Ｏ-2,4-ジクロロフ

ェニル-Ｏ-エチル-Ｓ-プロピル 

プロチオホス      

196 950-37-8 ジチオりん酸Ｓ-（2,3-ジヒドロ

-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チ

アジアゾール-3-イル）メチル-

Ｏ,Ｏ-ジメチル 

メチダチオン

又はＤＭＴＰ 

     

197 121-75-5 ジチオりん酸Ｏ,Ｏ-ジメチル-Ｓ

-1,2-ビス（エトキシカルボニル）

エチル 

マラソン又は

マラチオン 

     

198 60-51-5 ジチオりん酸Ｏ,Ｏ-ジメチル-Ｓ-

［（Ｎ-メチルカルバモイル）メチ

ル］ 

ジメトエート      

199 16090-02-1 ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス

［5-（4-モルホリノ-6-アニリノ

-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ）

ベンゼンスルホナート］ 

ＣＩフルオレス

セント 260 

     

200 25321-14-6 ジニトロトルエン       

201 51-28-5 2,4-ジニトロフェノール     ○  

202 1321-74-0 ジビニルベンゼン       

203 122-39-4 ジフェニルアミン       

204 101-84-8 ジフェニルエーテル       

205 102-06-7 1,3-ジフェニルグアニジン       

206 55285-14-8 Ｎ-ジブチルアミノチオ-Ｎ-メチ

ルカルバミン酸 2,3-ジヒドロ

-2,2-ジメチル-7-ベンゾ［ｂ］フ

ラニル 

カルボスルフ

ァン 

     

207 128-37-0 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-ク

レゾール 

（BHT）      

208 96-76-4 2,4-ジ-ターシャリ-ブチルフェノ

ール 

    ○  

209 124-48-1 ジブロモクロロメタン       

210 10222-01-2 2,2-ジブロモ-2-シアノアセトア

ミド 

（DBNPA)      

211 - ジブロモテトラフルオロエタン ハロン-2402      

212 30560-19-1 （ＲＳ）-Ｏ,Ｓ-ジメチル=アセチル

ホスホルアミドチオアート 

アセフェート      

213 127-19-5 Ｎ,Ｎ-ジメチルアセトアミド       

214 95-68-1 2,4-ジメチルアニリン       

215 87-62-7 2,6-ジメチルアニリン       

216 121-69-7 Ｎ,Ｎ-ジメチルアニリン       

217 31895-21-3 5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチア

ン 

チオシクラム      

218 124-40-3 ジメチルアミン       

219 624-92-0 ジメチルジスルフィド       

220 - ジメチルジチオカルバミン酸の

水溶性塩 

      

221 82560-54-1 2,2-ジメチル-2,3-ジヒドロ-1-

ベンゾフラン-7-イル=Ｎ-［Ｎ-

（2-エトキシカルボニルエチル）

-Ｎ-イソプロピルスルフェナモ

イル］-Ｎ-メチルカルバマート 

ベンフラカル

ブ 

     



 

- 57 - 

号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

222 62850-32-2 Ｎ,Ｎ-ジメチルチオカルバミン酸

Ｓ-4-フェノキシブチル 

フェノチオカル

ブ 

     

223 112-18-5 Ｎ,Ｎ-ジメチルドデシルアミン       

224 1643-20-5 Ｎ,Ｎ-ジメチルドデシルアミン=Ｎ

-オキシド 

      

225 52-68-6 ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒ

ドロキシエチルホスホナート 

トリクロルホン

又はＤＥＰ 

     

226 57-14-7 1,1-ジメチルヒドラジン    ○   

227 1910-42-5 1,1'-ジメチル-4,4'-ビピリジニウ

ム=ジクロリド 

パラコート又

はパラコート

ジクロリド 

     

228 91-97-4 3,3'-ジメチルビフェニル-4,4'-ジ

イル=ジイソシアネート 

      

229 23564-05-8 ジメチル=4,4'-（オルト-フェニレ

ン）ビス（3-チオアロファナート） 

チオファネート

メチル 

     

230 793-24-8 Ｎ-（1,3-ジメチルブチル）-Ｎ'-フ

ェニル-パラ-フェニレンジアミン 

      

231 119-93-7 3,3'-ジメチルベンジジン オルト-トリジ

ン 

     

232 68-12-2 Ｎ,Ｎ-ジメチルホルムアミド       

233 2597-03-7 2-［（ジメトキシホスフィノチオイ

ル）チオ］-2-フェニル酢酸エチ

ル 

フェントエート

又はＰＡＰ 

     

234 7726-95-6 臭素     ○  

235 - 臭素酸の水溶性塩     ○  

236 3861-47-0 3,5-ジヨ-ド-4-オクタノイルオキ

シベンゾニトリル 

アイオキシニ

ル 

     

237 - 水銀及びその化合物   水銀（Hg）に換

算 

○  ○ 

○※2 

238 61788-32-7 水素化テルフェニル       

239 - 有機スズ化合物   スズ（Sn）に換

算 

   

240 100-42-5 スチレン     ○  

241 4016-24-4 2-スルホヘキサデカン酸-1-メ

チルエステルナトリウム塩 

      

242 - セレン及びその化合物   セレン（Se）に換

算 

○  ○ 

243 - ダイオキシン類  ○    ○ 

244 533-74-4 2-チオキソ-3,5-ジメチルテトラ

ヒドロ-2Ｈ-1,3,5-チアジアジン 

ダゾメット      

245 62-56-6 チオ尿素       

246 108-98-5 チオフェノール     ○  

247 77458-01-6 チオりん酸Ｏ-1-（4-クロロフェ

ニル）-4-ピラゾリル-Ｏ-エチル

-Ｓ-プロピル 

ピラクロホス      

248 333-41-5 チオりん酸Ｏ,Ｏ-ジエチル-Ｏ-

（2-イソプロピル-6-メチル-4-

ピリミジニル） 

ダイアジノン    ○  

249 2921-88-2 チオりん酸Ｏ,Ｏ-ジエチル-Ｏ-

（3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル） 

クロルピリホ

ス 

   ○  

250 18854-01-8 チオりん酸Ｏ,Ｏ-ジエチル-Ｏ-

（5-フェニル-3-イソオキサゾリ

ル） 

イソキサチオ

ン 

   ○  
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

251 122-14-5 チオりん酸Ｏ,Ｏ-ジメチル-Ｏ-

（3-メチル-4-ニトロフェニル） 

フェニトロチオ

ン又はＭＥＰ 

   ○  

252 55-38-9 チオりん酸Ｏ,Ｏ-ジメチル-Ｏ-

（3-メチル-4-メチルチオフェニ

ル） 

フェンチオン

又はＭＰＰ 

     

253 41198-08-7 チオりん酸Ｏ-4-ブロモ-2-クロ

ロフェニル-Ｏ-エチル-Ｓ-プロ

ピル 

プロフェノホス      

254 26087-47-8 チオりん酸Ｓ-ベンジル-Ｏ,Ｏ-

ジイソプロピル 

イプロベンホ

ス又はＩＢＰ 

   ○  

255 1163-19-5 デカブロモジフェニルエーテル       

256 334-48-5 デカン酸       

257 112-30-1 

25339-17-7 

デシルアルコール デカノール      

258 100-97-0 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ

［3,3,1,1(3,7)］デカン 

ヘキサメチレ

ンテトラミン 

   ○  

259 97-77-8 テトラエチルチウラムジスルフィ

ド 

ジスルフィラ

ム 

     

260 1897-45-6 テトラクロロイソフタロニトリル クロロタロニ

ル又はＴＰＮ 

   ○  

261 27355-22-2 4,5,6,7-テトラクロロイソベンゾ

フラン-1（3Ｈ）-オン 

フサライド      

262 127-18-4 テトラクロロエチレン    ○  ○ 

263 - テトラクロロジフルオロエタン ＣＦＣ-112      

264 118-75-2 2,3,5,6-テトラクロロ-パラ-ベン

ゾキノン 

      

265 11070-44-3 テトラヒドロメチル無水フタル酸       

266 79538-32-2 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチ

ルベンジル=（Ｚ）-3-（2-クロロ

-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニ

ル）-2,2-ジメチルシクロプロパ

ンカルボキシラート 

テフルトリン      

267 59669-26-0 3,7,9,13-テトラメチル-5,11-ジ

オキサ-2,8,14-トリチア

-4,7,9,12-テトラアザペンタデカ

-3,12-ジエン-6,10-ジオン 

チオジカルブ      

268 137-26-8 テトラメチルチウラムジスルフィ

ド 

チウラム又は

チラム 

  ○  ○ 

269 505-32-8 3,7,11,15-テトラメチルヘキサデ

カ-1-エン-3-オール 

イソフィトール      

270 100-21-0 テレフタル酸       

271 120-61-6 テレフタル酸ジメチル       

272 - 銅水溶性塩（錯塩を除く。）   銅（Cu）に換算  ○  

273 112-53-8 1-ドデカノール ノルマル-ドデ

シルアルコー

ル 

     

274 25103-58-6 ターシャリ-ドデカンチオール       

275 151-21-3 ドデシル硫酸ナトリウム       

276 112-57-2 3,6,9-トリアザウンデカン-1,11-

ジアミン 

テトラエチレン

ペンタミン 
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

277 121-44-8 トリエチルアミン       

278 112-24-3 トリエチレンテトラミン       

279 71-55-6 1,1,1-トリクロロエタン    ○  ○ 

280 79-00-5 1,1,2-トリクロロエタン    ○  ○ 

281 79-01-6 トリクロロエチレン    ○  ○ 

282 76-03-9 トリクロロ酢酸       

283 108-77-0 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジ

ン 

      

284 - トリクロロトリフルオロエタン ＣＦＣ-113      

285 76-06-2 トリクロロニトロメタン クロロピクリン      

286 55335-06-3 （3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル）

オキシ酢酸 

トリクロピル      

287 88-06-2 2,4,6-トリクロロフェノール     ○  

288 75-69-4 トリクロロフルオロメタン ＣＦＣ-11      

289 96-18-4 1,2,3-トリクロロプロパン       

290 12002-48-1 トリクロロベンゼン       

291 2451-62-9 1,3,5-トリス（2,3-エポキシプロ

ピル）-1,3,5-トリアジン-2,4,6（1

Ｈ,3Ｈ,5Ｈ）-トリオン 

      

292 102-82-9 トリブチルアミン       

293 1582-09-8 アルファ,アルファ,アルファ-トリ

フルオロ-2,6-ジニトロ-Ｎ,Ｎ-ジ

プロピル-パラートルイジン 

トリフルラリン      

294 118-79-6 2,4,6-トリブロモフェノール     ○  

295 3452-97-9 3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノー

ル 

      

296 95-63-6 1,2,4-トリメチルベンゼン       

297 108-67-8 1,3,5-トリメチルベンゼン       

298 26471-62-5 トリレンジイソシアネート       

299 95-53-4 

106-49-0 

トルイジン       

300 108-88-3 トルエン     ○  

301 25376-45-8 トルエンジアミン       

302 91-20-3 ナフタレン       

303 3173-72-6 1,5-ナフタレンジイル=ジイソシ

アネート 

      

304 7439-92-1 鉛    
○  ○ 305 - 鉛化合物  ○ 鉛（Pb）に換算 

306 13048-33-4 二アクリル酸ヘキサメチレン （HDDA）      

307 7699-43-6 二塩化酸化ジルコニウム       

308 7440-02-0 ニッケル     ○  

309 - ニッケル化合物  ○ ニッケル（Ni）に

換算 

 ○  

310 139-13-9 ニトリロ三酢酸       

311 91-23-6 オルト-ニトロアニソ-ル       

312 88-74-4 オルト-ニトロアニリン       

313 55-63-0 ニトログリセリン       

314 100-00-5 パラ-ニトロクロロベンゼン       

315 88-72-2 オルト-ニトロトルエン       

316 98-95-3 ニトロベンゼン       

317 75-52-5 ニトロメタン       

318 75-15-0 二硫化炭素     ○  
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

319 143-08-8 1-ノナノール ノルマル-ノニ

ルアルコール 

     

320 25154-52-3 ノニルフェノール     ○  

321 - バナジウム化合物   バナジウム（V）

に換算 

   

322 3618-72-2 5'-［Ｎ,Ｎ-ビス（2-アセチルオキ

シエチル）アミノ］-2'-（2-ブロモ

-4,6-ジニトロフェニルアゾ）-4'-

メトキシアセトアニリド 

      

323 1014-70-6 2,4-ビス（エチルアミノ）-6-メチ

ルチオ-1,3,5-トリアジン 

シメトリン      

324 101-90-6 1,3-ビス［（2,3-エポキシプロピ

ル）オキシ］ベンゼン 

      

325 10380-28-6 ビス（8-キノリノラト）銅 オキシン銅又

は有機銅 

   ○  

326 74115-24-5 3,6-ビス（2-クロロフェニル）

-1,2,4,5-テトラジン 

クロフェンチジ

ン 

     

327 782-74-1 1,2-ビス（2-クロロフェニル）ヒド

ラジン 

      

328 137-30-4 ビス（Ｎ,Ｎ-ジメチルジチオカル

バミン酸）亜鉛 

ジラム    ○  

329 64440-88-6 ビス（Ｎ,Ｎ-ジメチルジチオカル

バミン酸）Ｎ,Ｎ'-エチレンビス

（チオカルバモイルチオ亜鉛） 

ポリカーバメ

ート 

   ○  

330 80-43-3 ビス（1-メチル-1-フェニルエチ

ル）=ペルオキシド 

      

331 95465-99-9 Ｓ,Ｓ-ビス（1-メチルプロピル）=

Ｏ-エチル=ホスホロジチオアー

ト 

カズサホス      

332 - 砒素及びその無機化合物  ○ 砒素（As）に換

算 

○  ○ 

333 302-01-2 ヒドラジン     ○  

334 99-76-3 4-ヒドロキシ安息香酸メチル       

335 103-90-2 Ｎ-（4-ヒドロキシフェニル）アセ

トアミド 

      

336 123-31-9 ヒドロキノン       

337 100-40-3 4-ビニル-1-シクロヘキセン       

338 100-69-6 2-ビニルピリジン       

339 88-12-0 Ｎ-ビニル-2-ピロリドン       

340 92-52-4 ビフェニル       

341 110-85-0 ピペラジン       

342 110-86-1 ピリジン       

343 120-80-9 ピロカテコール カテコール      

344 96-09-3 フェニルオキシラン       

345 100-63-0 フェニルヒドラジン       

346 90-43-7 2-フェニルフェノール     ○  

347 941-69-5 Ｎ-フェニルマレイミド       

348 95-54-5 

106-50-3 

108-45-2 

フェニレンジアミン       

349 108-95-2 フェノール     ○  

350 52645-53-1 3-フェノキシベンジル=3-（2,2-

ジクロロビニル）-2,2-ジメチル

シクロプロパンカルボキシラー

ペルメトリン      
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

ト 

351 106-99-0 1,3-ブタジエン  ○     

352 131-17-9 フタル酸ジアリル       

353 84-66-2 フタル酸ジエチル       

354 84-74-2 フタル酸ジ-ノルマル-ブチル       

355 117-81-7 フタル酸ビス（2-エチルヘキシ

ル） 

    ○  

356 85-68-7 フタル酸ノルマル-ブチル=ベン

ジル 

      

357 69327-76-0 2-ターシャリ-ブチルイミノ-3-イ

ソプロピル-5-フェニルテトラヒ

ドロ-4Ｈ-1,3,5-チアジアジン

-4-オン 

ブプロフェジン      

358 112410-23-8 Ｎ-ターシャリ-ブチル-Ｎ'-（4-

エチルベンゾイル）-3,5-ジメチ

ルベンゾヒドラジド 

テブフェノジド      

359 2426-08-6 ノルマル-ブチル-2,3-エポキシ

プロピルエーテル 

      

360 17804-35-2 Ｎ-［1-（Ｎ-ノルマル-ブチルカ

ルバモイル）-1Ｈ-2-ベンゾイミ

ダゾリル］カルバミン酸メチル 

ベノミル      

361 122008-85-9 ブチル=（Ｒ）-2-［4-（4-シアノ

-2-フルオロフェノキシ）フェノキ

シ］プロピオナ-ト 

シハロホップ

ブチル 

     

362 80060-09-9 1-ターシャリ-ブチル-3-（2,6-ジ

イソプロピル-4-フェノキシフェ

ニル）チオ尿素 

ジアフェンチ

ウロン 

     

363 19666-30-9 5-ターシャリ-ブチル-3-（2,4-ジ

クロロ-5-イソプロポキシフェニ

ル）-1,3,4-オキサジアゾール-2

（3Ｈ）-オン 

オキサジアゾ

ン 

     

364 134098-61-6 ターシャリ-ブチル=4-［［［（1,3-

ジメチル-5-フェノキシ-4-ピラ

ゾリル）メチリデン］アミノオキ

シ］メチル］ベンゾアート 

フェンピロキ

シメート 

     

365 25013-16-5 ブチルヒドロキシアニソ-ル ＢＨＡ      

366 75-91-2 ターシャリ-ブチル=ヒドロペル

オキシド 

      

367 89-72-5 オルト-セカンダリ-ブチルフェノ

ール 

    ○  

368 98-54-4 4-ターシャリ-ブチルフェノール     ○  

369 2312-35-8 2-（4-ターシャリ-ブチルフェノ

キシ）シクロヘキシル=2-プロピ

ニル=スルフィット 

プロパルギッ

ト又はＢＰＰＳ 

     

370 96489-71-3 2-ターシャリ-ブチル-5-（4-タ

ーシャリ-ブチルベンジルチオ）

-4-クロロ-3（2Ｈ）-ピリダジノン 

ピリダベン      

371 119168-77-3 Ｎ-（4-ターシャリ-ブチルベンジ

ル）-4-クロロ-3-エチル-1-メチ

ルピラゾール-5-カルボキサミ

ド 

テブフェンピラ

ド 

     

372 95-31-8 Ｎ-（ターシャリ-ブチル）-2-ベン

ゾチアゾールスルフェンアミド 

      

373 88-60-8 2-ターシャリ-ブチル-5-メチル

フェノール 

    ○  
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

374 - ふっ化水素及びその水溶性塩   ふっ素（F）に換

算 

○   

375 4170-30-3 2-ブテナール       

376 23184-66-9 Ｎ-ブトキシメチル-2-クロロ

-2',6'-ジエチルアセトアニリド 

ブタクロール      

377 110-00-9 フラン       

378 12071-83-9 Ｎ,Ｎ'-プロピレンビス（ジチオカ

ルバミン酸）と亜鉛の重合物 

プロピネブ    ○  

379 107-19-7 2-プロピン-1-オール       

380 353-59-3 ブロモクロロジフルオロメタン ハロン-1211      

381 75-27-4 ブロモジクロロメタン       

382 75-63-8 ブロモトリフルオロメタン ハロン-1301      

383 314-40-9 5-ブロモ-3-セカンダリ-ブチル

-6-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロ

ピリミジン-2,4-ジオン 

ブロマシル      

384 106-94-5 1-ブロモプロパン       

385 75-26-3 2-ブロモプロパン  ○     

386 74-83-9 ブロモメタン 臭化メチル      

387 13356-08-6 ヘキサキス（2-メチル-2-フェニ

ルプロピル）ジスタノキサン 

酸化フェンブ

タスズ 

     

388 115-29-7 6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ

-1,5,5ａ,6,9,9ａ-ヘキサヒドロ

-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキ

サチエピン=3-オキシド 

エンドスルファ

ン又はベンゾ

エピン 

     

389 112-02-7 ヘキサデシルトリメチルアンモ

ニウム=クロリド 

      

390 124-09-4 ヘキサメチレンジアミン       

391 822-06-0 ヘキサメチレン=ジイソシアネー

ト 

      

392 110-54-3 ノルマル-ヘキサン       

393 135-19-3 ベタナフトール       

394 - ベリリウム及びその化合物  ○ ベリリウム（Be）

に換算 

   

395 - ペルオキソ二硫酸の水溶性塩       

396 1763-23-1 ペルフルオロ（オクタン-1-スル

ホン酸） 

ＰＦＯＳ      

397 98-07-7 ベンジリジン=トリクロリド  ○     

398 100-44-7 ベンジル=クロリド 塩化ベンジル      

399 100-52-7 ベンズアルデヒド       

400 71-43-2 ベンゼン  ○  ○  ○ 

401 552-30-7 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸

1,2-無水物 

      

402 73250-68-7 2-（2-ベンゾチアゾリルオキシ）

-Ｎ-メチルアセトアニリド 

メフェナセット      

403 119-61-9 ベンゾフェノン       

404 87-86-5 ペンタクロロフェノール     ○  

405 - ほう素化合物   ほう素（B）に換

算 

○   

406 1336-36-3 ポリ塩化ビフェニル ＰＣＢ   ○  ○ 

407 - ポリ（オキシエチレン）=アルキ

ルエーテル（アルキル基の炭

素数が 12から 15 までのもの及

びその混合物に限る。） 
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

408 9036-19-5 ポリ（オキシエチレン）=オクチ

ルフェニルエーテル 

      

409 9004-82-4 ポリ（オキシエチレン）=ドデシ

ルエーテル硫酸エステルナトリ

ウム 

      

410 9016-45-9 ポリ（オキシエチレン）=ノニルフ

ェニルエーテル 

      

411 50-00-0 ホルムアルデヒド  ○   ○  

412 - マンガン及びその化合物   マンガン（Mn）に

換算 

 ○  

413 85-44-9 無水フタル酸       

414 108-31-6 無水マレイン酸       

415 79-41-4 メタクリル酸       

416 688-84-6 メタクリル酸 2-エチルヘキシル       

417 106-91-2 メタクリル酸 2,3-エポキシプロ

ピル 

      

418 2867-47-2 メタクリル酸 2-（ジメチルアミノ）

エチル 

      

419 97-88-1 メタクリル酸ノルマル-ブチル       

420 80-62-6 メタクリル酸メチル       

421 674-82-8 4-メチリデンオキセタン-2-オン （ジケテン）      

422 89269-64-7 （Ｚ）-2'-メチルアセトフェノン

=4,6-ジメチル-2-ピリミジニル

ヒドラゾン 

フェリムゾン      

423 74-89-5 メチルアミン       

424 556-61-6 メチル=イソチオシアネート       

425 2631-40-5 Ｎ-メチルカルバミン酸 2-イソプ

ロピルフェニル 

イソプロカル

ブ又はＭＩＰＣ 

     

426 1563-66-2 Ｎ-メチルカルバミン酸 2,3-ジヒ

ドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ

［ｂ］フラニル 

カルボフラン      

427 63-25-2 Ｎ-メチルカルバミン酸 1-ナフチ

ル 

カルバリル又

はＮＡＣ 

     

428 3766-81-2 Ｎ-メチルカルバミン酸 2-セカン

ダリ-ブチルフェニル 

フェノブカルブ

又はＢＰＭＣ 

   ○  

429 100784-20-1 メチル=3-クロロ-5-（4,6-ジメト

キシ-2-ピリミジニルカルバモイ

ルスルファモイル）-1-メチルピ

ラゾール-4-カルボキシラート 

ハロスルフロ

ンメチル 

     

430 173584-44-6 メチル=（Ｓ）-7-クロロ-2,3,4

ａ,5-テトラヒドロ-2-［メトキシカ

ルボニル（4-トリフルオロメトキ

シフェニル）カルバモイル］イン

デノ［1,2-ｅ］［1,3,4］オキサジア

ジン-4ａ-カルボキシラート 

インドキサカ

ルブ 

     

431 131860-33-8 メチル=（Ｅ）-2-［2-［6-（2-シア

ノフェノキシ）ピリミジン-4-イル

オキシ］フェニル］-3-メトキシア

クリラート 

アゾキシスト

ロビン 

     

432 33089-61-1 3-メチル-1,5-ジ（2,4-キシリル）

-1,3,5-トリアザペンタ-ジエン 

アミトラズ      

433 144-54-7 Ｎ-メチルジチオカルバミン酸 カーバム      

434 23135-22-0 メチル-Ｎ',Ｎ'-ジメチル-Ｎ-［（メ

チルカルバモイル）オキシ］-1-

オキサミル      
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号番号 
CAS 番号 

（参考＊1） 
物質名 別名（＊2） 

特定 

第一種 

元素等に換算す

る化学物質 

水濁法 特定 

有害 

廃棄物 
有害 

物質 

指定 

物質 

チオオキサムイミデ-ト 

435 136191-64-5 メチル=2-（4,6-ジメトキシ-2-ピ

リミジニルオキシ）-6-［1-（メト

キシイミノ）エチル］ベンゾアート 

ピリミノバック

メチル 

     

436 98-83-9 アルファ-メチルスチレン       

437 3268-49-3 3-メチルチオプロパナール       

438 1321-94-4 メチルナフタレン       

439 108-99-6 3-メチルピリジン       

440 80-15-9 1-メチル-1-フェニルエチル=ヒ

ドロペルオキシド 

      

441 88-85-7 2-（1-メチルプロピル）-4,6-ジ

ニトロフェノール 

    ○  

442 55814-41-0 2-メチル-Ｎ-［3-（1-メチルエト

キシ）フェニル］ベンズアミド 

メプロニル      

443 16752-77-5 Ｓ-メチル-Ｎ-（メチルカルバモ

イルオキシ）チオアセトイミダー

ト 

メソミル      

444 141517-21-7 メチル=（Ｅ）-メトキシイミノ-［2-

［［［［（Ｅ）-1-［3-（トリフルオロメ

チル）フェニル］エチリデン］アミ

ノ］オキシ］メチル］フェニル］ア

セタート 

トリフロキシス

トロビン 

     

445 143390-89-0 メチル=（Ｅ）-メトキシイミノ［2-

（オルト-トリルオキシメチル）フ

ェニル］アセタート 

クレソキシム

メチル 

     

446 101-77-9 4,4'-メチレンジアニリン       

447 5124-30-1 メチレンビス（4,1-シクロヘキシ

レン）=ジイソシアネート 

      

448 101-68-8 メチレンビス（4,1-フェニレン）=

ジイソシアネート 

（MDI)      

449 13684-63-4 3-メトキシカルボニルアミノフェ

ニル=3'-メチルカルバニラート 

フェンメディフ

ァム 

     

450 88678-67-5 Ｎ-（6-メトキシ-2-ピリジル）-Ｎ

-メチルチオカルバミン酸Ｏ-3-

ターシャリ-ブチルフェニル 

ピリブチカル

ブ 

     

451 120-71-8 2-メトキシ-5-メチルアニリン       

452 149-30-4 2-メルカプトベンゾチアゾール       

453 - モリブデン及びその化合物   モリブデン（Mo）

に換算 

 ○  

454 95-32-9 2-（モルホリノジチオ）ベンゾチ

アゾール 

      

455 110-91-8 モルホリン       

456 20859-73-8 りん化アルミニウム       

457 62-73-7 りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビ

ニル 

ジクロルボス

又はＤＤＶＰ 

   ○  

458 78-42-2 りん酸トリス（2-エチルヘキシ

ル） 

      

459 115-96-8 りん酸トリス（2-クロロエチル）       

460 1330-78-5 りん酸トリトリル       

461 115-86-6 りん酸トリフェニル       

462 126-73-8 りん酸トリ-ノルマル-ブチル       

      27※3 37※3 26※5 

462※4      28※4 56※4 26※5 

※1 廃棄物処理法においては「有機リン化合物」と表記 
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※2 廃棄物処理法においては「アルキル水銀」を「水銀及びその他化合物」から独立して別に指定し

ているため、○を２つ表記。 
※3 水質汚濁防止法の有害物質・指定物質であり、かつ PRTR 対象物質になっている物質の数 
※4 水質汚濁防止法の有害物質・指定物質、PRTR 対象物質の総数 

※5 廃棄物処理法の特定有害廃棄物であり、かつ PRTR 対象物質になっている物質の数（⇒特定有害

廃棄物は全て PRTR 対象物質となっている）
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記入例２ 化学工業 引火性廃油 

＜ 表　面 ＞ 管理番号 ****-**-****

廃棄物データシート（ＷＤＳ）
※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
作成日　　　　　　　年　　　月　　　日平成○○年○○月○○日 記入者 ○○　○○
1 排出事業者 名称 株式会社　○　○ 所属 ○○○○部

所在地 〒 ***-**** ○○県○○市 担当者 ○○　○○ ＴＥＬ ****-**-****
○○町○丁目○番○号 ＦＡＸ ****-**-****

2 廃棄物の名称
ヘキサン混合熱媒油

3 廃棄物の 　MSDSがある場合、CAS No.

組成・成分情報 主成分 1.ジベンジルトルエン　70-90％ 1.CAS　26898-17-9
他 2.ヘキサン　　　　　　30-10％ 2.CAS　110-54-3

　（比率が高いと

 　思われる順に *使用量からの推測量
   記載）

□　分析表添付 ・成分名と混合比率を書いて下さい。　ばらつきがある場合は範囲で構いません。
(組成） ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。

4 廃棄物の種類 □汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ
□産業廃棄物 □その他（ ）
☑特別管理 ☑引火性廃油 □強アルカリ（有害） □鉱さい（有害） □廃アルカリ（有害）
　産業廃棄物 □引火性廃油（有害） □感染性廃棄物 □燃えがら（有害） □ばいじん（有害）

□強酸 □PCB等 □廃油（有害） □13号廃棄物(有害)
□強酸（有害） □廃石綿等 □汚泥（有害）
□強アルカリ □指定下水汚泥 □廃酸（有害）

5 特定有害廃棄物 ｱﾙｷﾙ水銀 ( × ) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ( × )
水銀又はその化合物 ( × ) ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) チウラム ( × )

　（　）には カドミウム又はその化合物 ( × ) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ( × ) シマジン ( × )
 混入有りは○、 鉛又はその化合物 ( × ) 四塩化炭素 ( × ) ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ( × )
 無しは×、混入の 有機燐化合物 ( × ) 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × ) ベンゼン ( × )
 可能性があれば△ 六価ｸﾛﾑ化合物 ( × ) 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) セレン ( × )

砒素又はその化合物 ( × ) ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) ダイオキシン類 ( × )
□　分析表添付 ｼｱﾝ化合物 ( × ) 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × ) 1,4-ジオキサン ( × )

（廃棄物処理法） ＰＣＢ ( × ) 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × )
6 PRTR対象物質 届出事業所　（該当 ・ 非該当）、　委託する廃棄物の該当・非該当　（該当 ・ 非該当）

※ 委託する廃棄物に第１種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。
*参考　ジビニルベンゼン　化審法：第一種監視化学物質 ﾍｷｻﾝ-PRTR　1-392

7 水道水源における □ヘキサメチレンテトラミン（HMT）　 □1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）

消毒副生成物 □N,N-ジメチルアニリン（DMAN） □トリメチルアミン（TMA） □テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

前駆物質 □N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA） □ジメチルアミノエタノール（DMAE）

8 その他含有物質 硫黄 ( × ) 塩素 ( × ) 臭素 ( × )
　（　）には ヨウ素 ( × ) フッ素 ( × ) 炭酸 ( × )
 混入有りは○、 硝酸 ( × ) 亜鉛 ( × ) ニッケル ( × )
 無しは×、混入の アルミ ( × ) アンモニア ( × ) ホウ素 ( × )
 可能性があれば△ その他 ( )
□　分析表添付（組成）

9 有害特性 □爆発性 ☑引火性（-22 ℃） □可燃性 □自然発火性（ ℃） □禁水性
 ( 有 ・ 無 ・ 不明 ) □酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性 □感染性 □腐食性

□毒性ガス発生 ☑慢性毒性 ☑生態毒性 □重合反応性
□その他（ )

10 廃棄物の物理的 形状（液体 ) 臭い（ｶﾞｿﾘﾝ臭 色（ 黒褐色 ) 比重（0.9-1 ) pH（ )
性状・化学的性状 沸点（69℃ ) 融点（ ) 発熱量（ ) 粘度（ ) 水分（ )

11 品質安定性 経時変化（ 有 ・ 無 ） 有る場合は具体的に記入

12 関連法規 危険物（消防法） ・特化則（特定化学物質障害予防規則） ・有機溶剤 ・毒劇物 ・悪臭

13 荷姿 □容器 ( ) ☑車両 (一石対応ﾛｰﾘｰ ) □その他（ )

14 排出頻度 頻度（ スポット ・ 継続予定 ）
数量 (　 10 ) kg ･ ｔ ･ ㍑ ･ m3 ･ 本 ･ 缶 ･ 袋 ･ 個 3回  ／ 年 ･ 月 ･ 週 ･ 日

□1,1-ジメチルグアニジン（DMGu）
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15 特別注意事項  ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載
・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法

（ 有 ・ 無 ） 強い引火性があり、静電気など火源にさらさない。
難分解性物質で漏らさない。

・他の廃棄物との混合禁止
酸化剤と混合禁止

・粉じん爆発の可能性
ミストは着火、爆発

・容器腐食性の可能性／注意点
金属、ガラス容器使用。　　プラスチック、ゴム使用禁止。

・環境中に放出された後の支障発生の可能性（消毒用塩素等との反応により
　他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等）　　等

漏れた場合に難分解性物質のため長く環境汚染となる。
・取扱時必要な保護具
　 有機溶剤用保護マスク、ゴーグル型保護ﾒｶﾞﾈ、耐油性ゴム手袋、耐油性長靴
・応急処置

吸入時 新鮮な空気の場所に移し、直ちに医師の手当てを受ける。
皮膚付着時 大量の水で洗い流し直ちに医師の手当てを受ける。
目に入った場合 清水で15分間洗い、直ちに医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合 大量の水を水を飲ませ、直ちに医師の手当てを受ける。

【参考】　その他の情報

・ サンプル等提供 （　均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　不均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　ｻﾝﾌﾟﾙの一部分有　・　ｻﾝﾌﾟﾙ無　・　写真有　）

・ 産業廃棄物の発生工程等
「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所
がわかる発生工程の説明を書いてください。　工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。
工程図への記入でも可。
（処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の
判断材料となります。）

ヘキサン

熱媒輸送管

・反応工程で製品切り替えの際に、熱媒配管をヘキサンで洗浄しローリーで排出したもの。
・熱媒配管にヘキサンが誤って混合し、配管から脱液及び共洗い液をﾄﾞﾗﾑ缶へ移したもの。

＜排出事業者及び処理業者内容確認欄＞
No. 内容確認日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 備考

平成○○年 ○○課 ○○株式会社 ○○株式会社にて収集運搬
○○月○○日 ○○　○○ ○○　○○

＜変更履歴＞
No. 変更日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容

様式作成　環境省  
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記入例３ めっき工業 強アルカリ廃液 

＜ 表　面 ＞ 管理番号 ****-**-****

廃棄物データシート（ＷＤＳ）
※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
作成日　　　　　　　年　　　月　　　日平成○○年○○月○○日 記入者 ○○　○○
1 排出事業者 名称 ○　○　鍍金株式会社 所属 ○○○○部

所在地 〒 ***-**** ○○県○○市 担当者 ○○　○○ ＴＥＬ ****-**-****
○○町○丁目○番○号 ＦＡＸ ****-**-****

2 廃棄物の名称
強アルカリ廃液

3 廃棄物の 　MSDSがある場合、CAS No.

組成・成分情報 主成分 苛性ソーダ（NaOH） ４０～５０％ 1310-73-2 
他 グリセリン 　５～１０％ 56-81-5 

　（比率が高いと 水 ４０～５５％
 　思われる順に

   記載）

□　分析表添付 ・成分名と混合比率を書いて下さい。　ばらつきがある場合は範囲で構いません。
(組成） ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。

4 廃棄物の種類 □汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ
□産業廃棄物 □その他（ ）
☑特別管理 □引火性廃油 □強アルカリ（有害） □鉱さい（有害） □廃アルカリ（有害）
　産業廃棄物 □引火性廃油（有害） □感染性廃棄物 □燃えがら（有害） □ばいじん（有害）

□強酸 □PCB等 □廃油（有害） □13号廃棄物(有害)
□強酸（有害） □廃石綿等 □汚泥（有害）
☑強アルカリ □指定下水汚泥 □廃酸（有害）

5 特定有害廃棄物 ｱﾙｷﾙ水銀 ( × ) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ( × )
水銀又はその化合物 ( × ) ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) チウラム ( × )

　（　）には カドミウム又はその化合物 ( × ) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ( × ) シマジン ( × )
 混入有りは○、 鉛又はその化合物 ( × ) 四塩化炭素 ( × ) ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ( × )
 無しは×、混入の 有機燐化合物 ( × ) 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × ) ベンゼン ( × )
 可能性があれば△ 六価ｸﾛﾑ化合物 ( × ) 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) セレン ( × )

砒素又はその化合物 ( × ) ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) ダイオキシン類 ( × )
□　分析表添付 ｼｱﾝ化合物 ( × ) 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × ) 1,4-ジオキサン ( × )

（廃棄物処理法） ＰＣＢ ( × ) 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × )
6 PRTR対象物質 届出事業所　（該当 ・ 非該当）、　委託する廃棄物の該当・非該当　（該当 ・ 非該当）

※ 委託する廃棄物に第１種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。

7 水道水源における □ヘキサメチレンテトラミン（HMT）　 □1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）

消毒副生成物 □N,N-ジメチルアニリン（DMAN） □トリメチルアミン（TMA） □テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

前駆物質 □N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA） □ジメチルアミノエタノール（DMAE）

8 その他含有物質 硫黄 ( × ) 塩素 ( × ) 臭素 ( × )
　（　）には ヨウ素 ( × ) フッ素 ( × ) 炭酸 ( × )
 混入有りは○、 硝酸 ( × ) 亜鉛 ( × ) ニッケル ( × )
 無しは×、混入の アルミ ( × ) アンモニア ( × ) ホウ素 ( × )
 可能性があれば△ その他 ( )
□　分析表添付（組成）

9 有害特性 □爆発性 □引火性（ ℃） □可燃性 □自然発火性（ ℃） □禁水性
 ( 有 ・ 無 ・ 不明 ) □酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性 □感染性 ☑腐食性

□毒性ガス発生 □慢性毒性 □生態毒性 □重合反応性
□その他（ )

10 廃棄物の物理的 形状（ ) 臭い（ ) 色（ ) 比重（1.4～1.5 ) pH（ 12以上 )
性状・化学的性状 沸点（ ) 融点（ ) 発熱量（ ) 粘度（ ) 水分（ )

11 品質安定性 経時変化（ 有 ・ 無 ） 有る場合は具体的に記入

12 関連法規

13 荷姿 □容器 ( ) ☑車両 (バキューム車 ) □その他（ )

14 排出頻度 頻度（ スポット ・ 継続予定 ）
数量 (　 ６ ) kg ･ ｔ ･ ㍑ ･ m3 ･ 本 ･ 缶 ･ 袋 ･ 個  ／ 年 ･ 月 ･ 週 ･ 日

危険物（消防法） ・特化則（特定化学物質障害予防規則） ・有機溶剤 ・毒劇物 ・悪臭
水質汚濁防止法指定物質

□1,1-ジメチルグアニジン（DMGu）
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15 特別注意事項  ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載

（ 有 ・ 無 ） ・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法
・他の廃棄物との混合禁止
・粉じん爆発の可能性
・容器腐食性の可能性／注意点
・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性
・環境中に放出された後の支障発生の可能性（消毒用塩素等との反応により
　他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等）　　等

アルカリ高濃度のため、水に希釈時の発熱に注意すること

【参考】　その他の情報

・ サンプル等提供 （　均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　不均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　ｻﾝﾌﾟﾙの一部分有　・　ｻﾝﾌﾟﾙ無　・　写真有　）

・ 産業廃棄物の発生工程等
「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所
がわかる発生工程の説明を書いてください。　工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。
工程図への記入でも可。
（処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の
判断材料となります。）

○　排出者からの事前情報
発生工程：　亜鉛メッキ工場の脱脂工程より排出されたもの
提供資料：　サンプル、分析結果
サンプルの状況：　固形物は少ないが、底部にスラッジが１０～２０％存在している
排出者からの要望：　特になし

○　受入時の確認状態
特記事項：　廃棄物の組成がロットによって異なっている

＜排出事業者及び処理業者内容確認欄＞
No. 内容確認日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 備考

平成○○年 ○○課 ○○株式会社 ○○株式会社にて収集運搬
○○月○○日 ○○　○○ ○○　○○

＜変更履歴＞
No. 変更日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容

様式作成　環境省  
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記入例４ クリーニング 溶剤蒸留残さ汚泥 

＜ 表　面 ＞ 管理番号 ****-**-****

廃棄物データシート（ＷＤＳ）
※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
作成日　　　　　　　年　　　月　　　日平成○○年○○月○○日 記入者 ○○　○○
1 排出事業者 名称 株式会社　○　○　クリーニング 所属 ○○○○部

所在地 〒 ***-**** ○○県○○市 担当者 ○○　○○ ＴＥＬ ****-**-****
○○町○丁目○番○号 ＦＡＸ ****-**-****

2 廃棄物の名称
溶剤蒸留残さ汚泥

3 廃棄物の 　MSDSがある場合、CAS No.

組成・成分情報 主成分 プラスチック，繊維 ６０％
他 活性炭 ３０％

　（比率が高いと テトラクロロエチレン ５％ テトラクロロエチレン 127-18-4
 　思われる順に 繊維・紙くず，砂など ５％
   記載）

□　分析表添付 ・成分名と混合比率を書いて下さい。　ばらつきがある場合は範囲で構いません。
(組成） ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。

4 廃棄物の種類 □汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ
□産業廃棄物 □その他（ ）
☑特別管理 □引火性廃油 □強アルカリ（有害） □鉱さい（有害） □廃アルカリ（有害）
　産業廃棄物 □引火性廃油（有害） □感染性廃棄物 □燃えがら（有害） □ばいじん（有害）

□強酸 □PCB等 □廃油（有害） □13号廃棄物(有害)
□強酸（有害） □廃石綿等 ☑汚泥（有害）
□強アルカリ □指定下水汚泥 □廃酸（有害）

5 特定有害廃棄物 ｱﾙｷﾙ水銀 ( × ) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ( × )
水銀又はその化合物 ( × ) ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ○ ) チウラム ( × )

　（　）には カドミウム又はその化合物 ( × ) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ( × ) シマジン ( × )
 混入有りは○、 鉛又はその化合物 ( × ) 四塩化炭素 ( × ) ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ( × )
 無しは×、混入の 有機燐化合物 ( × ) 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × ) ベンゼン ( × )
 可能性があれば△ 六価ｸﾛﾑ化合物 ( × ) 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) セレン ( × )

砒素又はその化合物 ( × ) ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) ダイオキシン類 ( × )
□　分析表添付 ｼｱﾝ化合物 ( × ) 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × ) 1,4-ジオキサン ( × )

（廃棄物処理法） ＰＣＢ ( × ) 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × )
6 PRTR対象物質 届出事業所　（該当 ・ 非該当）、　委託する廃棄物の該当・非該当　（該当 ・ 非該当）

※ 委託する廃棄物に第１種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。
テトラクロロエチレン

7 水道水源における □ヘキサメチレンテトラミン（HMT）　 □1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）

消毒副生成物 □N,N-ジメチルアニリン（DMAN） □トリメチルアミン（TMA） □テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

前駆物質 □N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA） □ジメチルアミノエタノール（DMAE）

8 その他含有物質 硫黄 ( × ) 塩素 ( × ) 臭素 ( × )
　（　）には ヨウ素 ( × ) フッ素 ( × ) 炭酸 ( × )
 混入有りは○、 硝酸 ( × ) 亜鉛 ( × ) ニッケル ( × )
 無しは×、混入の アルミ ( × ) アンモニア ( × ) ホウ素 ( × )
 可能性があれば△ その他 ( )
□　分析表添付（組成）

9 有害特性 □爆発性 □引火性（ ℃） □可燃性 □自然発火性（ ℃） □禁水性
 ( 有 ・ 無 ・ 不明 ) □酸化性 □有機過酸化物 ☑急性毒性 □感染性 □腐食性

□毒性ガス発生 ☑慢性毒性 ☑生態毒性 □重合反応性
□その他（ )

10 廃棄物の物理的 形状（ 液状 ) 臭い（有り ) 色（ 灰色 ) 比重（ ) pH（ )
性状・化学的性状 沸点（ ) 融点（ ) 発熱量（ ) 粘度（ ) 水分（ )

11 品質安定性 経時変化（ 有 ・ 無 ） 有る場合は具体的に記入

12 関連法規 危険物（消防法） ・特化則（特定化学物質障害予防規則） ・有機溶剤 ・毒劇物 ・悪臭

13 荷姿 ☑容器 (ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾗﾑ蓋付き ) □車両 ( ) □その他（ )

14 排出頻度 頻度（ スポット ・ 継続予定 ）
数量 (　200ﾘｯﾄﾙ×10 ) kg ･ ｔ ･ ㍑ ･ m3 ･ 本 ･ 缶 ･ 袋 ･ 個  ／ 年 ･ 月 ･ 週 ･ 日

□1,1-ジメチルグアニジン（DMGu）
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15 特別注意事項  ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載

（ 有 ・ 無 ） ・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法
・他の廃棄物との混合禁止
・粉じん爆発の可能性
・容器腐食性の可能性／注意点
・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性
・環境中に放出された後の支障発生の可能性（消毒用塩素等との反応により
　他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等）　　等

・テトラクロロエチレンには毒性があり、揮発性し易いため、その蒸気を吸引しないように
　注意すること。

・テトラクロロエチレンは環境中に排出されても安定であり、地下水汚染の原因物質
　の一つになっているため漏えいしないように注意すること。

【参考】　その他の情報

・ サンプル等提供 （　均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　不均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　ｻﾝﾌﾟﾙの一部分有　・　ｻﾝﾌﾟﾙ無　・　写真有　）

・ 産業廃棄物の発生工程等
「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所
がわかる発生工程の説明を書いてください。　工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。
工程図への記入でも可。
（処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の
判断材料となります。）

○　排出者からの事前情報
発生工程：　ドライクリーニングから排出されたパークロ溶剤の蒸留残さ
提供資料：　サンプル
空容器の処分：　処理業者処分
排出者からの要望：　当社各店を月１回巡回して欲しい

○　受入時の確認状態
容器の状態：　正常
特記事項：　カートリッジなどの金物やウエス，手袋などは分別・排出するように依頼する

＜排出事業者及び処理業者内容確認欄＞
No. 内容確認日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 備考

平成○○年 ○○課 ○○株式会社 ○○株式会社にて収集運搬
○○月○○日 ○○　○○ ○○　○○

＜変更履歴＞
No. 変更日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容

様式作成　環境省  
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記入例５ 化学工業 ばいじん 

＜ 表　面 ＞ 管理番号 ****-**-****

廃棄物データシート（ＷＤＳ）
※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
作成日　　　　　　　年　　　月　　　日平成○○年○○月○○日 記入者 ○○　○○
1 排出事業者 名称 株式会社　○　○ 所属 ○○○○部

所在地 〒 ***-**** ○○県○○市 担当者 ○○　○○ ＴＥＬ ****-**-****
○○町○丁目○番○号 ＦＡＸ ****-**-****

2 廃棄物の名称
排煙ダスト

3 廃棄物の 　MSDSがある場合、CAS No.

組成・成分情報 主成分 カーボン及び水が主
他 硫黄

　（比率が高いと バリウム
 　思われる順に バナジウム
   記載） ニッケル

鉄

□　分析表添付 ・成分名と混合比率を書いて下さい。　ばらつきがある場合は範囲で構いません。
(組成） ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。

4 廃棄物の種類 □汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ
☑産業廃棄物 ☑その他（ばいじん ）
□特別管理 □引火性廃油 □強アルカリ（有害） □鉱さい（有害） □廃アルカリ（有害）
　産業廃棄物 □引火性廃油（有害） □感染性廃棄物 □燃えがら（有害） □ばいじん（有害）

□強酸 □PCB等 □廃油（有害） □13号廃棄物(有害)
□強酸（有害） □廃石綿等 □汚泥（有害）
□強アルカリ □指定下水汚泥 □廃酸（有害）

5 特定有害廃棄物 ｱﾙｷﾙ水銀 ( × ) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ( × )
水銀又はその化合物 ( × ) ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) チウラム ( × )

　（　）には カドミウム又はその化合物 ( × ) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ( × ) シマジン ( × )
 混入有りは○、 鉛又はその化合物 ( × ) 四塩化炭素 ( × ) ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ( × )
 無しは×、混入の 有機燐化合物 ( × ) 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × ) ベンゼン ( × )
 可能性があれば△ 六価ｸﾛﾑ化合物 ( × ) 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) セレン ( × )

砒素又はその化合物 ( × ) ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( × ) ダイオキシン類 ( × )
☑　分析表添付 ｼｱﾝ化合物 ( × ) 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × ) 1,4-ジオキサン ( × )

（廃棄物処理法） ＰＣＢ ( × ) 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( × )
6 PRTR対象物質 届出事業所　（該当 ・ 非該当）、　委託する廃棄物の該当・非該当　（該当 ・ 非該当）

※ 委託する廃棄物に第１種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。
バナジウム

7 水道水源における □ヘキサメチレンテトラミン（HMT）　 □1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）

消毒副生成物 □N,N-ジメチルアニリン（DMAN） □トリメチルアミン（TMA） □テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

前駆物質 □N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA） □ジメチルアミノエタノール（DMAE）

8 その他含有物質 硫黄 ( ○ ) 塩素 ( × ) 臭素 ( × )
　（　）には ヨウ素 ( × ) フッ素 ( × ) 炭酸 ( × )
 混入有りは○、 硝酸 ( × ) 亜鉛 ( × ) ニッケル ( ○ )
 無しは×、混入の アルミ ( × ) アンモニア ( × ) ホウ素 ( × )
 可能性があれば△ その他 ( )
□　分析表添付（組成）

9 有害特性 □爆発性 □引火性（ ℃） □可燃性 □自然発火性（ ℃） □禁水性
 ( 有 ・ 無 ・ 不明 ) □酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性 □感染性 □腐食性

□毒性ガス発生 □慢性毒性 □生態毒性 □重合反応性
□その他（ )

10 廃棄物の物理的 形状（粘土 ) 臭い（ ) 色（ 黒 ) 比重（ ) pH（ )
性状・化学的性状 沸点（ ) 融点（ ) 発熱量（7080cal ) 粘度（ ) 水分（ 51％ )

11 品質安定性 経時変化（ 有 ・ 無 ） 有る場合は具体的に記入

12 関連法規 危険物（消防法） ・特化則（特定化学物質障害予防規則） ・有機溶剤 ・毒劇物 ・悪臭

13 荷姿 □容器 ( ) ☑車両 (水封ダンプ車 ) □その他（ )

14 排出頻度 頻度（ スポット ・ 継続予定 ）
数量 (　 10 ) kg ･ ｔ ･ ㍑ ･ m3 ･ 本 ･ 缶 ･ 袋 ･ 個 3  ／ 年 ･ 月 ･ 週 ･ 日

□1,1-ジメチルグアニジン（DMGu）
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15 特別注意事項  ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載

（ 有 ・ 無 ） ・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法
強い引火性があり、静電気など火源にさらさない。
難分解性物質で漏らさない。

・他の廃棄物との混合禁止
酸化剤と混合禁止

・粉じん爆発の可能性
・容器腐食性の可能性／注意点
・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性
・環境中に放出された後の支障発生の可能性（消毒用塩素等との反応により
　他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等）　　等

漏れた場合に難分解性物質のため長く環境汚染となる。
・取扱時必要な保護具
　 有機溶剤用保護マスク、ゴーグル型保護ﾒｶﾞﾈ、耐油性ゴム手袋、耐油性長靴
・応急処置

吸入時
皮膚付着時
目に入った場合
飲み込んだ場合

【参考】　その他の情報

・ サンプル等提供 （　均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　不均一ｻﾝﾌﾟﾙ有　・　ｻﾝﾌﾟﾙの一部分有　・　ｻﾝﾌﾟﾙ無　・　写真有　）

・ 産業廃棄物の発生工程等
「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所
がわかる発生工程の説明を書いてください。　工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。
工程図への記入でも可。
（処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の
判断材料となります。）

＊発電ボイラー煙道ガス回収「排煙脱硫装置」から発生のカーボンダスト

＜排出事業者及び処理業者内容確認欄＞
No. 内容確認日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 備考

平成○○年 ○○課 ○○株式会社 ○○株式会社にて収集運搬
○○月○○日 ○○　○○ ○○　○○

＜変更履歴＞
No. 変更日時 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容

様式作成　環境省  
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廃棄物処理法上の排出事業者責任の概要 
 

処理責任 ○事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 
多量排出事業者の 
計画策定義務 

○その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置してい

る事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に

関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 
委託に当たっての

委託基準の遵守 
○事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、政令

で定める委託基準（※）に従わなければならない。 
 ※他人の産業廃棄物の処理を業として行うことができる者であって

委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業範囲に含まれるも

のに委託しなければならない、委託契約は書面により行われなけ

ればならない 等 
委託した場合の最

終処分までの注意

義務 

○事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該産業廃

棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発

生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が

適正に行われるために必要な措置（※）を講ずるように努めなけれ

ばならない。 
 ※許可業者に対し処理を委託する場合に適正な処理料金を負担する

ことや、事業の用に供する施設を実地に確認する、不適正処理が

行われる可能性を知った際に処理委託や廃棄物の引渡しを中止す

る 等 

管理票交付義務 ○産業廃棄物の処理を委託する事業者は、当該委託に係る産業廃棄物

の引渡しと同時に産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなけ

ればならない。 
○管理票交付者は、一定期間内に運搬又は処分が終了した旨を記載し

た管理票の写しが送付されてこない場合は、当該委託に係る産業廃

棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、適切な措置（※）

を講じなければならない。 
※不法投棄等の不適正処理が行われていれば、産業廃棄物の引渡し

や処理の委託をやめたり、適正処理を行うための措置や、周辺の

生活環境を保全するための措置 等 
委託した処理が不

適正に行われた場

合の措置命令 

○産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合

において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある

と認められるとき、以下の排出事業者は措置命令の対象となる。 
・委託規準に違反する委託をした排出事業者 
・管理票交付義務違反など、当該産業廃棄物の一連の処理の行程に

おける管理票に係る義務に違反した排出事業者 
・上記事項に直接違反はしていないが、実際の処分者等が支障の除

去等の措置を講ずることが困難な場合等であってなおかつ、当該

産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないなど、排出

事業責任の責務に照らして支障の除去等の措置を採らせることが

適当な排出事業者 
 
 

参考資料 1 
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労働災害動向調査等 
表 1 労働災害動向調査(事業所規模 100 人以上) 

区分 

 

 

業種 

平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

度
数
率 

強
度
率 

度
数
率 

強
度
率 

度
数
率 

強
度
率 

度
数
率 

強
度
率 

度
数
率 

強
度
率 

度
数
率 

強
度
率 

度
数
率 

強
度
率 

全産業 1.95 0.12 1.90 0.12 1.83 0.11 1.75 0.10 1.62 0.09 1.61 0.09 1.62 0.11 

林業 - - - - × × - - - - × × 5.18 0.11 

鉱業 1.84 0.08 1.27 0.03 1.42 0.53 0.61 0.11 0.95 0.07 0.74 0.06 0 0 

建設業 

(総合工事業) 

0.97 0.14 1.55 0.37 1.95 0.33 1.89 0.41 1.09 0.14 1.56 0.61 0.85 0.21 

製造業 1.01 0.09 1.02 0.11 1.09 0.10 1.12 0.10 0.99 0.08 0.98 0.09 1.05 0.08 

運輸業 3.07 0.29 2.69 0.19 2.90 0.21 3.66 0.21 3.33 0.21 3.07 0.16 2.77 0.23 

電気・ガス・熱

供給・水道業 

0.60 0.01 0.53 0.01 0.52 0.04 0.69 0.08 0.52 0.11 0.55 0.01 0.52 0.01 

卸売、小売業 2.50 0.04 2.60 0.10 2.49 0.05 2.18 0.09 1.88 0.04 2.14 0.11 1.98 0.13 

宿泊、飲食業 3.52 0.04 3.30 0.06 3.72 0.06 3.10 0.06 2.91 0.04 2.84 0.05 2.89 0.05 

サービス業 4.27 0.13 3.80 0.25 3.79 0.23 3.13 0.10 3.08 0.09 2.28 0.05 3.49 0.25 

廃棄物処理業

(産業廃棄物処

理業を含む) 

13.98 0.23 11.52 0.62 10.19 0.26 7.55 0.17 7.56 0.19 6.73 0.10 11.01 0.22 

※ 林業の「－」は該当事業所なし、「×」は対象事業所が少ないため未掲載。 

 

(公社)全国産業廃棄物連合会が産業廃棄物処理業者 1,999 社を対象に実施したアンケート

調査結果（回収率 48％）をとりまとめた「処理受委託時における廃棄物情報の把握のため

の調査報告書」（平成 17 年 3 月）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 事故・災害の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=279)
複数回答

(％)

廃棄物の分別・排出の不徹底

廃棄物の性状などの情報不足

情報と廃棄物の不一致

廃棄物に関する経験不足

施設の構造上の問題

施設の整備不良

廃棄物の安定化処理の不徹底

容器の形態不良

廃棄物の表示不足

その他

無回答

41.2

33.3

27.6

21.1

17.9

12.5

11.8

10.8

10.8

22.2

3.6

0 20 40 60 80 100

 【全体】(N=279) 【産業廃棄物（特管物を除く）】 【特別管理産業廃棄物】(N=111)
(N=160)

複数回答 (％) (％) (％)

火災

発熱

爆発

ガス発生

漏洩・流出

有害物質との接触・暴露・吸引に
よる中毒・酸欠・薬傷など

高温物体との接触・暴露・吸引に
よる人的被害

挟まれ・巻き込まれ・転倒などの
機械災害

その他

無回答

26.2

14.3

11.5

10.4

10.4

1.1

5.7

39.4

20.4

3.9

0 50 100

23.1

6.3

8.1

3.8

4.4

0.0

1.3

46.3

25.6

5.0

0 50 100

32.4

27.0

17.1

20.7

18.0

2.7

12.6

28.8

12.6

2.7

0 50 100

参考資料 2 

図 2 事故・災害の原因 
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表 2 事故事例 1（（公社）全国産業廃棄物連合会提供 1996～1998 年データ等） 

 

原因物質
の特性

原因物質
原因物質が含
まれていた廃

棄物

事故時の
処理工程

被害状況 事故概要

スプレー
缶

混合廃棄
物

前処理
破砕機損
傷

廃プラスチックを破砕したところ、スプレー缶が含まれてい
たため、発火した。

アルコー
ル

医療系廃
棄物

焼却
炉内の爆発の
ため被害なし

感染性廃棄物をポリ容器密閉のまま焼却炉に投入したとこ
ろ、アルコールが含まれていたため、爆発した。

トルエン
系溶剤

汚泥 前処理 火災
汚泥を混合していたところ、汚泥に付着していたトルエン系
溶剤が発火した。

シンナー 塗料 破砕
直ぐに消火し
たため被害な
し

廃棄物中に塗料が含まれていたため、破砕中に発火した。

揮発性の
溶剤

スラッジ 前処理
ドラムが作業
員に当たり負
傷

スラッジの入ったドラムの蓋をガス切断していたところ、ド
ラムが引火・爆発し、作業員が負傷した。原因を調査した結
果、揮発性の空きドラムを使用していたことが明らかになっ
た。

アルミニ
ウム粉・
水酸化ナ
トリウム

夾雑物 前処理 火災

ペール缶に入った汚泥をヤードに出したところ、ヤード内の
汚泥と接触し、発熱・発火した。原因を調査した結果、ペー
ル缶中の汚泥にアルミニウム粉が含まれており、ヤード内の
汚泥には水酸化ナトリウムの塊状物が含まれていて、接触に
より発熱したことが明らかになった。

マグネシ
ウム

汚泥 前処理
直ぐに消火し
たため被害な
し

汚泥を混合していたところ、マグネシウム粉が混入していた
ため 、汚泥の水分と反応して発火した。

硝酸鉛 廃薬品 破砕 黒煙発生
廃薬品を容器ごと破砕中に、混入していた硝酸鉛が赤熱し、
他の可燃性廃棄物に着火した。

硫化鉄 汚泥 保管
直ぐに消火し
たため被害な
し

汚泥を保管していたところ、硫化鉄が含まれていたため、発
火した。

ナトリウ
ム

廃油 保管
直ぐに消火し
たため被害な
し

廃油を保管していたところ、ナトリウムが混入していたた
め、ピット内の水分と反応して発火した。

リチウム
化合物

廃電池
(IC基盤)

焼却
直ぐに消火し
たため被害な
し

IＣの基盤に組み込まれていたリチウム電池が、焼却炉への
供給機内で他の廃棄物と反応して発火した。

酸化性
過酸化水
素

廃液 運搬
タンクロー
リー車のハッ
チ破損

過酸化水素を含む廃アルカリをタンクローリー車で運搬中、
安定剤が含まれていなかったため、過酸化水素が分解してガ
スが発生し、ハッチが飛んで廃アルカリが飛散した。

有機過酸
化物

有機過酸
化物

廃液 運搬
廃油が飛
散

廃液を運搬中、有機過酸化物が含まれていたため、反応して
飛散した。

シアン化
合物

廃液 収集
直ぐに避難し
たため人的被
害なし

シアン化合物を含む廃アルカリを入れる容器に廃酸が付着し
ていたため、有毒のシアン化水素ガスが発生した。

シアン化
合物

廃液 中和
直ぐに避難し
たため人的被
害なし

廃アルカリを中和していたところ、突然ガスが発生したた
め、作業員が避難した。原因を調査した結果、廃液にシアン
化合物が混入していたことが明らかになった。

硫化ナト
リウム

廃液 中和
硫化水素中
毒：2名

アルカリ廃液を中和処理したところ、硫化ナトリウムが含ま
れていたため、硫化水素が発生した。

重合反応
性

スチレン 廃油 保管
廃油が飛
散

スチレンを保管中、自己反応によりドラムが破損し、周囲に
飛散した。

腐食性
アリルア
ルコール

汚泥
荷下ろ
し

ガスによる角
膜損傷

荷下ろし作業立合中、目の痛み感じたが我慢して作業を続け
た。作業終了後に眼科医に行き、角膜損傷と診断された。

爆発性

可燃性

自然発火
性

引火性

水との反
応性

毒性ガス
の発生
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表 3 事故事例 2（岡泰資委員提供 1970～2000 年データ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 3 事故事例                  図 4 主要起因物質※1 

※1 産業廃棄物の事故事例 948 件の内、主要起因物質が判明している 380 件の内訳を示す。

原因物質
の特性

原因物質
原因物質が含
まれていた廃
棄物

事故時の
処理工程

被害状況 事故概要

爆発性
多価アル
コール

ダンボール 焼却中
ダンボボールの中に４リットル缶の多価アルコールが
混入していた。

引火性 溶剤 ドラム缶
電気溶接
中

空のドラム缶を溶接中、ドラム缶に残っていた溶剤が
気化し引火爆発した。

可燃性
点火促進
剤

廃棄物 破砕中
自動車の点火促進剤を破砕機に投入した所、爆発し
火災発生

ゴム
ナイロンやゴム
の熱処理廃棄
物

運搬中 荷台焼損
ナイロンやゴムの熱処理廃棄物を輸送中ゴムなどの予
熱発火により火災発生

マグネシウ
ム塊

廃棄物 ピット内 マグネシウム塊が自然発火した。

金属粉
埋立作業
中

金属粉が自然発火した。

無水酢酸 廃液
廃液焼却
施設で焼
却中

無水酢酸を廃液焼却中無水酢酸の水和熱により硝酸
ガスが発生し、爆発した。

カーバイト 産業廃棄物 保管中 台風による雨水と反応して爆発した。

硫化アル
ミ、重金属
固定財、薬
品

焼却灰
焼却灰固
定化試験
中

8人が中毒

焼却灰に硫化アルミ、重金属固定材を入れた後、混
合物を取り出しミキサー内部を薬品を使って清掃作業
をしていたら有毒ガスが発生した。薬品と焼却灰との
反応により有毒ガスが発生した。

硫化水素 アルカリ廃液
中和作業
中

作業員が
中毒

アルカリ廃液に硫酸を混合する中和作業中に硫化水
素が発生した。

重合反応性
アクリルニト
リル、過酸
化物

保管中
地下タンクにアクリルニトリルと過酸化物を同時に保管
していたため、急激な重合が発生し、引火性ガスが発
生し、焼却炉の火により爆発した。

腐食性(腐
敗、発酵性）

鶏の煮汁 廃液
作業員死
亡

鶏の煮汁等が入ったドラム缶が突然破裂し、飛んだふ
たが作業員の胸にあたった。煮汁が発酵し、発酵に伴
いガスがドラム缶の内圧を高め破裂して蓋が飛んだと
考えられる。

自然発火

水との反応
性

毒ガスの発
生

労災

272

29%

火災

258

27%

爆発

151

16%

中毒

131

14%

汚染

87

9%

物損

25

3%

その他

24

2%

産業廃棄物 事故事例 948件 の割合 産業廃棄物　事故事例　の主要起因物質

硫化水素

18%

有機廃液

15%

可燃性気体

14%

廃油

28%

廃触媒

2%

有機溶剤

2%

金属粉

4%

塩素

4%

アルミニウ

ム

4%

アセチレン

2%

無機廃液

4%

さらし粉

1%

エネルギー

物質

2%
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図 5 事故・災害の発生（情報と廃棄物の相違頻度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 情報と廃棄物の相違（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 情報と廃棄物の相違（産業廃棄物と特別管理産業廃棄物） 

 

よくある(N=48)

たまにある(N=491)

ない(N=355)

分からない(N=18)

52.1

38.9

14.1

22.2

45.8

60.1

84.8

77.8

2.1

1.0

1.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（事故・災害が）あった （事故・災害が）なかった 無回答

（情報と廃棄物の相違）

(N=956)

無回答
4.6%

ない
37.1%

よくある
5.0%

たまにあ
る

51.4%

分からな
い

1.9%

産業廃棄物（特管物を除く）（N=668）

特別管理産業廃棄物（N=250） 10.8

47.93.0

64.4

42.2

21.6

1.2

2.2

2.0

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくある たまにある ない 分からない 無回答
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事故事例からみた廃棄物を適正処理するために必要な措置 
 

【事例１】 
原 因 物 質 ：シンナー 
原因物質の特性 ：引火性 
廃 棄 物 の 種 類 ：塗料 
事 故 の 分 類 ：火災 
事故時の処理工程 ：破砕 
事 故 概 要 ：廃棄物中に塗料が含まれていたため、破砕中に発火した。 

排 出 者 の 対 策 ：含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、取り

扱い上の注意事項などの情報を処理業者へ提供する。 
○処理する際に必要な情報 
廃棄物の有害特性 引火性 
廃棄物の組成・成分情報 シンナー含有 
取り扱う際の注意事項 火気・摩擦・衝撃の禁止、火災時の措置 
避けるべき条件 シンナーは引火する恐れがあるため、塗料を破砕すること 
物理的・化学的性状 引火する可能性有りもしくは引火点 
発生工程 塗料産業から排出 

処理業者の対策 ：排出者に廃棄物を適正かつ安全に処理するための情報提供を要

求する。破砕しない。 
 

【事例２】 
原 因 物 質 ：マグネシウム 
原因物質の特性 ：可燃性 
廃 棄 物 の 種 類 ：汚泥 
事 故 の 分 類 ：火災 
事故時の処理工程 ：前処理 
事 故 概 要 ：汚泥を混合していたところ、マグネシウム粉が混入していた

ため、汚泥の水分と反応して発火した。 
排 出 者 の 対 策 ：危険物（マグネシウム）を小分け〔保護液（油）中に保管〕して

排出する。含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、

取り扱い上の注意事項などの情報を処理業者へ提供する。 
○処理する際に必要な情報 
廃棄物の有害特性 可燃性 
廃棄物の組成・成分情報 マグネシウム含有 
取り扱う際の注意事項 水分との接触禁止、火災時の措置 
避けるべき条件 マグネシウムは水と接触すると発火するため、汚泥を水分

と接触させること 
物理的・化学的性状 可燃する可能性有り 

処理業者の対策 ：排出者に廃棄物を適正かつ安全に処理するための情報提供を要

求する。水分と接触させない。 
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【事例３】 
原 因 物 質 ：過酸化水素 
原因物質の特性 ：酸化性 
廃 棄 物 の 種 類 ：廃液 
事 故 の 分 類 ：ガス発生 
事故時の処理工程 ：運搬 
事 故 概 要 ：過酸化水素を含む廃アルカリをタンクローリー車で運搬中、

安定剤が含まれていなかったため、過酸化水素が分解してガ

スを発生し、ハッチが飛んで廃アルカリが飛散した。 
排 出 者 の 対 策 ：安定化処理後に排出する。含有している物質を表示する。廃棄物

の性状、含有物、取り扱い上の注意事項などの情報を処理業者

へ提供する。 
○処理する際に必要な情報 
廃棄物の有害特性 酸化性 
廃棄物の組成・成分情報 過酸化水素含有 
取り扱う際の注意事項 反応終了後に作業する、異常処置 
避けるべき条件 過酸化水素は分解してガスを発生するため、安定化処理をせ

ずに排出すること 
物理的・化学的性状 ガスが発生する可能性有り 

処理業者の対策 ：排出者に廃棄物を適正かつ安全に処理するための情報提供を要

求する。反応終了後に作業する。 
 

【事例４】 
原 因 物 質 ：シアン化合物 
原因物質の特性 ：毒性ガスの発生 
廃 棄 物 の 種 類 ：廃液 
事 故 の 分 類 ：有毒ガス発生 
事故時の処理工程 ：中和 
事 故 概 要 ：廃アルカリを中和していたところ、突然ガスが発生したため、作

業員が避難した。原因を調査した結果、廃液にシアン化合物が混

入していたことが明らかになった。 
排 出 者 の 対 策 ：含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、取り扱い

上の注意事項などの情報を処理業者へ提供する。 
○処理する際に必要な情報 
廃棄物の有害特性 毒性ガスの発生 
廃棄物の組成・成分情報 シアン化合物含有 
取り扱う際の注意事項 中和の禁止、混合試験の実施、保護具の着用、異常処置、

応急措置 
避けるべき条件 廃液にシアン化合物を混入しないこと、中和 
物理的・化学的性状 有毒ガスが発生する可能性有り 

処理業者の対策 ：排出者に廃棄物を適正かつ安全に処理するための情報提供を要

求する。混合試験を実施する。保護具を着用して作業する。 
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【事例５】 
原 因 物 質 ：アリルアルコール 
原因物質の特性 ：腐食性 
廃 棄 物 の 種 類 ：汚泥 
事 故 の 分 類 ：薬傷（角膜損傷） 
事故時の処理工程 ：荷下ろし 
事 故 概 要 ：荷下ろし作業立会中、目の痛みを感じたが、我慢して作業を続け

た。作業終了後に眼科医に行き、診断を受けた結果、角膜損傷と

診断された。 
排 出 者 の 対 策 ：有害物（アリルアルコール）を他の廃棄物と分別して排出する。

含有している物質を表示する。廃棄物の性状、含有物、取り扱い

上の注意事項などの情報を処理業者へ提供する。 
○処理する際に必要な情報 
廃棄物の有害特性 腐食性 
廃棄物の組成・成分情報 腐食する可能性有り 
取り扱う際の注意事項 混合試験の実施、保護具の着用、異常処置、応急措置 
避けるべき条件 アリルアルコールは腐食するＣ恐れがあるため、直接触れ

ないこと 
物理的・化学的性状 腐食性 

処理業者の対策 ：排出者に廃棄物を適正かつ安全に処理するための情報提供を要

求する。保護具を着用して作業する。 
 
なお、実際に排出された廃棄物と事前情報の一致の確認を行うためには、上記情報

項目の他に、廃棄物の種類、数量、荷姿、排出者の氏名又は名称及び住所に関する情

報も必要になる。 

 

 



 

- 84 - 

特別管理産業廃棄物の種類及び判定基準等 
 
表 1 特別管理産業廃棄物の種類 

種 類 内 容 

(1) 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類（引火点７０゜Ｃ未満の燃焼しやすいもの） 

(2) 廃酸 著しい腐食性を有するもの（ｐＨ２．０以下のもの） 

(3) 廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの（ｐＨ１２．５以上のもの） 

(4) 感染性産業廃棄物 

医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した

産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原

微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの 

(5) 特定有害産業廃棄物   

廃ＰＣＢ等 廃ＰＣＢ（原液）及びＰＣＢを含む廃油 

ＰＣＢ汚染物 

1.ＰＣＢが塗布された紙くず 

2.ＰＣＢが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず及び繊維くず 

3.ＰＣＢが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず 

4.ＰＣＢが付着した陶磁器くず、がれき類 

ＰＣＢ処理物 
廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ汚染物を処分するために処理したもの（厚生省令で

定める基準に適合しないものに限る。） 

指定下水汚泥 

及びその処理物 

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める

基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの 

鉱さい及び 

その処理物 

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める

基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの 

廃石綿等 

1.建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及び

その除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど 

2.大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであっ

て、集じん装置で集められた飛散性の石綿など 

表２に掲げる産業廃棄 

物及びそれらの処理物 

産業廃棄物の種類ごとに政令別表第３に掲げる施設又はその施設を設

置する事業場から生じる産業廃棄物で、「金属等を含む産業廃棄物に係

る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有

害物質を含むもの 
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表 2金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準等 

有害物質 

燃え殻、汚泥、鉱さい、 

ばいじん、これらの処理物 

（値を超えるもの） 

（溶出 mg/L） 

廃酸・廃アルカリ 

 

（値を超えるもの） 

（溶出 mg/L） 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 

水銀又はその化合物 0.005 0.05 

カドミウム又はその化合物 0.3 1 

鉛又はその化合物 0.3 1 

有機燐化合物 1 1 

六価クロム化合物 1.5 5 

砒素又はその化合物 0.3 1 

シアン化合物 1 1 

PCB 0.003 0.03 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.3 3 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 1 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.2 2 

四塩化炭素 0.02 0.2 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04 0.4 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 10 

ｼｽｰ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4 4 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3 30 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06 0.6 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D） 0.02 0.2 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.5 5 

チラウム 0.06 0.6 

シマジン(CAT) 0.03 0.3 

チオベンカルブ(ベチオカーブ) 0.2 2 

ベンゼン 0.1 1 

セレン又はその化合物 0.3 1 

ダイオキシン類（単位:TEQ 換算） 燃え殻、汚泥、ばいじん 3ng/g 

廃油 PCB 処理物等（値をこえるもの） 

廃溶剤であって、 1.廃油 0.5mg/kg 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、 2.廃酸、廃アルカリ 0.03mg/L 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、 3.廃プラスチック類、金属くず 付着又は封入していないこと※ 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、 4.陶磁器くず 付着していないこと※ 

四塩化炭素、 5.その他（検液として） 0.003mg/L 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、  

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、 ※注 

ｼｽｰ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、 洗浄液 0.5mg/kg 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、 抜き取り液 0.1μg/100cm2 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）、 切り取り物 0.01mg/kg 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ （値以下であるものは、付着、封入していないと判定される） 

又はベンゼンに限る  
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表 3特別管理産業廃棄物の判定基準（廃棄物処理法施行規則第１条の２） 

 

 

燃え殻・ばいじん・鉱さい 廃油（廃溶剤に限る） 汚泥・廃酸・廃アルカリ 

燃え殻・

ばいじ

ん・鉱さ

い 

処理物

（廃酸・

廃アル

カリ） 

処理物

（廃酸・

廃アル

カリ以

外） 

処理物

（廃酸・

廃アル

カリ） 

処理物

（廃酸・

廃アル

カリ以

外） 

汚泥 
廃酸・廃

アルカリ 

処理物

（廃酸・

廃アル

カリ） 

処理物

（廃酸・

廃アル

カリ以

外） 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
アルキル水銀 ND ND ND 

  
ND ND ND ND 

水銀 0.005 0.05 0.005 
  

0.005 0.05 0.05 0.005 

カドミウム 0.3 1 0.3 
  

0.3 1 1 0.3 

鉛 0.3 1 0.3 
  

0.3 1 1 0.3 

有機燐 
     

1 1 1 1 

六価クロム 1.5 5 1.5 
  

1.5 5 5 1.5 

砒素 0.3 1 0.3 
  

0.3 1 1 0.3 

シアン 
     

1 1 1 1 

PCB 
   

（廃油：0.5mg/kg） 0.003 0.03 0.03 0.003 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
   

3 0.3 0.3 3 3 0.3 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
   

1 0.1 0.1 1 1 0.1 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 
   

2 0.2 0.2 2 2 0.2 

四塩化炭素 
   

0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 
   

0.4 0.04 0.04 0.4 0.4 0.04 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
   

10 1 1 10 10 1 

ｼｽｰ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝ    
4 0.4 0.4 4 4 0.4 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 
   

30 3 3 30 30 3 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 
   

0.6 0.06 0.06 0.6 0.6 0.06 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 
   

0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 
   

5 0.5 0.5 5 5 0.5 

チラウム 
     

0.06 0.6 0.6 0.06 

シマジン 
     

0.03 0.3 0.3 0.03 

チオベンカルブ 
     

0.2 2 2 0.2 

ベンゼン 
   

1 0.1 0.1 1 1 0.1 

セレン又は 

その化合物 
0.3 1 0.3 

  
0.3 1 1 0.3 

ダイオキシン類 

（単位:TEQ 換算） 
3ng/g 100pg/L 3ng/g 

  
3ng/g 100pg/L 100pg/L 3ng/g 

根拠法令 

判定基

準省令 

別表第

1・第 5 

廃掃法

施行規

則 

別表第1 

判定基

準省令 

別表第6 

廃掃法

施行規

則 

別表第1 

判定基

準省令 

別表第6 

判定基

準省令 

別表第5 

廃掃法

施行規

則 

別表第1 

廃掃法

施行規

則 

別表第1 

判定基

準省令 

別表第6 
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廃棄物の有害特性に応じた排出方法 
 
(公社)全国産業廃棄物連合会「産業廃棄物処理受委託時の情報提供及び排出の基準」（平成 11 年

10 月）一部修正 
 

爆発性を有するもの 

爆発性とは、化学反応によりそれ自体が周囲に対して損害を引き起こすような温度、

圧力および速度でガスを発生することが可能なものをいう。 
爆発性を有する廃棄物を排出する場合には、 

 分別排出の徹底 

 他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮 

 衝撃防止および静電気防止 

 粉塵性のものについては、調湿等の粉塵防止 

 少量単位に小分け 

等の対策を施すこと。 

具体例 

排出物質名 排出にあたっての処置 

顔料、トナー類 分別排出、加湿、飛散防止等 

ピクリン酸等 少量単位に小分け 

爆薬 不活性物質による希釈、小分け 

スプレー缶、カセットボンベ類 分別単品排出 

リチウム電池 接触防止、雨水にかからなような密閉処置 

なお、このほかトリニトロベンゼンや危険物第５類に分類されるような物質を含有

する廃棄物や、微細粉塵発生の恐れのある廃棄物が該当する。 

 

引火性を有するもの 

引火性とは、引火点が 70 度未満ものをいうが、特に処理の過程で問題となるもの

は、常温ないしそれに近い温度以下で引火性の蒸気を発生するものである。 

引火性を有する廃棄物を排出する場合には、 

 分別排出 

 他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮 

 昇温防止および静電気防止 

等の対策を施すこと。 

具体例 

排出物質名 排出にあたっての処置 

エーテル、エタノール等 分別排出、保冷車等による低温輸送 

アセトン、メタノール等 (ローリー)窒素ガスシール、静電気防止等 

低引火点溶剤類 (ドラム)過充填防止、密閉容器収納 

低引火点溶剤含有汚泥 溶剤除去等安定化後排出 
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 なお、このほか、二硫化炭素や揮発油等危険物第４類の特殊引火物や第１石油類に分類

されるような物質を含む廃棄物が該当する。 
 

可燃性のもの 

可燃性とは、通常の取り扱いや運搬等の条件下で燃焼しやすいもの、または摩擦に

よりより容易に燃焼しまたは発火するか発火を助けるものをいう。 
可燃性の廃棄物を排出する場合には、 

 分別排出 

 他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮 

 衝撃防止および静電気防止 

等の対策を施すこと。 

具体例 

排出物質名 排出にあたっての処置 

赤りん 分別排出、加湿 

金属マグネシウム 油(重質油等)含浸、小分け、密閉容器に収納 

アルミニウム粉 油(重質油等)含浸等 

油泥類 分別排出、反応性物質との混触防止 

汚泥・廃プラスチック類等 分別排出、蓄熱性物質との混触防止 

なお、このほか、危険物第２類に分類される物質を含む廃棄物が該当する。 

 

自然発火しやすい物質を有するもの 

通常の取り扱いや運搬等の条件下で自然に発熱したり、空気と接触することによっ

て発熱したりしやすく、そのため発火しやすいものを含む廃棄物を排出する場合には、 

 分別排出 

 他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮 

 直射日光等による昇温防止 

 水封等による空気との遮断 

 少量単位に小分け 

等の対策を施すこと。 

具体例 

排出物質名 排出にあたっての処置 

黄りん 空気に触れないように水封 

アルキルアルミニウム 密封、窒素ガスシール等 

硫化鉄 水封による安定化 

廃活性炭 分別排出・失活処置後排出 

塗料かす 密封 

濃硫酸付着ウェス 水に浸し密閉容器収納 

油ウェス 小袋に入れ密閉 

なお、このほか、危険物第３類に分類される物質を含む廃棄物が該当する。 
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水と作用して引火性ガスを発生する物質を有するもの 

水との接触により自然発火しやすくなるか、または危険な量の引火性ガスを発生し

やすい廃棄物を排出する場合には、 

 分別排出 

 他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮 

 油封等による水との遮断 

等の対策を施す。 

 

具体例 

排出物質名 排出にあたっての処置 

金属ナトリウム・カリウム 保護液(石油)で満たした容器に収納 

カーバイド 分別排出、密閉容器収納 

濃硫酸・発煙硫酸 注水禁の表示 

なお、このほか、危険物第３類に分類される物質等が該当する。 

 

酸化性を有するもの 

それ自体には必ずしも燃焼性はないが、酸素を発生することにより他の物質を燃焼

させたり、熱・衝撃・摩擦等によって分解し他の物質の燃焼を助けたりする物質を有

する廃棄物を排出する場合は、 

 分別排出 

 他の廃棄物(特に可燃性物質や還元性物質)との混合処理を避けるための考慮 

 加熱・衝撃防止 

等の対策を施すこと。 

硝酸塩や過塩素酸塩等の危険物第１類および過酸化水素等の危険物第６類に分類さ

れるような物質を含む廃棄物が該当する。 

 

有機過酸化物を含むもの 

２価の―Ｏ―Ｏ―の構造を含む有機物質は熱的に不安定であり、発熱を伴う加速的

な自己分解を行う物質である。 

したがってこれらの特性を有する物質を含む廃棄物を排出する場合には、 

 分別排出 

 他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮 

 加熱・衝撃防止 

 少量単位に小分け 

等の対策を施すこと。 

過酸化ベンゾイル等の危険物第５類に分類されるような物質(有機過酸化物)を含有

する廃棄物が該当する。 
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毒性（急性）を有するもの 

吸入又は皮膚接触した場合に、死若しくは重大な傷害を引き起こし又は人の健康を

害しやすい物質を含む廃棄物を排出する場合には、絶対に漏洩、流出、飛散等が起こ

ることのない完全密閉容器を使用する等の対策を施すこと。 

具体例 

排出物質名 排出にあたっての処置 

ｼｱﾝ化ﾅﾄﾘｳﾑ､ｼｱﾝ化ｶﾘｳﾑ 密閉容器収納、酸性物質との接触防止 

シアン廃液  シアンガス発生抑制の為アルカリ性にする 

亜砒酸化合物  密閉容器収納 

なお、このほか「毒物及び劇物取締法」で規制された毒・劇物またはこれを含む廃

棄物が該当する。 

 

感染性を有するもの 

人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着してい

る廃棄物を排出する場合には、容器のままの処理が前提となるので、 

 分別排出 

 スプレー缶・廃溶剤・廃試薬・水銀体温計等の処理に悪影響を与えるものは絶

対に混入しない 

 その他「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがう 

などの対策を施すこと。 

 

腐食性を有するもの 

腐食性とは、化学作用により、生態組織に接触した場合に重大な傷害を生じる可能

性のある物質、漏洩した場合に他の物品を著しく損傷もしくは破壊する可能性のある

物質をいう。 

これらの特性を有する廃棄物を排出する場合には、 

 耐腐食性を有する容器に収納 

 絶対に漏洩流出飛散等の起こることのない完全密閉容器を使用 

等の対策を施すこと。 

なお、これに該当するものとしては、次のような廃棄物が該当する。 

フッ酸・硝酸・硫酸・塩酸等の無機酸、酢酸・シュウ酸等の有機酸、苛性ソーダ等

のアルカリ、アクリル酸類、アリルアルコール、クレゾール等。 

 

毒性ガスを発生するもの 

空気、水、太陽光等の作用により、危険な量の毒性ガスを発生しやすい物質を含む

廃棄物を排出する場合には、 
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 絶対に漏洩流出飛散等の起こることのない完全密閉容器を使用 

 油封等による水や空気との遮断(接触禁) 

 他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮 

等の対策を施すこと。 

具体例 

排出物質名 排出にあたっての処置 

シアン廃液 シアンガス発生抑制のためアルカリ性にする 

硫化ソーダ類、硫化物類 酸性物質との接触(混合)防止 

塩化カルボニル類 密閉容器収納 

なお、このほか有機塩素系溶剤を含む廃棄物が該当する。 

 

毒性（遅発性又は慢性）を有するもの 

吸入、摂取又は皮膚浸透した場合に、発がん性を含む遅発性又は慢性の影響を及ぼ

す物質を含む廃棄物を排出する場合には、絶対に漏洩、流出、飛散等の起こることの

ないような完全密閉容器を使用する等の対策を施すこと。 
これに該当するものとしては、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、有機

すず化合物等の化審法特定化学物質及び化管法指定対象物質を含む廃棄物が該当する。 

 

重合反応性を有するもの 

重合しやすい物質を含む廃棄物を排出する場合には、発熱や固化を防ぐ為に、 

 あらかじめ重合反応を終了させてから排出 

 重合反応防止剤等を添加し重合を抑止 

等の対策を施すこと。 

 

具体例 

排出物質名 排出にあたっての処置 

スチレンモノマー 重合防止剤の注入 

イソシアネート 分別排出、密閉容器収納、内圧防止 

ポリオール 分別排出 

上記の他に、次の特性を有する廃棄物を排出する場合にも、注意が必要である。 

 

生態毒性を有するもの 

生態系に放出された場合に、生物濃縮や生物系に対する毒性作用により、環境に対

し即時または遅発性の悪影響を及ぼす恐れのある物質を含む廃棄物を排出する場合に

は、絶対に漏洩、流出、飛散等の起こることのないよう完全密閉容器を使用する等の

対策を施すこと。 
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有害物質を生成するもの 

廃棄物等を処理することにより、有害物質を生成する可能性を有する廃棄物は、生

成が予測される有害物質についての情報を提示すること。 

 

臭気刺激性を有するもの 

臭気や刺激性を有する物質を含む廃棄物を排出する場合には、 

 分別排出 

 少量単位での小分け 

 絶対に漏洩流出飛散等の起こることのない完全密閉容器を使用 

等の対策を施すこと。 

これに該当するものとしては、メルカプタンやアンモニア等の「悪臭防止法」で規

定された物質やホルマリン、ピリジン、フェノール等の不快臭や刺激臭を発生する物

質がある。 

 

共通事項 

 上記(1)～(16)の特性を有する物質を含む廃棄物を排出する場合には、特性や内容

に関わらず特に次の事項について厳守すること。 

 運搬容器への内容物表示 

 取扱方法についての情報提示 

 漏洩・流出・飛散防止のための対策 

 その他注意事項表示もしくは提示 
 




